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1. 業務目的

原子力規制委員会では、環境放射能の水準を把握するための調査や、陸域、海域及び空

域の各種放射線モニタリングを実施している。また、都道府県、市町村、原子力事業者及び

研究機関等、様々な主体が放射線モニタリングを実施している。これらの様々な主体が適切

に各種放射線モニタリングを実施するためには、標準的な分析・測定法に関するマニュアル

を技術の進展に合わせた形で整備しておく必要がある。 

環境放射能分野における標準的な分析・測定法マニュアルとしては、「放射能測定法シリ

ーズ」（以下「測定法」という。）が 34 種作成され、平成 29 年 3 月に 1 種、12 月に 1 種、

平成 30 年 3 月に 1 種の改訂がなされたものの、制定から 40 年程度経過しているものも存

在しており、技術的な進展の反映や東京電力福島第一原子力発電所事故の経験を踏まえ、そ

の内容を精査し、必要に応じ改訂を順次行う必要がある。 

以上より、本業務においては、最新の知見を踏まえて測定法の改訂を行うため、改訂す

べき優先順位の高いものから改訂案の作成や必要な検討を行うことを目的とする。 

2. 実施期間

平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日

3. 業務内容

3.1 概要 

本業務の内容は(1)～(5)のとおりとした。業務の実施に当たっては、専門的知見を持つ

者から意見を聴取する等、技術的妥当性に留意するとともに、適宜、原子力規制庁担当官と

調整を行った。(1)～(5)に共通し、以下の項目に留意した。 

・ 以下の事業報告書を参照すること。

平成 26年度放射線対策委託費（放射能測定法シリーズ改訂）事業報告書

平成 28 年度放射線対策委託費（放射能測定法シリーズ改訂）事業報告書

平成 29 年度放射線対策委託費（放射能測定法シリーズ改訂）事業報告書

平成 30年度放射線対策委託費（放射能測定法シリーズ改訂）事業報告書

・ 改訂の前後において、過去の測定結果との連続性を満たすこと。

・ 単位系等が現在国際的に使用されているものであること。

・ 記載された方法を実施するにあたり、現時点において機器の校正等に必要な線源等

が入手できること。

・ 測定法の記述が曖昧で測定者の裁量に委ねられている手法がないこと。

・ 技術の進展が適切に反映されていること。

・ 新たに実験・検証が必要な項目がある場合、その事項を一覧にするとともに、契約

期間内に報告書案の作成も含めて可能と見込まれるものに限り実験・検証を実施す

ること。

・ 関連する測定法との整合性があること。

・ 原子力規制委員会の環境放射線モニタリング技術検討チームにおける検討結果を踏

まえること。

(1) 「放射能測定法シリーズ 7 ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメ

トリー」の改訂案の作成
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   平成 30 年度放射線対策委託費（放射能測定法シリーズ改訂）事業において改訂の

方向性について検討を行った「放射能測定法シリーズ 7 ゲルマニウム半導体検出器

によるガンマ線スペクトロメトリー」に係る検討結果及び、本年度に実施した追加検

討の結果を反映させ「放射能測定法シリーズ 7 ゲルマニウム半導体検出器によるガ

ンマ線スペクトロメトリー」の改訂案を作成した。 

(2) 「緊急時における環境試料採取法（新規）」の検討 

新たに「放射能測定法シリーズ 緊急時における環境試料採取法」を作成するた

めに必要な検討を実施した。 

(3) 緊急時における放射性ストロンチウム分析法の改訂案の修正 

平成 28 年度放射線対策委託費（放射能測定法シリーズ改訂）事業で得られた「緊

急時における放射性ストロンチウム分析法の改訂案」について、放射性ストロンチウ

ム迅速分析法（土壌及び海水）に関するドキュメントが国際原子力機関（IAEA）から

正式に公表された際には、引用箇所を含めて改訂案の修正について検討を行うことと

した。また、その際には、平成 28 年度放射線対策委託費（放射能測定法シリーズ改

訂）事業の報告書に記載されている牛乳、土壌及び海水以外の環境試料について、対

象試料として改訂案に盛り込むことを想定していた。 

なお、本委託事業の契約期間内に IAEA から放射性ストロンチウム迅速分析法に関

する正式ドキュメントが公表されなかったため、「緊急時における放射性ストロンチ

ウム分析法の改訂案」の修正は実施しなかった。 

(4) 専門的知見を持つ有識者からの意見の聴取 

外部専門家や地方公共団体のモニタリング関係者等の専門的知見を持つ有識者で構

成される改訂検討委員会を設置し、測定法の改訂内容の検討等を実施した。 

(5) 報告書の作成 

 (1)～(4)の結果を取りまとめるとともに、業務報告書を作成した。 
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3.2 委員会開催 

放射能測定法シリーズ改訂検討委員会を 4 回開催（うち１回はメール会合）し、実施計

画、内容及び改訂案等について審議を行った。 

委員及び委員会の開催状況を、3.2.1 及び 3.2.2 に示す。 

 

3.2.1 委員構成 

放射能測定法シリーズ改訂検討委員会 

（五十音順、敬称略、令和 2 年 3月現在） 

氏名 所属 役職名 

(委員長) 

中村尚司 

東北大学 名誉教授 

阿部琢也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 

放射線管理部 放射線計測技術課 

技術副主幹 

阿部幸雄 福島県環境創造センター 環境放射線センター 主幹兼次長兼総

務課長兼分析・

監視課長 

乙坂重嘉 国立大学法人東京大学 大気海洋研究所 

海洋化学部門 海洋無機化学分野 

准教授  

木村芳伸 青森県原子力センター 分析課 課長 

三枝 純 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

福島研究開発部門 廃炉国際共同研究センター 

廃棄物処理処分ディビジョン 廃棄物分析技術開発グループ 

研究主幹 

玉柿励治 福井県原子力環境監視センター 福井分析管理室 主任研究員 

長尾誠也 国立大学法人金沢大学 環日本海域環境研究センター 

低レベル放射能実験施設 

センター長 

教授  
細見健二 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

核燃料・バックエンド研究開発部門 

核燃料サイクル工学研究所 放射線管理部 環境監視課 

チームリーダー 

柚木 彰 国立研究開発法人産業技術総合研究所 

計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 

放射能中性子標準研究グループ 

上級主任研究員 
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3.2.2 委員会開催日と議題 

第 1 回、第 2 回、第 3 回及び第 4 回放射能測定法シリーズ改訂検討委員会の日時、場所、

出席者及び議題を以下に示す。また、それぞれの委員会要旨については、参考資料 1に示す。 

第 1 回放射能測定法シリーズ改訂検討委員会 

日時  令和元年 7 年 24 日（水）9 時 30分～11 時 50 分 

場所  航空会館 501+502会議室 

出席者 中村委員長、阿部（琢）委員、阿部（幸）委員、乙坂委員、木村委員、 

三枝委員、玉柿委員、細見委員、柚木委員 

議題  （1）放射能測定法シリーズ改訂事業について

（2）実施計画、検討事項及び調査方法について

（3）その他

第 2 回放射能測定法シリーズ改訂検討委員会 

日時  令和元年 10月 7 日（月）13 時 25 分～16 時 10分 

場所  航空会館 B101 会議室 

出席者 中村委員長、阿部（琢）委員、阿部（幸）委員、乙坂委員、木村委員、 

玉柿委員、長尾委員、細見委員、柚木委員 

議題  （1）第 1 回放射能測定法シリーズ改訂検討委員会要旨について

（2）「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」の 

改訂素案について 

（3）「緊急時における環境試料採取法（新規）」の検討状況について 

（4）「緊急時における放射性ストロンチウム分析法」改訂案の修正について 

第 3 回放射能測定法シリーズ改訂検討委員会 

日時  令和 2 年 1 月 7 日（火）13 時 25 分～16 時 10分 

場所 航空会館 B101 会議室 

出席者 中村委員長、阿部（琢）委員、阿部（幸）委員、乙坂委員、木村委員、 

三枝委員、玉柿委員、細見委員、柚木委員 

議題 （1）第 2 回放射能測定法シリーズ改訂検討委員会要旨について

（2）「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」の改訂 

案について 

（3）「緊急時における環境試料採取法（新規）」の検討状況について 

（4）「緊急時における放射性ストロンチウム分析法」改訂案の修正について 

第 4 回放射能測定法シリーズ改訂検討委員会 

日時  令和 2 年 3 月 4 日（水）～3月 11 日（水） 

場所  メール会合にて開催 

出席者 中村委員長、阿部（琢）委員、阿部（幸）委員、乙坂委員、木村委員、 

三枝委員、玉柿委員、細見委員、長尾委員、柚木委員 
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議題  （1）第 3 回放射能測定法シリーズ改訂検討委員会要旨について

（2）放射能測定法シリーズ No.7「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線

スペクトロメトリー」の改訂案について

（3）「緊急時における環境試料採取法（新規）」の検討について 

（4）「緊急時における放射性ストロンチウム分析法」改訂案の修正について 
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4. 放射能測定法シリーズ改訂に係る検討事項及び結果 

4.1 ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー 

4.1.1 改訂の方向性（基本方針） 

平成 30 年度放射線対策委託費（放射能測定法シリーズ改訂）事業において実施した、当

該マニュアル改訂の方向性に関する検討結果を踏まえて、以下の方針により改訂案を作成し

た。 

・マニュアルの対象者は、環境放射線モニタリングを行う実務担当者とする。 

・現状使われている機器に対応した内容とする。 

・サム効果補正方法について検証し、必要な内容を追加する。 

・シミュレーションによるピーク効率の算出について、サム効果補正や自己吸収補正も含め

検証し、必要な内容を追加する。 

・ISO、IAEA 等のマニュアル類を参考とし国際的な動向に沿った内容になるよう検討する。 

・検出下限値については、ISO11929 による評価方法を追加する。 

・本文には基本的な原理、方法を記載することとし、詳細は解説、付録に置く構成とする。 

 

4.1.2 追加検討（ピーク効率変換（Efficiency Transfer）） 

（1）目的 

Ge検出器のピーク効率をモンテカルロシミュレーション等の数値計算で求める手法が近 

年利用されるようになっている。シミュレーションは有効な方法であるが、計算には検出器

の形状（Ge結晶の形状、不感層の厚さ等）に関する詳細情報が必要であり、それらのパラ

メータによって計算結果が大きく影響を受けるという特徴がある。そのため、標準線源を全

く使用せずに数値計算のみでピーク効率を算出することには実用上無理がある。標準線源を

用いて実測で求めたピーク効率を再現するようにパラメータを調整すれば、シミュレーショ

ンによる計算値と実測値を数%以内で一致させることは可能であるが、長時間の計算を要す

る上、標準線源の利用が必須となる。 

これを解決する半実験的な手法が、Efficiency Transfer（ピーク効率変換）である。 

Efficiency Transferは、標準線源を実測して得られたピーク効率を、別のジオメトリで

のピーク効率に変換する方法である。ピーク効率を変換する手法自体は古くから利用されて

きたが、換算計算にモンテカルロシミュレーション等を用いることで、サム効果、自己吸収

の寄与を含めた評価が可能となった。さらに、ピーク効率換算の際には同一検出器の２つの

異なるジオメトリでの計算結果の比をとるが、その際に検出器に依存する情報（不感層の厚

さ等）の多くが相殺されるため、検出器固有の情報への依存度が低下し、計算量も極めて少

なくて済むという利点がある。 

（2）検討方法 

ソフトウェア EFFTRANを用いて以下の検討を実施した。1 

① 検出器内部のジオメトリ（結晶サイズ、不感層の厚さ等）が計算結果に及ぼす影響 

1 Vidmar, T. 2005. EFFTRAN – a Monte Carlo efficiency transfer code for gamma-ray 

spectrometry. Nuclear Instruments and Methods A 550, 603-608. 
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検出器の内部ジオメトリとして、事前にモンテカルロシミュレーションを元に調整した

ジオメトリ（EGS5 を用い、標準線源による実測のピーク効率を再現するようにパラメ

ータを調整したもの）と、検出器製造者から提供されたジオメトリ情報を用いてそれぞ

れ EFFTRAN でピーク効率の換算を行い、求めたピーク効率を充填高さの異なる試料の解

析に使用して結果を比較した。 

② 異なるジオメトリの試料への適用

U-8容器の標準混合線源 6種から作成した従来手法によるピーク効率と、標準線源 1種

のみで求めたピーク効率を EFFTRAN により変換して求めたピーク効率を、充填高の異な

る寒天試料の解析に適用し、結果を比較した。 

③ 実試料への適用

2016年 IAEA ALMERA の QC試料の解析に適用し、得られた結果を target value と比較

した。
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 (3) 結果 

 ①検出器内部のジオメトリが計算結果に及ぼす影響 

            

 

 

  両者の解析結果は 1%以内で一致しており、検出器内部のジオメトリの細かな差異につ

いては結果に影響を及ぼさないことが確認できた。この結果より、EFFTRAN を用いた

Efficiency transferの計算において、検出器製造者提供のジオメトリをそのまま使用し

ても実用上は問題ないと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 4.1.1  検出器内部のジオメトリの違いによる解析結果の比 
（調整済みジオメトリ/検出器製造者提供のジオメトリ） 
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 ②異なるジオメトリの試料への適用 

 

 
  図 4.1.2 異なるジオメトリの試料への適用 

（EFFTRAN による解析結果と、従来法による解析結果の比較） 

 

Cd-109,Co-57,Ce-139,Cr-51,Cs-137,Mn-54,Y-88,Fe-59,Co-60を添加した試料（U-8容

器、充填高さ 9mm, 28.4mm, 47.6mm）を測定したγ線スペクトルを、従来法によるピーク効

率（充填高さの異なる U-8容積線源セットで求めたもの）と、EFFTRANで求めたピーク効率

（基準となるピーク効率を標準線源（材質：アルミナ、充填高 30mm）で求め、それを寒天

試料のピーク効率に変換したもの）でそれぞれ解析し、各核種の放射能値を求めて結果を比

較した。 

EFFTRANによる解析結果は、従来法によるピーク効率を用いた解析結果と 2%以内で一致し

ており、ピーク効率の変換が問題なく行われていた。 
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 ③実試料への適用 

図 4.1.3 EFFTRAN によって求めたピーク効率で、IAEA ALMERA QCサンプルを 

解析した結果（測定値／付与値） 

 

各核種の解析結果は、付与値とよく一致していた。 

以上の結果より、EFFTRAN により、単一の線源の実測ピーク効率を、異なる形状・材質の

試料に対するピーク効率に変換できることを確認できた。 

なお、Efficiency Transfer を行うことができるソフトウェアは複数存在し、EFFTRAN は

その一つである。手法としての Efficiency Transfer の妥当性の確認は複数のソフトウェア

を用いて行われており2、確立された手法として欧米では広く利用されている。  

 

(4) 改訂案への記載 

本検討で得られた結果の一部については、測定法の改訂案である別冊 1「ゲルマニウム半

導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」の解説 A「ピーク効率変換（Efficiency 

Transfer）」に収録した。 

 

 

  

2 T.Vidmar et al. Testing efficiency transfer codes for equivalence. Applied 

Radioation and Isotopes 68(2010) 355-359 

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

Cs-134(L) Cs-137 Cs-134(H) Mn- 54 Zn- 65 Na- 22

2016 IAEA ALMERA QCサンプルとの比

従来法

EFFTRAN

10



4.1.3 改訂案の構成 

検討結果を踏まえ、マニュアル改訂案（別冊１「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ

線スペクトロメトリー」）を作成した。構成と各章の内容は以下のとおりである。 

＜本文＞ 

第１章 序論 

本マニュアルの位置づけと制定、改訂の経緯を記述した。 

第２章 用語の解説 

本文中で使用している専門用語の解説を掲載した。 

第３章 γ線測定の基本原理  

γ線スペクトロメトリーの基本について記載した。 

第４章 測定機器  

測定機器の構成と使用上の注意事項等について記載した。 

（現状使われている機器に合わせた内容とした。） 

第５章 検出器の校正  

γ線スペクトル解析を行う上で必須となるエネルギー校正、ピーク効率校正について記

載した。なお、特定の機器やソフトウェアに依存する記述は避け、一般的な内容とし

た。 

第６章 核データ  

γ線スペクトル解析に使用する核データの選択及び使用上の注意事項を記載した。 

第７章 測定・解析手順 

実際の試料を測定して分析結果を得るまでの一連の手順について記載した。 

第８章 検出下限値 

平成４年度改訂版マニュアルで用いられてきた Cooper 法に加え、ISO11929 による検出

下限値を記載した。 

第９章 分析結果の質の保証 

分析結果のトレーサビリティ、妥当性確認を含む精度管理について記載した。 

 

＜解説＞ 

本文を補足する技術的事項について記載 

Ａ ピーク効率変換（Efficiency Transfer） 

標準線源の実測で得られたピーク効率を、異なる形状、材質を持つ試料のピーク効

率に変換する手法について解説した。 

Ｂ 測定試料の調製方法 

γ線スペクトル測定のための測定試料調製の具体的手順を記載した。 

Ｃ γ線スペクトロメトリーにおける不確かさの評価 

不確かさの評価方法について具体例を示して記載した。 

Ｄ 検出下限値の計算例 

   Cooper法と ISO11929 による検出下限値の計算方法を、具体的な計算例を例示して解説 

した。 
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＜資料＞ 

 その他の技術資料 

 １ γ線スペクトル解析で用いられる計算手法 

平成４年版マニュアルに記載されており、現在市販されているγ線スペクトル解析プログ

ラムで用いられている計算手法を記載した。 

 ２ 測定容器内における試料の不均一分布の影響（U-8容器の例） 

測定時に用いる容器内で測定試料が均一に分布していない場合に解析結果が受ける影響に

ついて、シミュレーションで評価した結果を記載した。 

 ３ サム効果補正に用いるピーク・トータル比の改良の検討 

容積試料のサム効果補正を行うために用いられるピーク・トータル比を改良する検討を、

モンテカルロシミュレーションを用いて実施した。 

 ４ スペクトル例 

バックグラウンド、様々な環境試料のγ線スペクトルの実例を、宇宙線による核反応の結

果生ずるピーク等の情報も含めた形で示した。 

 ５ 核データ表 

環境放射能モニタリングで必要となる核データを一覧表として掲載した。 
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4.2「緊急時における環境試料採取法（新規）」の検討 

4.2.1 現状調査 

東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「東電事故」という。)後に実施された環境モニ

タリング時の環境試料の測定データ及び関連データを調査した。どのタイミング、どのよう

な試料、どのような線量レベルで採取作業を行ったか、緊急時において環境試料を採取した

状況、情報を収集した。 

また、国内外での事故時の採取方法やマニュアル、文献等を調査し、環境試料採取法に関

する情報を収集した。 

 

4.2.1.1放射性物質モニタリングデータの情報公開サイト 

（1）はじめに 

日本原子力研究開発機構は、東電事故後に国、地方自治体、電力会社等さまざまな組織が

実施した放射性物質のモニタリング調査の蓄積・分析データをまとめ、インターネット上で

放射性物質モニタリングデータの情報公開サイト（以下「情報公開サイト」という。）として

公開している。（https://emdb.jaea.go.jp/emdb/）モニタリング結果は調査ごとに集約した

上で対象試料ごとに分類されており、KML、XML、CSV などの複数の形式でダウンロードして活

用することができるようになっている。 

 

図 4.2.1.1-1 データベースの概要 

今回の調査においては、公開されているモニタリングデータのうち、新規マニュアルにお

いて対象試料候補となっている土壌、陸水、食物、大気（降下物）、海域（海水及び海底土等）

を対象としてデータの収集を行った。 

 

（2）方法 

情報公開サイトから得られたモニタリング結果を対象試料ごとに、調査概要、実施機関、

実施期間及び対象核種などについて、表 4.2.1.1-1 のように整理した。詳細については参考

資料 2を参照のこと。 

まとめた内容は以下のとおりである。 

・ 平成 23 年度試料数：平成 23年 3月～平成 24年 3月に調査された試料数を示した。 
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・ 主要核種：調査対象の放射性核種のうち、主要核種を記載した。

・ 単位・最大値・最小値：平成 23年 3月～平成 24年 3月の期間においての主要核種の最大

値、最小値とその単位を示した。NDは検出下限値以下を示した。

・ GPS：GPSを用いた採取地点の緯度経度データがある調査に〇印を付した。

・ MAP:地図上に測定値等をプロットしたデータがある調査に〇印を付した。なお、地図上で

の表記様式は各調査により異なる。

・ 空間線量：空間線量の測定データがある調査に〇印を付した。

・ I-131～その他の核種：該当する核種の測定データがある調査に〇印を付した。

・ 平成 23 年 3 月～平成 24年 3 月：該当する年月に測定データがある調査に〇印を付した。 

14



表
4.
2.
1.
1-
1 

東
京
電
力
福
島
第
一
原

子
力
発

電
所
事
故

後
に

環
境

モ
ニ
タ

リ
ン
グ
の

実
施

状
況

(そ
の
１

) 

 

     

15



表
4.
2.
1.
1-
1 

東
京
電
力
福
島
第

一
原

子
力
発

電
所
事
故

後
に

環
境

モ
ニ
タ

リ
ン
グ
の

実
施

状
況

(そ
の

2)
 

 

16



（3）調査結果 

平成 23 年度（平成 23 年 3 月を含む）から平成 30年度までの試料分類ごとの調査試料数を

表 4.2.1.1-2 に示す。なお、平成 29 年度及び平成 30 年度データは抽出できたもののみを記

載している。 

表 4.2.1.1-2 カテゴリ別の調査データ数 

  

表 4.2.1.1-2 より、土壌試料及び大気試料は比較的早い段階で行われており、その後、年

度が進むにつれて減少していることが分かった。陸水試料や食物試料、海域試料は年度ごと

の増減は見られるものの、継続的な調査が行われていることが分かった。食物試料は他の分

類と比較すると、試料数が多く、試料総数で見ると、全体の大部分を占めている。 

 

以下に、東電事故が発生した平成 23年度に行われた試料数や主な核種の測定結果につい

て、試料分類ごとにまとめた。 

 

①土壌試料 

17件のモニタリング調査情報を収集した。調査主体は文部科学省単独が 7件、文部科学省

と原子力規制庁の併記が 6 件、福島県が 4 件であり、調査の内訳は土壌・環境分析が 12 件、

深度分布調査が 5件であった。平成 23年度の試料総数は 7733 データであった。Cs-137を主

な対象核種とした調査が多数であった。他に、Sr-90、Pu-238、Pu-239+240 を対象核種とした

調査が実施された。測定結果の単位としては、平常時に広く用いられている放射能濃度 Bq/kg、

沈着量 Bq/m2で報告されている調査が見受けられた。Cs-137 を対象核種とした調査が 14 件あ

り、平成 23 年度における放射能濃度の最大値は 2.90×106 Bq/kg、最小は ND であった。沈着

量の最大値は 1.50×107 Bq/m2、最小値は 5.90×102 Bq/m2であった。また、ほぼ全ての調査

で GPS による位置情報が活用されており、測定値と地図上での位置を照らし合わせて確認す

ることができる。土壌・環境分析は事故直後の平成 23年 3月から調査が始まっており、平成

23 年内の調査が多いが、その後も継続して平成 28年度まで定期的に実施されていた。一方、

深度分布調査は最も早い調査でも平成 23 年 6 月開始と、開始時期に多少の違いが見られた。 

 

②陸水（河川、湖沼等） 

16件のモニタリング調査情報を収集した。調査主体は福島環境安全センターが 4件、文部

科学省、原子力規制庁の連名が 4 件、文部科学省が 3 件、環境省が 4 件、水産研究・教育機

構が 1件であり、調査の内訳は河川、湖沼、森林内樹幹流等が 14件、陸水の水生生物が 2 件

であった。平成 23 年度の試料総数は 382 データであった。Cs-137 を対象核種として取り上

げた調査が 14件あり、平成 23年度における最大値は 4.90×104 Bq/kg、最小は ND であった。

土壌試料同様、ほぼ全ての調査で GPS による位置情報が活用されており、測定値と地図上で

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 総数

土壌 17 7733 953 709 238 153 104 5 0 9895

陸水 16 382 3262 4354 4237 4878 2094 0 0 19207

食物 11 39984 37675 41766 47289 41525 39592 37540 0 285371

大気 8 14560 1047 930 238 235 187 84 0 17281

海域 26 9539 3264 5828 5970 14324 10155 3021 122 52101

合計 78 72198 46201 49233 53735 56237 52132 40650 122 383855

試料数
調査件数分類
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の位置を照らし合わせて確認することができるようになっている。河川、湖沼、森林内樹幹

流等は最も早い調査で平成 23年 6月に開始されていた。同じ河川、湖沼、森林内樹幹流等の

カテゴリ内であっても、空間線量の調査は平成 24 年 12 月からの開始であり、対象による違

いが見られた。陸水の水生生物は平成 23 年 12 月から開始されており、平成 28 年 12 月まで

行われていた。 

 

③食物（水産物、農産物等） 

11件のモニタリング調査情報を収集した。調査主体は福島県が 3件、茨城県が 2件、水産

庁、農林水産省、原子力規制庁、文部科学省、厚生労働省、福島県漁業協同組合が各 1 件で

あった。調査の内訳は飲料水が 5 件、食品が 2 件、水産物が 2 件、農産物、野生鳥獣肉が各

1件となっている。平成 23年度の試料総数は 39984 データであった。このうち、環境放射能

水準調査結果（上水（蛇口））が約 13000 データ、福島県の品目別の検査結果が約 20000デー

タであり、全体の大きな割合を占めていた。食品中の放射性セシウムという観点から、Cs-134

と Cs-137の合計値としている調査が見られた。また、測定機器としては、ゲルマニウム半導

体検出器だけでなく、NaI シンチレーションスペクトロメータも用いられていた。I-131 や

Cs-137 を対象としており、平成 23 年度における Cs-137 の最大値は 6.10×104 Bq/kg、最小

値は ND であった。試験操業漁獲物や収穫米等の一部を除き、東電事故直後の平成 23 年 3 月

から継続して実施されていた。 

 

④大気試料（降下物） 

8 件のモニタリング調査情報を収集した。調査主体は福島県が 3 件、文部科学省と原子力

規制庁の連名が 2 件、原子力規制庁単独が 1 件、経済産業省、電気事業連合会が各 1 件であ

った。調査の内訳はダスト試料（降下物を含む）が 6 件、モニタリングポスト（ダストモニ

ター）、降水が各 1 件であり、平成 23 年度の試料総数は 14560 データであった。このうち、

環境放射能水準調査結果（定時降下物）が 13023 データであり全体の大部分を占めていた。

月間降下物は東電事故以前から継続して実施されており、その他に、東電事故直後の平成 23

年 3 月からは定時降下物が実施されていた。定時降下物の全国的な調査は平成 23 年 12 月ま

で実施されていた。福島県においては、平成 23年 12月から平成 28 年 3月まで定時降下物が

実施されていた。測定単位は降下物が面積あたりの放射能（MBq/km2等）であり、ダストサン

プリングが体積当たりの放射能(Bq/cm3 等)であった。モニタリングポストを含むダストサン

プリングにおいて I-131を対象核種とした調査が 6件あった。 

 

⑤海域（海水、海底土等） 

26件のモニタリング調査情報を収集した。調査主体は、文部科学省が 6件、環境省が 5件、

福島県が 4 件、原子力規制庁、東京電力が各 3 件、福島環境安全センターが 2 件、海上保安

庁、気象庁気象研究所、水産庁が各 1 件であり、調査の内訳は海水が 13 件、海底土が 9 件、

海域の水生生物が 2件、海上の塵と海上の空間線量が各 1件であった。平成 23年度の試料総

数は 9539 データであった。海水試料は全ての調査で Cs-137 を対象核種として取り上げてお

り、平成 23年度における Cs-137の最大値は 6.80×104 Bq/L、最小は NDであった。また、I-

131 を対象核種とした調査が 5件あった。海底土試料も全ての調査で Cs-137を対象核種とし
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て取り上げており、平成 23年における Cs-137の最大値は 9.60×103 Bq/kg、最小は NDであ

った。また、I-131 を対象核種とした調査が 3件あった。水生生物を除く全ての調査で GPS に

よる位置情報が活用されており、測定値と地図上での位置を照らし合わせて確認することが

できる。海水は東電事故直後の平成 23年 3月から継続して実施されていた。海底土も平成 23

年 4月頃の比較的早い時期から実施されていた。一方で、水生生物は早いものでも平成 24年

1月からと開始時期に違いが見られた。また、同じ海底土試料であっても、研究目的の強い調

査（柱状採泥や長期的動態等）は平成 25 年度の後半に開始されている等、目的によって調査

の開始時期が異なっていた。 

 

4.2.1.2 食品中の放射性物質検査データ 

(1）方法 

東電事故後に、農畜産物等に対しては、平成 23 年 3 月 17 日に食品衛生法に基づく放射性

物質の暫定規制値を設定して、放射能物質の検査が実施された。原子力災害対策本部におい

て「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(以下「ガイドライン」とい

う。) がとりまとめられ、対象自治体、対象品目が定められ、品目ごとに、検査の内容が決

定された。また、事故の経過とともに、対象品目や検査内容等が見直されている。 

東電事故後に自治体等が実施した食品に関する放射能調査結果を公表している国立保健医

療 科 学 院 の 「 食 品 中 の 放 射 性 物 質 検 査 デ ー タ 」（ http://www.radioactivity-

db.info/Default.aspx）を参照した。なお、一部の試料については、農林水産省のウェブペー

ジを検索し、結果をとりまとめた。 

 

 

図 4.2.1.2-1 「食品中の放射性物質検査データ」 ウェブページ 
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(2)調査結果 

平成 23年 3 月から平成 24年 4月までの月別検査データ数を表 4.2.1.2-1及び図 4.2.1.2-

2に示す。 

 

表 4.2.1.2-1 食品等の放射性物質検査の実施試料数の推移 

 

 

図 4.2.1.2-2 食品等の放射性物質検査の実施試料数の推移 

 

平成 23年 3月から平成 24年 3月までの全体的な状況として、東電事故直後は月 1000件程

度で野菜類を中心に検査が行われており、平成 23年 8月頃より肉・卵の検査データ数が急増

した。穀類については、収穫時期の平成 23年 9月前後に検体数が多くなっていた。 

食品のカテゴリ別の検査状況について、表 4.2.1.2-2に示す。 

野菜類においては、東電事故直後の平成 23 年 3月、4月に採取された試料では、ホウレン

ソウ、コマツナ等の非結球性葉菜類の検査データ数が多く見られた。試料の採取時期であっ

たこと、非結球性葉菜類は放射能物質が付着しやすいことから 1)、出荷制限を判断するため、

これらの野菜類が多く検査されたと思われた。穀類においては、収穫時期の関係で麦類が 6

月から 8月、米で 8月から 10月に検体数が多くなっていた。キノコ類に関しては、9月に野

生きのこの出荷制限が出されたため、検体数の増加が見られた。 

肉類については、平成 23年 7 月に牛肉から暫定基準値を上回る放射性セシウムが検出され

た 1)ことを受け、平成 23 年 8 月以降に牛肉の検体数が急増し、全頭検査を行っているため、

毎月 10000 件を超える検査が行われていた。 

また、長期的な検体数の状況を調査するため、平成 24 年 4 月から平成 25 年 3 月まで検索

範囲を広げて調査し、その結果を表 4.2.1.2-3 にまとめた。なお、本情報公開サイトでは、

カテゴリ H23.3 H23.4 H23.5 H23.6 H23.7 H23.8 H23.9 H23.10 H23.11 H23.12 H24.1 H24.2 H24.3 総数

肉・卵 32 63 51 47 500 3414 5219 10910 13926 14581 10842 11385 11090 82060

野菜類 620 1177 1237 1088 1133 1644 1896 2554 1993 1167 1244 1487 1513 18753

水産物 24 178 249 355 393 504 861 1133 1062 770 929 1320 1572 9350

穀類 0 0 0 79 318 902 2278 997 526 89 34 27 22 5272

その他 3 2 175 117 76 100 415 1578 817 572 497 551 364 5267

乳・乳製品 159 128 137 121 125 179 165 244 245 289 307 360 312 2771

野生鳥獣肉 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6 8

合計 838 1548 1849 1807 2545 6743 10834 17417 18569 17469 13853 15130 14879
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平成 23 年度と平成 24 年度以降では食品カテゴリの区分方法が異なっているため、共通化し

て集計した。 

ガイドラインが取りまとめられた平成 23 年 4 月の時点では、検査対象品目として野菜類、

原乳が対象品目としてあげられていたが、その後、平成 23年 6月に茶、水産物、麦類が、平

成 23年 8月に牛肉、米が追加されている。各カテゴリの検体数もこれに沿うように推移して

いた。 

平成 31年 3月の時点でガイドラインの対象品目は、野菜類・果実類、乳、水産物、米、キ

ノコ・山菜類等、野生鳥獣の肉類に拡大されている。ガイドラインの検査対象品目は、事故

直後は放射性ヨウ素の降下による影響を受けやすい食品に重点を置いていたが、その後放射

性ヨウ素の減少を踏まえ、放射性セシウムの影響及び国民の食品摂取の実態等を踏まえたも

のに変化していった。2) 

 

参考文献 

1）寺田宙，山口一郎 放射性物質による食品汚染の概要と課題 保健医療科学 2011 Vol.60 

No.4 p.300－305 

2) 検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方  平成 31年 3月 22日原子力災

害対策本部 
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表 4.2.1.2-2 品目別月ごとの検体数 

 
  

H23.3 H23.4 H23.5 H23.6 H23.7 H23.8 H23.9 H23.10 H23.11 H23.12 H24.1 H24.2 H24.3

キャベツ 27 55 81 57 22 21 24 63 57 34 27 35 31 534

ハクサイ 11 11 4 6 2 6 10 58 101 65 62 52 16 404

キュウリ 31 48 50 57 115 104 79 17 33 14 13 30 63 654

ホウレンソウ 126 315 299 149 19 20 23 65 117 82 71 96 71 1453

コマツナ 70 96 65 45 27 23 27 30 54 25 37 56 40 595

ニンジン 0 0 3 18 2 13 18 59 71 52 58 75 58 427

トマト 18 19 28 27 60 119 73 30 35 22 31 32 30 524

その他野菜類 337 633 707 729 886 1338 1642 2232 1525 873 945 1111 1204 14162

野菜類 計 620 1177 1237 1088 1133 1644 1896 2554 1993 1167 1244 1487 1513 18753

リンゴ 0 0 0 0 4 65 112 188 84 40 49 37 28 607

イチゴ 54 53 15 1 4 1 3 30 80 113 66 50 60 530

ナシ 0 0 0 1 24 126 121 44 12 2 0 0 1 331

カキ 0 0 0 0 0 2 47 164 39 4 0 0 0 256

ブドウ 0 0 1 1 14 114 76 24 7 2 1 0 0 240

その他果実類 2 0 12 44 67 61 54 100 78 19 12 10 15 474

果実類 計 56 53 28 47 113 369 413 550 300 180 128 97 104 2438

茶葉 茶葉 0 0 23 61 2 0 19 0 0 1 0 1 0 107

米 0 0 0 0 1 771 2228 578 71 26 23 22 13 3733

小麦 0 0 0 22 120 78 3 2 1 0 1 0 0 227

二条大麦 0 0 0 25 123 25 0 0 0 0 0 0 0 173

六条大麦 0 0 0 32 59 10 2 0 0 0 1 0 0 104

蕎麦 0 0 0 0 14 17 24 190 77 5 0 2 0 329

その他穀類 0 0 0 0 1 1 1 36 28 9 3 1 5 85

穀類 計 0 0 0 79 318 902 2258 806 177 40 28 25 18 4651

小豆 0 0 0 0 0 0 20 31 18 2 1 1 1 74

大豆 0 0 0 0 0 0 0 166 392 47 5 4 2 616

いんげん豆 0 0 0 1 4 6 10 6 9 0 0 5 0 41

うずら豆 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

枝豆 0 0 1 8 26 30 13 8 2 0 0 0 0 88

えんどう 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

金時豆 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

ササゲマメ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3

さやいんげん 0 0 3 10 49 58 14 4 1 0 0 0 0 139

さやえんどう 1 4 28 11 0 0 0 0 1 0 0 0 1 46

スナップえんどう 1 3 8 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 20

そらまめ 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

とらまめ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

ぺチャ豆 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

べにばないんげん 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 0 1 0 11

その他豆類 2 7 42 41 79 94 41 23 18 3 0 7 2 359

豆類 計 4 14 84 82 158 188 102 243 446 55 6 19 7 1408

ブナシメジ 0 1 0 0 0 3 6 12 11 6 102 124 85 350

エノキタケ 1 4 0 1 1 6 6 12 12 12 112 81 40 288

シイタケ 15 92 4 2 1 12 13 24 12 13 2 6 5 201

その他キノコ類 3 9 1 4 0 11 130 176 50 22 17 26 14 463

キノコ類 計 19 106 5 7 2 32 155 224 85 53 233 237 144 1302

ワカメ 0 1 5 0 4 2 7 0 3 7 17 22 21 89

コンブ 0 0 0 0 1 4 6 2 2 1 0 0 2 18

ヒジキ 1 2 1 0 1 0 4 0 3 2 0 8 9 31

テングサ 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 7

ハバノリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

海藻類 計 1 3 6 1 6 6 17 7 8 11 17 30 33 146

牛肉 5 16 23 13 437 3269 5055 10668 13705 14387 10599 11081 10925 80183

豚肉 10 16 20 11 29 66 36 69 64 30 49 75 48 523

鶏肉 8 6 1 9 11 19 13 22 29 19 25 42 28 232

その他肉類 0 2 3 2 3 17 87 118 89 105 111 112 45 694

肉類 計 23 40 47 35 480 3371 5191 10877 13887 14541 10784 11310 11046 81632

乳 159 128 137 121 111 172 156 228 238 240 279 325 290 2584

乳製品 0 0 0 0 14 7 9 16 7 49 28 35 22 187

乳・乳製品 計 159 128 137 121 125 179 165 244 245 289 307 360 312 2771

卵 卵 9 22 4 12 20 41 28 32 40 40 58 74 42 422

アイナメ 0 1 3 10 10 15 18 33 23 26 23 31 33 226

カツオ 0 2 9 14 12 20 20 19 14 2 7 5 16 140

サバ 0 0 0 0 0 1 3 1 1 4 2 7 1 20

アユ 0 1 25 30 31 24 15 4 3 0 0 0 13 146

イワナ 1 2 8 11 17 9 13 11 11 11 10 21 69 194

ニジマス 0 3 2 1 2 6 4 2 5 1 1 8 15 50

その他魚介類 22 166 196 288 315 423 771 1056 997 715 869 1218 1392 8428

魚介類 計 23 175 243 354 387 498 844 1126 1054 759 912 1290 1539 9204

牧草 牧草 計 0 24 219 264 327 73 92 8 1 0 0 0 0 1008

総数

豆類

キノコ類

海藻類

肉類

乳・乳製品

魚介類

カテゴリ 品目
試料採取年月日

野菜類

果実類

穀類
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表 4.2.1.2-3 食品等の放射性物質検査の実施試料数の推移(平成 23 年 3月～平成 26 年 3月) 

 

 

4.2.1.3 放射能測定法シリーズ No.16「環境試料採取法」の記載内容の整理 

放射能測定法シリーズ No.16「環境試料採取法」の記載内容を①、②に示す試料の種類、記

載項目に関して一覧表に取りまとめた。取りまとめた一覧表を参考資料 3に示す。 

 

①試料の種類 

大気浮遊じん、降下物、降水（定時降水）、陸水（河川水、湖沼水、井戸水、上水）、 

土壌（農耕地土壌、未耕地土壌）、河底土、湖底土、排水、穀類、野菜類、 

茶（生茶、荒茶）、牛乳（生乳、粉乳）、牧草、淡水産生物（魚類、貝類）、指標生物、 

海水、海底土、海産生物（遊泳生物、底生生物、海藻類、付着生物） 

 

②項目 

採取場所、試料採取部位、試料採取量、採取器、採取用具及び容器、試料採取方法、試料の処

理方法、試料に関する記録、試料の輸送、備考 

 

また、4.2.1.4に示す、次項の調査文献である IAEA のガイドライン「Guidelines on the 

Harmonization of Response and Assistance Capabilities for a Nuclear or Radiological 

Emergency」から、原子力緊急時における試料採取に関する情報と比較し不足項目を一覧表の

最下段に記載した。  

H23.4 H23.5 H23.6 H23.7 H23.8 H23.9 H23.10 H23.11 H23.12 H24.1 H24.2 H24.3 総数

畜産物 32 63 51 47 500 3414 5219 10910 13926 14581 10842 11385 11090 82060

農産物 620 1177 1237 1167 1451 2546 4174 3551 2519 1256 1278 1514 1535 24025

水産物 24 178 249 355 393 504 861 1133 1062 770 929 1320 1572 9350

野生鳥獣肉 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6 8

乳製品 159 128 137 121 125 179 165 244 245 289 307 360 312 2771

飲料水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 3 2 175 117 76 100 415 1578 817 572 497 551 364 5267

合計 838 1548 1849 1807 2545 6743 10834 17417 18569 17469 13853 15130 14879

H24.4 H24.5 H24.6 H24.7 H24.8 H24.9 H24.10 H24.11 H24.12 H25.1 H25.2 H25.3 総数

11180 11131 11266 12995 10426 11212 11129 22452 20989 17021 18287 19819 177907

2812 3205 3193 4426 3324 4460 9055 7185 3669 1763 1639 1849 46580

1804 1893 1852 1844 1565 1653 1951 2013 1650 1624 1757 1673 21279

37 80 82 88 119 204 118 187 119 91 146 104 1375

332 478 482 473 418 455 518 485 407 486 364 351 5249

58 549 161 145 128 108 114 64 65 70 84 73 1619

582 934 881 992 770 725 955 1186 878 791 761 591 10046

16805 18270 17917 20963 16750 18817 23840 33572 27777 21846 23038 24460

H25.4 H25.5 H25.6 H25.7 H25.8 H25.9 H25.10 H25.11 H25.12 H26.1 H26.2 H26.3 総数

19393 18449 18563 21168 17360 18642 21034 22676 21620 18144 17421 18889 233359

3029 4131 3891 4327 3663 5602 5946 5093 4078 3202 1923 1761 46646

1854 2025 2191 2245 1862 1950 2029 1894 1620 1712 1618 1997 22997

59 157 105 110 141 154 123 138 82 159 76 60 1364

408 446 415 494 413 465 394 439 385 437 409 394 5099

90 206 140 107 126 94 61 54 54 52 61 44 1089

756 961 1072 1211 809 951 1015 1088 861 845 921 766 11256

25589 26375 26377 29662 24374 27858 30602 31382 28700 24551 22429 23911

カテゴリ

平　成　23　年　度

畜産物

農産物

水産物

野生鳥獣肉

乳製品

飲料水

その他

合計

カテゴリ

平　成　24　年　度

カテゴリ

平　成　25　年　度

畜産物

農産物

水産物

野生鳥獣肉

乳製品

飲料水

その他

合計
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4.2.1.4 Guidelines on the Harmonization of Response and Assistance Capabilities 

for a Nuclear or Radiological Emergency 

IAEA は本ガイドラインを 2017 年 1 月に発行している。本ガイドラインにより、原子力緊

急時に IAEA が援助条約に基づき各国と連携して運営する「緊急時対応援助ネットワーク

（RANET）」の実効性の向上が期待されており、援助の要請国と援助提供者が理解しておくべ

き一般情報などが示されている。本ガイドラインにおける試料採取に関する情報を整理する。 

 

試料採取に関する必要情報 

次の 11 種類の試料種類について、図 4.2.1.4-1のような試料採取に関する必要情報が示さ

れている。 

①Air sampling / 大気 

②Soil sampling / 土壌 

③Grass sampling / 牧草 

④Deposition over time sampling / 降下物 

⑤Water sampling / 水 

⑥Milk sampling / 牛乳 

⑦Food sampling (including animal feed) / 食品 (飼料を含む) 

⑧Vegetation sampling / 植物 

⑨Sediment sampling / 堆積物 

⑩Snow sampling / 雪 

⑪Smear sampling / スミア 

 

 

図 4.2.1.4-1 土壌試料採取に関する必要情報の事例 
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これらの 11 種類の試料それぞれに必要情報として呼び出し情報(Header information)と

試料固有情報(Sample specific information)があり、表 4.2.1.4-1、表 4.2.1.4-2のそれぞ

れに示す内容が必要となる。 

表 4.2.1.4-1 試料採取に関する必要情報の一覧表（その１） 

 

 

表 4.2.1.4-2 試料採取に関する必要情報の一覧表（その 2） 

 

表 4.2.1.4-1及び表 4.2.1.4-2より、呼出情報のチーム IDは試料固有の情報であり、その

試料の場所を示す位置 ID コード（LIC）も同様である。また、それぞれ測定や計算、評価に

必要な情報が各試料に付随する。また、大気試料や土壌試料など経年変化や定点観測が必要

な試料は、その採取位置や周辺環境に関する情報も必要であり、GPS などによる緯度経度情報

とは別に付加情報である写真やスケッチも必要であることが分かる。さらに、水試料では保

存状態にも影響する容器や pHなどの情報も必要なことが分かる。その他の項目は各試料に固

有な情報を表記した。 

 

試料種別 大気 土壌 牧草 降下物 水

呼出情報

チームID ○ ○ ○ ○ ○

システム仕様 ○ - - - -

位置IDコード ○ ○ ○ ○ ○

気象情報（風向、風速、天候など） ※ ※ ※ ※ ※

採取方法 ○ ○ ○ ○ ○

試料固有情報

試料ID ○ ○ ○ ○ ○

採取日時（または採取開始/終了日時） ○ ○ ○ ○ ○

緯度経度 ○ ○ ○ ○ ○

採取場所における線量率 ○ ※ ※ ※ ※

試料の説明 - ○ ○ ○ ○

採取範囲 - ○ ※ ○ -

採取深度 - - - - ○

試料重量 - ○ ○ - ○

試料採取層 - ○ - - -

採取場所周辺の写真や絵、見取り図 ※ ※ ※ - ※

予備試料の有無 ○ ○ ○ - ○

採取情報に関する備考 ○ ○ ○ ○ ○

その他1 吸引率 - 牧草の切り取り長さ 降水量 保管容器種類
その他2 吸引量 - - - 塩分
その他3 フィルター情報 - - - pH
その他4 吸引部の設置高さ - - - 水温

試料種別 牛乳
食品

（飼料含む）
植物 堆積物 雪 スミア

呼出情報

チームID ○ ○ ○ ○ ○ ○

システム仕様 - - - - - -

位置IDコード ○ ○ ○ ○ ○ ○

気象情報（風向、風速、天候など） ※ ※ ※ ※ ※ ※

採取方法 ○ ○ ○ ○ ○ ○

試料固有情報

試料ID ○ ○ ○ ○ ○ ○

採取日時（または採取開始/終了日時） ○ ○ ○ ○ ○ ○

緯度経度 ○ ○ ○ ○ ○ ○

採取場所における線量率 - ※ ※ - ※ -

試料の説明 ○ ○ ○ ○ ○ ○

採取範囲 - - ○ - ○ ○

採取深度 - - - ○ ○ -

試料重量 ○ ○ ○ ○ ○ -

試料採取層 - - - ○ - -

採取場所周辺の写真や絵、見取り図 - - ※ ※ ※ ※

予備試料の有無 - - - - - -

採取情報に関する備考 ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他1 搾乳日の時間 生産・製造場所 - - 降雪期間 スミア用具情報
その他2 - - - - - -
その他3 - - - - - -
その他4 - - - - - -
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なお、それぞれの登録情報は指定の形式に従う。 

例） チーム ID（TID）：XX-ABC-# 

XX : 2 文字の国別コード 

ABC: FAT(A Field Assistance Team)または EBS(External Based Support)を選ぶ 

#  : 1 文字の固有番号とし、同一国内で区別する必要がある場合の補足情報 

さらに、単位や表記は表 4.2.1.4-3に従い、位置 ID コードの形式と要件は表 4.2.1.4-4に

従う。 

表 4.2.1.4-3 基本の単位と表記 

 

 

表 4.2.1.4-4 位置 IDコードの形式と要件 

 

 

この他に、本ガイドラインでは試料調製（Sample Preparation）、試料測定(Sample 

Measurement)などの必要情報についても、事例が示されている。 

これらを基に、IAEA において取り決めた試料採取に関する情報の国際的要求事項を、新規

に策定するマニュアルに反映する。 
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4.2.1.5 Multi-Agency Radiological Laboratory Analytical Protocols Manual 

(1)はじめに 

MARLAP（Multi-Agency Radiological Laboratory Analytical Protocols Manual）は以下

の米国連邦機関等の協力により作成されたマニュアルである。 

・Environmental Protection Agency (EPA) 

・Department of Energy (DOE) 

・Department of Homeland Security (DHS) 

・Nuclear Regulatory Commission (NRC) 

・Department of Defense (DOD) 

・National Institute of Standards and Technology (NIST) 

・United States Geological Survey (USGS) 

・Food and Drug Administration (FDA).  

・Commonwealth of Kentucky 

・State of California 

 

MARLAPは全 2巻に分かれており、第 1巻は主にプロジェクトの計画者及び管理者向けであ

り、分析計画上の問題や分析データの要求に対する重点を含むプロジェクト立案に関するガ

イダンスを提供している。第 2 巻は主に分析者向けであり、分析所における業務に関連する

分野のガイダンスを提供するものとなっている。 

 

ここでは、MARLAP の第 2巻の第 10 章(MARLAP Manual Volume II: Chapter 10, Field and 

Sampling Issues that Affect Laboratory Measurements)に記載されている試料採取方法に

ついて調査を行った。なお、 MARLAP は以下の URL より入手することができる。

(https://www.epa.gov/radiation/marlap-manual-and-supporting-documents) 

 

(2)概要 

①マニュアルの特徴 

放射性核種分析を行うプロジェクトで要求されるデータを分析所が得るためは、一貫した

手法が必要である。MARLAP は米国内のそのようなニーズに対応するものである。MARLAP は放

射性核種の分析を求めるプロジェクトに対する計画、実行及び評価段階でのガイダンスを提

供している。MARLAP が提供するガイダンスはプロジェクトやプログラムの多様性に十分に適

用できる厳格さと柔軟性の両面を有している。 

MARLAPに含まれるガイダンスは政府機関及び民間機関の両者に向けたものである。MARLAP

の利用者はプロジェクト計画者、プロジェクト管理者、分析者、規制者、監査官、検査官、デ

ータ評価者、意思決定者、その他分析結果を使用するエンドユーザーが含まれる。MARLAP は

パフォーマンス ベースのアプローチを用いており、放射化学分析を伴う多様なプロジェクト

や活動に適用できるものとなっている。 

なお、具体的な試料採取手順については、MARLAPには記載されておらず、ASTM などの別の

規格やマニュアル類を紹介するのみであった。 
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また、試料採取に関する共通的事項として、フィールドを担当する組織は、データの品質

目標を満足する信頼性のある情報を提供できる方法で作業を行わなければならない。このた

め、以下のすべての項目を含む標準的な手順を作成し、その手順に従って作業は行われるべ

きであるとされている。 

・個々のサンプルサイズを決定する技術的な裏付けの整備 

・使用する機器や器具 

・使用する適切な容器や防腐剤 

・試料ラベル 

・試料採取条件と例外 

・試料採取地点 

・試料のトラッキング、管理、送付状 

・試料の管理などに関する法的に要求される書類 

・品質保証のための試料の選択 

・相互汚染を防ぐための装備類の除染 

・試料の梱包から表面汚染調査、発送、トラッキング 

・労働安全衛生に係る計画 

 

②土壌試料 

土壌中の放射性核種の分布は不均一であるものと考えられている。不均一性の程度は放射

性核種の環境や土壌への放出の形態、放射性核種の化学的性質、土壌の組成、環境条件や土

地利用等によって決まり、土壌の汚染は土壌の粒子径によっても分布が異なると考えられて

いる。 

採取計画に定められているのであれば、夾雑物は試料採取時に取り除くべきである。夾雑

物を別に保存、分析すべきかどうかは採取計画により決められる。分析所において石や植物

根などを取り除いた後、要求される分析を全て実施するために十分な試料量が確保できない

こともある。よって、十分な試料量を確保できるように試料を採取すべきである。また、分

析所では相当量の夾雑物を除去する可能性があることを考慮すべきである。可搬型のはかり

を用いることにより試料採取時に採取重量を確認することで、十分な試料量を採取すること

ができる。 

試料採取計画には土壌中の放射性核種の不均一性の影響について記載すべきである。放射

性核種の分布へ影響を与える可能性のある考慮すべき因子としては、採取深さ、植物等の除

去の要否、石などである。 

揮発性の元素が不揮発性の元素と共存する可能性がある場合、揮発性の分析対象の損失を

防ぐために乾燥前に試料を分割しなければならない。乾燥した試料は乳鉢、ジョークラッシ

ャー、ボールミル、パラレルプレートグラインダ、ブレンダーやこれらの組合わせによって

均質化し、ふるいによって均一な試料としている。ふるいのサイズは 35から 200メッシュが

一般的には推奨されている。 
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・試料の灰化 

放射性核種分析のために化学分離が要求される場合、土壌試料は“field laboratory”で

灰化される。ここでの”field laboratory”は試料採取に近い分析所（laboratory）を示す。

化学分離に供する土壌試料は分析操作に影響を与える有機物を除去するためにマッフル炉で

灰化する。 

 

・堆積物(Sediment)について 

湖、河川等の堆積物は液体廃棄物の放出や降下物、土壌からの流入等による汚染が考えら

れる。放射性核種は様々な化学的／物理的な吸着が考えられ、堆積物は環境モニタリングの

重要なメディアとなっている。水圏での放射性核種の挙動に対する理解は採取計画の作成に

必要であり、これらによって分布や採取地点が決められる。 

多くの場合、堆積物はデカンテーションにより水と分けられ、試料はろ過又は乾燥して得

られる。容器はスクリューキャップの付いたガラスやプラスチック製の広口瓶が適している。

揮発性の放射性核種や有機物を考慮して、試料は採取場所では氷で、分析までの間は冷蔵庫

で冷やしながら保管する。コア試料は採取したのちに冷凍し、分割される。 

 

③水試料 

水試料は水性、非水性、それらの混合物に分けられる。分析が要求される水性試料は表面

水、地下水、飲料水、降下物、タンク、河川水等である。非水性の試料は溶媒、油などの有機

性の液体である。混合物試料は水性及び非水性試料の混合物や一方が他方に分散している液

体である。液体試料の採取方法は多くの資料に記載されているが、採取器具の選択、試料容

器の材質、ろ過の必要性の有無、試料の劣化を防ぐための試薬等の添加などが重要である。 

 

・液体試料の採取方法 

試料採取方法はサンプルの保存に影響を及ぼすことがあり、この影響はよく理解されてい

る必要がある。例えば、溶存する酸素及び二酸化炭素は溶解している金属を不溶性とする可

能性があるため、最小化する必要がある。 

 

・ろ過 

試料をろ過するか否かは分析計画において鍵となるものであり、計画時点でフィールドに

おけるろ過の有無を決定しておくべきである。ろ過の方法は試料の容量、懸濁物の粒子径、

可搬型機材の有無や電力などのリソースにより決まる。 

潜在的なろ過の必要性は液体の発生源や試料採取・分析の目的などによる。例えば、被ば

く評価を目的として水道水を分析するのであればろ過は必要としない。相当量の懸濁物を含

む調査用の井戸から採取する場合にはろ過が必要になる。 

採取地点が遠隔地の場合には、最小の器具では自然ろ過に限られる可能性がある。減圧又

は加圧によるろ過は、シリンジ、ポンプ、アスピレータなどを用いることで可能となる。ろ

過後の残渣が分析対象となる場合、それらは清浄な手袋等を着用して取り扱われるべきであ

る。 
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・試料の保存方法 

〇酸の添加 

酸の添加による試料の保存は一般的であるが、H-3、C-14及び水中のラドン分析の際には注

意が必要である。 

 

H-3分析 トリチウム分析に酸添加は直接的には影響しないが、液体シンチレーシ

ョン測定の際にクエンチングが起こる恐れがある。 

C-14分析 酸の添加により、14CO2として C-14を損失する可能性がある。 

水中のラドン ラドン分析においては試料の保存にメリットがなく、二酸化炭素の発生

によってラドンがパージされる恐れがある。 

〇紙パルプの添加 

細かく粉砕した紙パルプを酸性とした試料に添加して、激しく撹拌する。紙パルプの添加

量は試料 1L 当たり 2g であり、酸は試料溶液の pH が 1 以下となるように添加する。その後、

試料は保管され、分析の際には紙パルプはろ過により分けられ、湿式灰化により分解する。

紙パルプの分解液は通常、ろ過した試料溶液に加える。 

 

〇冷凍及び冷蔵 

冷凍、冷蔵で得られる効果は微生物の活動を阻止することである。微生物の活動は冷凍に

よってほとんど阻止することができるが、一方でバクテリアなどは死滅しないことに注意が

必要である。冷凍と冷蔵の選択は氷の生成による影響の有無によって決める。 

 

〇亜硫酸塩 

放射性核種の損失を防ぐため、亜硫酸ナトリウム、チオ硫酸ナトリウム又はピロ亜硫酸ナ

トリウムを添加する。これらの化合物は強い還元性を持っており、揮発性のヨウ素をヨウ化

物イオンに還元する。試料保存のために酸を添加すると、酸は還元剤の働きを妨げることに

注意が必要である。この理由から、ヨウ素分析のために試料を採取する場合、別の容器に採

取することが一般的である。また、亜硫酸塩により還元的雰囲気は鉄、ウランなどの価数を

変化させ、分析に支障を与えることに注意が必要である。 

 

〇その他の保存方法 

試料にメタノールやホルムアルデヒドを添加する方法がある。これまでの試料保存方法の

長所及び短所を表 4.2.1.2-1にまとめた。 
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表 4.2.1.2-1 試料保存方法の長所及び短所 

保存方法 長所 短所 

硝酸の添加 

pHを低くし、容器壁面への吸着を防

ぐ 

酸化力が強く、有機物と反応する可能

性あり  

C-14が 14CO2として失われる可能性あ

り 

塩酸の添加 

鉄やウランと錯体を形成する LSC 測定でクエンチングを起こす 

C-14が 14CO2として失われる可能性あ

り 

ステンレス試料皿を腐食させる 亜硫酸塩の

添加 

還元性雰囲気をつくり、ヨウ素の揮発

を防ぐ 

鉄及びウランの酸化状態を変化させ、

化学分離に影響を与える恐れがある 

冷蔵 

氷 

0℃付近 

有機物（食品、水）などの試料の保存 

乾燥を防ぐ 

腐敗等の影響を減らす 

氷は交換が必要 

冷凍 

ドライアイス 

-78℃ 

有機物（農畜産物、水）などの試料の

保存 

腐敗等の影響を防ぐ 

ドライアイスは交換が必要 

容器にひびが入る可能性あり 

紙パルプの

添加 

金属イオンを吸着する大きな表面積を

持ち、容器壁面への吸着を最小化 

pHを 1以下とする必要 

紙パルプをろ過後に灰化して液体試料

と混合する必要あり 

 

・その他の液体試料（牛乳） 

牛乳は、放射性核種の大気放出が起こった場合には線量評価上重要な食品である。牛乳に

よる被ばくとしては Sr-90、I-131 及び Cs-137によるものが重要である。 

牛乳の腐敗や凝固を防ぐために、牛乳試料は冷蔵しなければならない。ホルムアルデヒド

又はメタノールの添加も有効である。ホルムアルデヒドを添加した牛乳は危険物（その混合

物）として廃棄される必要がある。 

I-131(I2)の揮発性から、ヨウ素を分析する試料には既知量のヨウ化ナトリウムを採取時に

添加する。添加したヨウ素は分析時のキャリアとしてだけではなく、分析前のヨウ素の損失

を定量的に把握するためにも用いることができる。 

 

・非水性及び混合物 

放射化学分析を必要とするものは相当数が想定され、個別の議論は困難であるが、試料の

分解を防ぐための冷蔵や化学的保存処理を要しないケースがほとんどである。 

 

④生物試料 

MARLAPでは、生物試料は“その他の固体試料”として記載されており、土壌や水試料と比

較すると記載は少なくなっている。 
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・動物及び植物試料 

原子力施設の通常の運転に伴う環境への放射性核種の放出や事故等による放出は陸圏及び

水圏の多様な生物のサンプリングが必要となる。多くの生物試料において、フィールドでは

氷、ラボ等では冷蔵庫による冷却によって保存する。 

植物は、USDA（US Department of Agriculture）の分類に従い、葉菜、穀類、果物などに

区分される。 

 

・肉、卵、生鮮品、その他食品など 

ビニール袋に入れて封をし、適切なラベルを貼る。フィールドにおいては氷で冷やし、ラ

ボ等では冷蔵庫で保存する。すべての食品は可食部を取り分け、人が摂取する方法に準じて

分析する。（芯、骨、種などの食さない部分を取り除く）結果は生重量当たりで算出されるた

め、生重量は 24時間以内に測る。 

 

・飼料及び植物 

飼料中の放射性核種のデータは重要なデータとなる。穀類や放牧された家畜により消費さ

れる植物が採取される。対象核種によっては kg単位の量が必要となる。 

 

・陸域の野生生物 

汚染地域の鹿、ウサギ、齧歯類が対象となる。放射性核種の摂取の推定には鹿の胃内容物

などが評価に用いられる。 

 

・水圏の環境試料 

〇海藻 

指標生物となるものであり、Fe-59、Co-60、Zn-65、Sr-90及び Cs-137 などの核種を濃縮す

るものもある。水～魚～ヒトへの食物連鎖の中で放射性核種を媒介するものとなりうる。含

水率が高く、乾燥後の減量を考量すると数 kg 程度の採取が必要となる。 

 

〇魚介類 

数 kg 程度の採取が必要となる。1 匹の大きなものよりも、多くの小さなものが好ましい。

人の消費を踏まえ、可食部が分析対象となる。トレンドを把握したい場合等など、全体を分

析対象とすることもある。魚が決定経路(critical pathway)であれば、原則として種類ごと

に分析する。詳細な情報が不要であれば、食性が類似したいくつかの種をグループ化しても

良い。販売されている魚を当該地域で購入した場合でも、魚がどこで捕獲されたかどうかわ

からないために注意が必要である。 

貝類も魚と同様に採取、分析する。貝類は動きが少なく、環境調査としての優位性がある。 

 

〇水鳥 

アヒル、ガチョウなどが対象となる。水環境からの濃縮が考えられるが、種類により移行

や食習慣が異なることに留意する。また、羽が汚染していると考えられ、取り扱い中のコン

タミネーションに注意が必要である。  
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4.2.1.6 FEDERAL RADIOLOGICAL MONITORING AND ASSESSMENT CENTER (FRMAC) Monitoring 

Manual 

(1)はじめに 

米国では、緊急時の発生初期段階において FEDERAL RADIOLOGICAL MONITORING AND 

ASSESSMENT CENTER（以下「FRMAC」という。）が現地に設置され、緊急時モニタリングや影響

評価に係るすべての活動を司る体制になっている。 

 

 

図 4.2.1.2-1 FRMAC 組織図 

 

ここでは、FRMAC が実施する緊急時モニタリングについて策定された 2 分冊のモニタリン

グマニュアルについて調査した。このマニュアルでは、第 1 巻が Operations、第 2 巻が

Radiation Monitoring and Sampling について述べてある。そのため、試料採取法について

記載のある第 2巻について調査を行った。 

なお、本マニュアルは 2002 年に策定され、改訂を経て 2012 年に Rev.2 として現在に至っ

ている。 

 

(2)概要 

①マニュアルの特徴 

・本マニュアルは、緊急時における FRMAC の対応において、FRMAC モニタリンググループが行

うフィールドにおけるモニタリングやサンプリングに係る標準的な手順（SOPs）を提供す

るものである。 

・明示的ではないが FRMAC モニタリングマネージャー以下のモニタリンググループでの利用

が想定されている。 
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・FRMACマニュアルに記載の内容は、FRMAC の緊急時対応に伴うモニタリングのみが対象とな

る。

・記載されている採取方法については、実際の作業者向けに作成されている。試料種類ごと

の採取器具や標準的な採取方法について、詳しい手順が記載されている。

・試料ごとの採取手順の各場面が、写真と説明付きで示されている「Operator Aid」が付い

ており、本文にある正しい採取方法の理解が得られるよう配慮している。

②土壌試料

a)一般的なガイダンス

初期の段階では、土壌は表面の汚染をモニタリングするために採取される。採取する表面

積や深さが重要であり、不必要な深さまでの採取は放射性核種を希釈する効果があることに

注意する。 

・試料の選択

代表的な試料を採取するために、乾燥しており、平らで、開かれた場所を選択する。

木の下や、上に何かが被っている場所は避ける。吹き溜まりが起きる場所や道路に面した

場所も避ける。 

採取場所が植物や葉で覆われている場合、それらを取り除くか、植物として別に採取する

のかを決めなければならない。 

・すべての採取資機材と記録票（Sample Control Form）をビニール袋に入れ、採取場所へ運

ぶ。

・汚染を避けるため、ビニール袋を地面に置き、その上に採取資機材や記録票等を置く。

・記録票に GPSによる緯度経度、場所、日時等の必要事項を記入する。

・作業手袋や使い捨ての手袋を着用する。

・適切なサーベイメータにより地上から 1m 及び 2.5cm における線量率を測定し、結果を記録

する（電子媒体／紙）。

・シール付きバックにバーコード、消えないペンで試料番号を書く。

・採取器具を採取地点の中央に置き、深さ 2cmまで土壌の中に入れる。

・こてを試料の下にスライドするために十分な大きさの溝を掘る。

注意 

※溝を掘る際に採取地点の表面を乱さないようにする。

※溝は長さ 30cm、幅 15cm、深さ 4cmを超えないようにすること。

・図 4.2.1.2-2 のような垂直な面を作る。

・土壌が固い場合、必要に応じてハンマーの釘抜き部分を使う。

・こての平らな部分を試料の下にスライドして採取器具、試料及びこてを持ち上げ、ゆっく

りとシール付きバッグに試料を入れる。

・試料深さ及びおおよその採取量を記録する。

・採取器具を紙等でふき取る又は水で洗浄する。

34



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4.2.1.2-2 土壌用の採取器具と使用方法 

 

b)植物に覆われた土壌 

・草などに覆われた土壌を採取する場合、それらは表面近くで刈り取り、別試料として扱う。 

・土壌表面を乱さないように注意しながら、表面を覆う植物をできるだけ土壌表面付近で刈

り取る。 

・植物の根を含む土壌を採取する。 

・記録票に 2つの試料を同時に採取したことを記録する。 

  

注意 

 ※常に試料に混入する植物を少なくするようにする。 

 ※地表面を削る、掃くなどをしてはならない。 

 

c)乾燥した土壌／砂 

・試料採取地点横に溝が掘れないような砂状の試料の場合、スプーンを用いて表面の採取を

試みる。 

 

d)積雪下の土壌 

・放射性核種が沈着してから降雪があった場合、雪は可能な限り除く。放射性核種の沈着前

に降雪があった場合、雪及び土壌を採取する。 
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e)堆積物 

・堆積物の性状、対象とする核種、必要量などにより採取器具（採取方法）、採取深度を決め

る必要がある。詳細な採取方法は個別に決定される。 

 

f)採取手順（Operator Aid より） 
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③水試料 

a)対象とする試料 

・井戸水 

・表層水 

・雨水 

 

b)採取方法（Operator Aid より） 
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④生物試料 

a)一般的なガイダンス 

・試料採取は、道路・農場・果樹園・小売店・家庭菜園等で行われる。 

・サンプリング地点（site）は、以下の点を満たすことが望ましい。 

 ＊地域を代表している 

 ＊木や建築物から離れ、開けている 

 ＊木などの障害物がなく、容易に試料採取ができる 

・サンプリング地域（area）は、以下の点を満たすことが望ましい。 

 ＊植物が均一に分布している 

 ＊植物が地表を覆っている 

・採取地点では代表的な試料を採取するものとし、平滑で開けており、風などから保護され

ない場所を選ぶ（木の下、藪、上部に何かがある場所、道路脇、吹き溜まり等は避ける）。 

・機械による採取についても考慮する。小麦や米などの採取は適切な量を確保しようとする

と相当の時間が必要となる。 

・初期段階における植物の採取は摂取ではなく、降下量の把握が目的となる。 

・市販の食品となるもの（Market Ready Food／Direct Ingestion）と飼料（Feed Crops／

Indirect Ingestion）2つに大別される。 

 

b) 採取方法（Operator Aid より） 
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⑤雪試料 

a)採取地点 

・プルームが雪で覆われた地域を通過した場合、雪から採取した水試料が必要になる可能性

がある。 

・雪試料は木、建物等で乱されない場所から採取する必要がある。 

・雪試料の採取時、可能であれば緊急時以前の積雪部分を取り除く。 

・採取面積を記録する。 

・表面等が乱れている場所からの採取を避ける。 

 

b)採取器具 

・巻尺                 ・蓋つきプラスチックバケツ 

・プラスチックバッグ   ・コテ 

・シリンダー           ・ろうと 

・吸収材（タオル）     ・記録用紙 

・プラスチック容器（1ガロン又は 1L／ラボで分析する場合は十分な量が必要） 

 

c)採取手順 

・使い捨ての手袋を着用する。異なる試料を採取する際には手袋を交換する。 

・採取地点の緯度経度、場所、日時、その他必要事項を記録する。 

・バーコードや消えにくいペンを用いて試料 IDを容器に記載する。 

・こてを用いて雪を 1 フィート（約 30cm）角の場所から約 2 インチ（約 5cm）深さまで採取

し、プラスチックバックに移す。 

・記録用紙に必要事項を記録しプラスチックバックに封をする。 

・使用した器具を洗浄する。 

 ※分析所では試料をより小さな容器に移し替える必要があるかもしれない。 

・雪が融けたのち、シリンダーに溶解した雪（水）を注ぎ、容積を量る。 

・必要に応じてろうとを用い、容器を共洗いしたのちに試料を移す。 

・タオルを用いてコンテナを拭く 

・記録用紙に必要事項を記録する。 

・使用した器具を洗浄する。  
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⑥試料の梱包とラベリング 

試料の梱包には保安シールを用いる。保安シールは、試料を梱包する際に開口部をまたい

で、あるいは試料を包み込むように貼ることにより、試料が不用意に開封されないよう管理

するためのツールである。梱包の際に、定められた形式の保安シールが無い場合はマスキン

グテープや粘着テープ等で代用することが可能である。 

試料を密封する際に貼付する保安シールには、試料の採取日と試料採取者の頭文字を記入

する。 

  

a)手順 

・汚染地域を脱出したのちに、試料容器表面のガンマ線線量率を測定し、結果を試料管理簿

に記入する。 

・バーコードや試料番号を試料容器に記入し、汚染のないビニールバックに入れ、バックの

表面が汚染しないよう気を付ける。 

・ビニールバックの外側から、中に入れた試料容器や試料番号等の情報が確認できるように

する。 

・試料を適切に運搬する。 

 

b)注意 

・相互汚染を避ける。 

・使い捨ての手袋を着用し、汚染が疑われたら取り替える。 

・バックグラウンドの試料を隔離し、分析試料と一緒にしない。 

・輸送中に試料が破損しないよう運搬方法に注意する。 
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4.2.1.7 TECHNICAL REPORTS SERIES No.486 “Guidelines on Soil and Vegetation 

Sampling for Radiological Monitoring” 

 

IAEAは本ガイドラインを 2019年に発行している。本ガイドラインでは、農業、森林、都市

環境を含む陸生生態系の土壌と生物の採取に関する事項について解説されている。本ガイド

ラインにおける試料採取に関する情報を整理した。 

 

(1)本ガイドラインの構成 

CONTENTS 

CHAPTER 1. INTRODUCTION 

CHAPTER 2. GENERAL SAMPLING CONCEPTS AND PRINCIPLES 

CHAPTER 3. SAMPLING STRATEGIES FOR DIFFERENT CONTAMINATION SCENARIOS 

CHAPTER 4. SAMPLING TECHNIQUES AND EQUIPMENT 

CHAPTER 5. SAMPLE PREPARATION AND PROCESSING 

CHAPTER 6. QUALITY ASSURANCE AND QUALITY CONTROL IN SAMPLING 

CHAPTER 7. SAFETY ISSUES 

CHAPTER 8. CASE STUDIES 

 

第 8 章のケーススタディでは、東電事故の採取事例が紹介されており、以下の(2)に示す。

その他の試料採取に関する内容については、参考資料 4に示す。 

 

(2)東電事故によって影響を受けた地域でのサンプリングプログラム 

①原子力緊急事態における放射性降下物のマッピングのための土壌採取における課題 

サンプリング及びサンプル調製の要領を作成する上で、以下のような課題があった。 

・標準化された土壌採取要領が少ない。 

・緊急時に十分なサンプリング機器を入手するのは困難。 

・サンプリングチーム間で一貫性を確保するために、採取要領をシンプルにする必要がある。 

 

②緊急時土壌採取要領の確立について 

②-1表層土壌の放射性核種の深度分布調査 

15 cm×30 cm のスクレーパープレートを使用して、深さ 0～5 cm では 0.5 cm 刻み、深さ 5

～10 cmでは 1.0 cm 刻み、深さ 10～30 cm では 2.0 cm 刻みで土壌を採取した。採取時に壁

から落下する土壌による汚染を避けるため、壁をスプレー接着剤等で固定した。 

採取した土壌はプラスチック容器に入れ、乾燥やふるい分けを行わず密封し、大気中への
131Iの放出を防止した。 

 

②-2土壌採取方法の検討 

土壌の採取方法について以下の 3つの方法を比較した。 

方法 1(Control)：U-8容器を表土層に挿入して土壌を収集し、混合せずに放置した。 
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方法 2(Knife) ：U-8 容器を土壌表面層に挿入し、その後、使い捨てのプラスチックナイ

フで撹拌し、密閉後 150回振動させた。 

方法 3(Bag) ：U-8 容器を表土層に挿入して土壌を収集し、ポリエチレン袋に移して振

とうした。振とう後に凝集した土壌が残っている場合は、手で押して押

しつぶして土壌をほぐした。その後試料を U-8容器に戻した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.1.7-1 3つのサンプリング手順の概略図 

 

図 4.2.1.7-1 に上記の 3 つの方法を用いて採取した福島県山木屋地域の水田の土壌試料中

の 137Cs 濃度を示す。方法 1 では、放射性核種の分布が均一ではなく測定誤差も大きかった。

方法 2 では、試料を攪拌する時に容器から土がこぼれることがあった。また、測定のばらつ

きは方法 1 よりも少ないが、エラーバーから試料がまだ十分に均質化されていないことが示

唆された。方法 3 では試料が十分に均質な状態であり、放射能濃度測定では統計的ばらつき

がほとんどなかった。これらの結果より、方法 3 の U-8 容器で採取した土壌をポリエチレン

袋に入れて撹拌し、U-8容器に戻す方法を採用することにした。 

 

図 4.2.1.7-2 土壌サンプル（水田）で測定された放射能に対する混合方法の影響 

(測定誤差は 5つの土壌試料で測定された放射能の範囲を示す。) 

図 4.2.1.7-3は、サンプルを振った回数と 137Cs及び 131Iの測定濃度との関係を示している。

容器内の土壌物質を均質化するためには、少なくとも 150 回サンプルを振ることが必要であ

ることが分かった。 
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図 4.2.1.7-3 Cs-137及び I-131の測定濃度に対する振とうの影響 

 

②-3土壌採取場所の選択 

放射性物質の降下量の長期的な変化を監視するためには、同じ場所から複数の試料を採取

することが重要である。植物や土壌の撹乱のない場所を選定し、3 m の範囲内で 5 ヶ所土壌

試料を採取した。ただし、高線量率エリア（避難区域など）では、作業員の長時間の放射線被

ばくを避けるために、採取する試料数は 1から 3ヶ所とした。 

 

③土壌試料中の放射性核種汚染を評価するための要領 

③-1推奨事項 

土壌試料の放射性核種による汚染を評価するための要領を作成する上での推奨事項は以下

のとおりである。 

1）採取場所と地点の選択：平坦な地形で、採取場所から 5 mの範囲内に大きな障害物（車両

や建物など）が存在しない場所。 耕作地や水田などの開かれた場所が良く、降下物のほ

とんどが樹冠に閉じ込められているため、森林地帯は避ける。水田は灌漑前がよい。 

2）土壌の種類と土地利用によって、土壌の放射能汚染の程度に影響する可能性があるため、

土壌と土地被覆マップはサンプリング戦略（サンプリングポイントの位置と密度）の設計

に役立つ。 

3）各ロケーション内の各サンプリングポイントの地理的位置は、全地球測位システム（GPS）

を使用して記録する。 

4）土壌試料の取り扱いには保護服と手袋を使用する。 

③-2土壌の採取と分析 

推奨する土壌の採取法と実験室での分析の手順は以下のとおりである。 

二次汚染を防ぐため、作業にあっては使い捨て手袋を使用する。 

1）3×3 mのエリア内で深さ 5 cm の 5つの土壌試料を採取する。理想的には、四角形または

正方形の中心の 5箇所である。 

43



2）携帯型線量計を使用して、高さ 1 mの空間線量率(μSv/h)を測定する。すべての場所で、

サーベイメータを中心から全方向に 3 mゆっくりと動かして、空気線量率の突然の急上昇

を伴う特異点がないことを確認する。 

3）空きスペースのある地点、可能であれば植物に覆われていない場所を見つける。葉や有機

層の小さな破片には Cs-137と Cs-134が含まれている可能性があるため除去しない。  

4）土壌試料は、次の 2つの方法のいずれかを使用して採取する。 

a）採取する前に各 U-8容器の重量を測定しはっきりと記入する。U-8容器を静かに土に

挿入し、スコップとして使用する。表面を使い捨てのプラスチックナイフで切り、プ

ラスチックバッグでよく混ぜてから密封する。 

b）土壌が硬い場合には直径 50 mmのコアサンプラーを使用する。試料をビニール袋に入

れ、ビニール袋の外側を振って U-8容器に詰めてよく混ぜる。金属サンプラーは、そ

の場で、アルコールで洗浄した後、同じ採取地点では使用できるが、コンタミネーシ

ョンを防ぐために異なる場所で同じサンプラーを使用しない。サンプラーは、ラボに

戻った後にクリーニングする。 

5）土壌水分量は、携帯型の時間領域反射率測定法（TDR）を使用して現場で測定できる。ヨウ

素の飛散を避けるため乾燥が不可能な場合は、この手順はオプションとする。 

6）空間的なばらつきの可能性があるため、1地点で採取した 5つの試料全てを測定する。全

ての試料容器には、重量、土壌の深さ、GPS参照番号及び土地利用タイプのラベルを付け

密封する。アルコールを染み込ませたティッシュペーパーで容器の外側を拭いて汚染を除

去し、写真を撮って土壌の色と種類を区別する。 

7）各試料は新しいビニール袋に入れ、土壌に触れていない人（汚染されていないことが予想

される）が縛る。各場所からの 5個の試料は、大きな袋に入れ放射性標識のラベルが付い

た安全な容器に入れて実験室に輸送する。 

8）常に国内の放射線安全規制を遵守する。（日本の L 型輸送規格内、輸送コンテナの表面で

5μSv/hを超えないようにする。） 

9）実験室で、GPS 座標（地域、緯度、経度）、土地利用の状況、土壌タイプ、デジタル写真、

採取日及びその他の関連するコメントに関する情報をデータベースに入力する。 

10）U-8土壌容器は、Ge検出器の汚染を防ぐために、2人（1人が容器に触れる人、もう 1 人

が容器に触れることなく容器を覆う）で、ビニール袋またはプラスチックフィルムを用い

て再び密封する。 

11）かさ密度は、正味のサンプル重量と現場の土壌水分量を使用して計算する。乾燥が可能

な場合（つまり、I-131レベルが低い場合）、土壌を乾燥させ、かさ密度を計算する。 

12）土壌 1kg あたりの放射能汚染量を 1平方メートルあたりの放射能汚染量（Bq/m2）に変換

するには、放射能汚染（Bq/kg土壌）と 5個の試料のかさ密度値を平均する。 

14）測定前に、サンプル容器を再度よく振って表面の土壌に大量に含まれる Cs-137を混ぜる。 

15）予想される高濃度の放射性核種を考えると、カウント時間は Cs-137、Cs-134 及び I-131

のカウント統計誤差によって制限され、最大 5％（理想的には 3％）になるようにする。 
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図 4.2.1.7-4 U-8容器を使用した土壌の放射能汚染の調査のための緊急手順 

 

 

図 4.2.1.7-5 100 mLの土壌コアサンプラーを使用した、圧縮された土壌の放射能汚染の調査の

ための緊急手順 
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④福島第一原子力発電所周辺の採取場所の選択 

土壌の採取場所は、次の要領に基づいて選択した。航空機調査を含む以前の環境モニタリ

ングによって大まかに調査された放射線レベルを踏まえ、発電所サイトの半径 100 km内及び

福島県全体の中から採取場所を選択した。発電所サイトから 80 km 以内の地域は 2 kmの正方

形グリッドに分割し、残りは 10 km の正方形グリッドに分割した。2 つの自治体が 1 つのグ

リッドであった場合には、2つのサンプリング位置は、両方の自治体をカバーするように選択

した。生活場所の汚染レベルを把握することから非居住地域は外した。 

不均一に汚染された場所は回避したため、一定の広さがありほとんど植物のない平らな場

所が選択した。同一の場所で定期的な環境モニタリングを継続するため、地理的条件が長期

間変化しないと予想される場所を選択した。例えば、畑は耕されるため、畑は避けた。また、

洪水によって堆積条件が大きく変わる可能性があるため、川沿いの場所も避けた。土地の所

有権に関しては、採取許可が得やすい公有地が好まれた。 

採取場所を直接確認する時間がなかったので、2 km または 10 kmの正方形グリッドにオー

バーレイされた地図上で確認して場所を選択し、採取場所を決定した後、管理権限のある全

ての自治体から土壌採取の許可を得た。 

 

4.2.2 福島県における緊急時モニタリングに関する現地調査報告 

緊急時採取法のマニュアルに関して、事故当時、モニタリング要員として初期モニタリン

グを担当した福島県担当者からの意見を聴取するため、福島県庁及び緊急時モニタリング地

点を訪問した。内容は次のとおりである。 

  

訪問日時：令和元年 11月 26日（火）9時 30分から 16時 30 分 

訪問場所：福島県庁及び緊急時モニタリング地点 

     （川俣中央公園､山木屋郵便局､村民の森内､月舘支所､田村市役所､小野町役場） 

対応者 ：環境放射線センター 主幹兼次長兼総務課長兼分析・監視課長 阿部幸雄 氏 

     環境放射線センター 主査 安齋貴寛 氏 

     原子力安全対策課  主任主査 水野哲 氏 

     県北地方振興局環境課 主査 紺野慎行 氏 

     環境創造センター 副主査 淵上修平 氏  

訪問者 ：日本分析センター 放射能分析事業部 試料採取・調製グループ 

     前山 健司 リーダー 

     豊岡 慎介 技術員 

     今野 裕太 技術員 

聴取内容：事前に先方へ質問票を送付。先方から回答された資料をもとに、打合せを行った 
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(1)聞き取り調査について 

①事故当時の緊急時モニタリングについて 

1)初期対応は３班約１０名体制 

   3/12～14 ：３～４班、各日１０名程度（外部協力者５名程度） 

   3/15～16 ：２班４名（外部協力者なし） 

   3/17～   ：３～１０班、各日６～３０名程度（外部協力者半数程度） 

 

2)緊急時モニタリングルートの走行調査 

・車内でのサーベイメータによる走行中での空間線量率測定 

・緊急時モニタリング地点での空間線量率測定、試料採取 

・モニタリングルート、モニタリング地点は事故後選定 

3/12 は県が予め定めていた緊急時モニタリング地点（10km 圏内）から選定。 

3/13 以降は県の担当範囲が 10km以遠となったため、ランドマークとなる交差点、公共施設、

公園などを新規に選定。（初日にモニタリング要員が調査しながら選定した） 

実ルート例：平成 23年 3月 31日 

１班：福島市（福島支所）→南相馬市往復 

空間線量率測定：１４地点、試料採取：４地点、所要時間：７時間 

２班：福島市（福島支所）→いわき市往復 

空間線量率測定：７地点、試料採取：２地点、所要時間：７時間 

３班：福島市（福島支所）→田村市、伊達市巡回 

空間線量率測定：５地点、試料採取：４地点、所要時間：５時間半 

車両内は汚染防止のため、シート、マット部分を養生。タイベックスーツを着用。移動中

は同乗者がサーベイメータの指示値の変動を確認し、線量率の高い地域を把握。エアコンは

原則内気循環。NHK 等のラジオを必ず聴取。 

 

3)モニタリング対象試料 

大気浮遊じん、日間降下物、上水（陸水）、土壌、雑草など 

環境放射線モニタリング指針（原子力安全委員会）、緊急時環境放射線モニタリングマニュ

アル（平成 20年 3月、福島県）より選定 

自ら採取したもの以外に JAEA から持ち込み分析依頼（牛乳等）、農林水産部からの持ち込

み分析依頼（ほうれんそう等）があった。 

 

4)採取場所の決定 

地図上で緊急時モニタリング地点を検討後、最初に採取しに現地へと行ったモニタリング

要員が採取ポイントを決定。 

 

5)試料採取器具 

U-8容器を直接使用。 
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6)試料採取方法 

上水→ U-8容器で直接採取 

土壌→ U-8容器を直接地面に押し込む 

雑草→ ポリエチレン袋に手を入れて、雑草をちぎり、U-8容器に袋ごと入れて持ち帰る 

 

 

7)採取量 

初期は数 kg採取したが、放射能濃度が高いことが判明後 U-8の容量分だけを採取した。今

回の事故の放射能濃度の範囲では U-8容器の容量で供試量として十分な量だったため。 

 

8)採取頻度 

事故当初は毎日定点調査を実施。 

事故 3～6ヶ月後は平日のみ、隔日、週 1回程度と頻度を変更。 

事故 1年後は地点の見直し。 

 

②試料の引き渡し 

建屋入口にてスクリーニング後、ラボに移動。 

ラボ内はホットとコールドをエリア分けして運用。 

 

③試料の保存 

ラボ内に保管しきれないものは、原子力センター（大熊町）に移動。廃棄方法は未定。 

 

④前処理について 

限られた人員、翌日報告期限、また莫大な試料数のため、全て生試料で、そのまま短時間簡

易測定を行った。放射能濃度が高いため、十分に計数率を満たした。 

 

⑤その他 

1)事故後の経過とともに緊急時モニタリング実施計画が拡大変化していくため、調査頻度、

調査範囲、調査項目を段階的に更新した。 

 

2)住民の避難、摂取制限の判断基準に資する調査項目を最優先とした。 

  

図 4.2.2-1現地調査の様子 
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3)調査員の被ばく管理 

車両内は汚染防止のため、シート、マット部分を養生。タイベックスーツを着用。 

防護服等の着用、緊急時モニタリング要員の汚染検査、被ばく管理線量。 

初期の撤退線量率は 30 μSv/h。その後日線量限度として 1 mSv。 

 

4)測定済み試料の保管場所などが莫大な規模になる。 

 

5)現場では汚染防止用にタイベックスーツを着用していたが、住民に恐怖心を与えるとの苦 

情があり、一般的なレインスーツに変更した。 

 

6)ラボ（原子力センター福島支所）内の汚染防止のため、試料の搬入時の検査、袋替えなど

を徹底した。 

 

(2)緊急時モニタリング地点の現地調査 

調査日：令和元年 11月 25日（月）、 27日（水） 

実施者：日本分析センター 試料採取・調製グループ 前山、今野、豊岡 

①緊急時モニタリングルート走行調査 

 福島市から月舘町、田村市、小野町までを実際に車で走行し、車中にてサーベイメータ

の指示値を確認。 

 緊急時モニタリング地点にて現地調査を実施。 

空間線量率測定と各モニタリング対象試料の採取場所の確認。 

  川俣中央公園、山木屋郵便局、村民の森内、月舘支所、田村市役所、小野町役場 

  ※田村市役所は移転しており旧市役所跡地は既に開発済みだったため、敷地外からの 

視察のみとなった。 

 

4.2.3 新規作成するマニュアル内容の検討 

これまでの現状調査を踏まえ、新規に作成するマニュアルの内容について、検討した結果

を以下に示す。なお、緊急時モニタリング、作業者の被ばく防止対策、作業場所等の汚染拡

大防止対策については、「緊急時モニタリングについて(原子力災害対策指針補足参考資料)」

原子力規制庁監視情報課(2019)に詳細に記載されているため、参考とした。 

  

4.2.3.1 緊急時モニタリングにおける試料採取について 

(1)緊急時モニタリング 

緊急時モニタリングとは、「原子力災害対策指針」原子力規制委員会(2018)において、「放

射性物質若しくは放射線の異常な放出又はそのおそれがある場合に実施する環境放射線モ

ニタリング」とされている。 

 

(2)緊急時モニタリングの目的 

緊急時モニタリングの目的としては、以下の 3 点が挙げられている。 

①原子力災害による環境放射線の状況に関する情報収集 
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②OILに基づく防護措置の実施の判断材料の提供

③原子力災害による住民等と環境への放射線影響の評価材料の提供

②の OIL に基づく防護措置の実施の判断材料の提供については、初期のモニタリング活

動では、特に重要とされており優先されるものとされている。 

(3)緊急時モニタリングの実施項目

緊急時モニタリングの実施項目としては、以下の 3点が挙げられている。

①空間放射線量率の測定

②大気中の放射性物質の濃度の測定

③環境試料中の放射性物質の濃度の測定

・土壌中の放射性物質の濃度の測定

・飲食物中の放射性物質の濃度の測定 

環境試料中の放射性物質の濃度の測定を実施する際には、“試料採取”、“前処理”、“分析・

測定”の一連の作業フローが行われ、試料採取は必要不可欠な作業の一つである。 

緊急時モニタリングについて(原子力災害対策指針補足参考資料)においては、土壌、飲食

物の放射能物質の濃度の測定が重要とされている。 

初期モニタリングにおける防護措置の実施の判断材料として、特に、土壌及び飲食物が重

要とされている。その防護措置の一つである飲食物摂取制限の指標として、OIL6 を表

4.2.3.1-1 に示す。 

表 4.2.3.1-1 OIL6(初期設定値) 

核種 
飲料水、牛乳、 

乳製品 

野菜類、穀類、肉、 

卵、魚、その他 

放射性ヨウ素   300  Bq/kg   2000  Bq/kg 

放射性セシウム   200  Bq/kg  500  Bq/kg 

プルトニウム及び超ウラン元

素のアルファ核種 
  1  Bq/kg   10  Bq/kg 

ウラン  20  Bq/kg  100  Bq/kg 

4.2.3.2 作業者の被ばく防止対策 

現状調査の結果から、東電事故直後のモニタリング結果、試料採取地点における空間線量

率の推移について、図 4.2.3.2-1に示す。事故後、空間線量率は減少するものの、採取地点

によっては平常時よりも高い値で推移し、事故 1 年経過後でも、数μSv/h レベルであるこ

とが図 4.2.3.2-1からも分かる。よって、緊急時の試料採取する際には、平常時の数百倍の

図 4.2.3.1-1 作業フロー

図

試料採取 分析・測定 前処理 
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空間放射線量率の状況下で、作業することが考えられるため、作業者の被ばく防止対策を検

討する必要がある。 

 

  

図 4.2.3.2-1 東電事故直後のモニタリング結果、試料採取地点における空間線量率の推移 

 

作業者の被ばく防止対策として、(1)被ばく管理方法、(2)被ばく低減対策、(3)要員の安

全確保のための情報収集を取り上げた。 

 

(1)被ばく管理方法 

被ばく管理方法の要点を以下に示す。 

〇個人線量計の着用(ポケット線量計、アラームメータ等) 

〇要員の被ばく管理(累積被ばく線量、事後の被ばく線量評価) 

〇鼻スメアや甲状腺スクリーニングを実施(適宜) 

 

被ばく管理方法として、ポケット線量計やアラームメータ等の個人線量計を着用して線

量を監視する必要がある。緊急時モニタリング要員については、必ずしも放射線に精通して

いる要員とは限らないため、モニタリングチーム内に、少なくとも 1名は放射線に精通して

いる者を配置して、緊急時モニタリング作業中における被ばく線量が予想を上回る場合に

は、予定の作業を中止することを検討する必要がある。 
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また、緊急時モニタリング要員に対して、累積の被ばく線量や事後の被ばく線量評価の被

ばく管理を行う。その際に、累積被ばく線量が一定値以上の要員に対しては、被ばくするリ

スクが少ない作業などに配置を変更することなどを検討する必要がある。 

さらに、吸入による内部被ばくが懸念される場合には鼻スメアや甲状腺スクリーニング

を行い、必要に応じ、専門機関において、ホールボディカウンタ、バイオアッセイ等による

測定や計算により内部被ばく線量の評価を実施する。 

 

(2)被ばく低減対策 

被ばく低減対策の要点を以下に示す。 

〇防護具の着用(防護服、ゴム手袋、長靴、防護マスク等) 

〇緊急時モニタリング活動中において周辺の空間放射線量率の状況を常に把握 

〇時間、距離及び遮へいを考慮した行動 

〇汚染範囲内での飲食・喫煙の禁止 

 

防護具の着用により、汚染防止対策を講じて内部被ばくの低減に努める。特に、大気中の

放射性ヨウ素濃度が高い又はそのおそれがある区域で作業する際には、ヨウ素用防護マス

クを使用する。なお、防護具等は、必要なときに確実かつ速やかに着脱ができるように、平

常時から訓練等により着脱に習熟した者の指導を受け、習熟を図ることが必要である。 

また、放射性物質の吸入による内部被ばくを避けるため、汚染範囲内での飲食・喫煙は行

わないようにする。ただし、熱中症予防対策のやむを得ない状況下では、この限りではない。 

モニタリング要員は、拠点を出発する段階からサーベイメータを起動して、緊急時モニタ

リング活動中においても周辺の空間放射線量率の状況を常に把握しておくことが重要であ

る。緊急時モニタリング活動中の被ばく線量ができる限り低くなるように、時間、距離及び

遮へいを考慮した行動計画となるようにする。 

 

(3)要員の安全確保のための情報収集 

緊急時モニタリングにおいて、モニタリング本部とモニタリング要員との連絡体制の確

保は、的確な調査の実施のみならず、要員の安全確保をする上で重要である。そのために、

道路状況、気象情報、プラント情報、放射線量率分布情報等の現地情報を入手・整理する必

要がある。これらの現地情報を、携帯電話、行政無線もしくは防災無線等で、緊急時モニタ

リング活動中のモニタリング要員に適時伝達するシステムを構築する必要がある。地理的

な状況によっては、衛星電話などを整備することも検討する必要がある。 

また、モニタリング車両の移動中には、ラジオ等の公共放送も活用するなど、可能な限り、

現地情報を常時入手することも必要である。さらに、複合災害を想定するなど、モニタリン

グ要員の安全対策も実施する必要がある。 

 

4.2.3.3 作業場所等の汚染拡大防止対策 

(1)試料採取地点 

緊急時モニタリング活動では、試料採取地点における作業が汚染リスクの高い作業の一

つであると考えられあるため、試料採取地点における汚染拡大防止対策を以下に示す。 

52



〇車両から採取地点までの移動経路をできるだけ短くする (作業時間の短縮) 

〇周辺環境を不用意に乱さない(土壌を散らかさないなど) (汚染防止) 

〇汚染物と直接接触しないように作業する(地面に膝をつく作業の場合は、敷物を使用) 

〇繰り返し使用する器具類については、使用の都度に洗浄 

〇記録票が汚染しないように、ポリエチレン袋で養生し、その中で記録を記入する 

〇モニタリング車内へ必要以上に汚染物を持ち込まない(防護服、作業靴に付着する土壌等

を除去) 

〇汚染のリスクが低い作業から進められるように、作業計画を立てる 

〇荒天時の作業はできるだけ避ける 

 

試料採取地点においては、放射性物質が様々な箇所に沈着、付着されているという前提の

もと、作業を実施する必要がある。そのため、周辺環境を不用意に乱して、土壌などを散ら

かさないように心がける。また、防護服やゴム手袋等を着用している場合でも、可能な限り、

ウェスや敷物等を用いて、汚染物に直接接触しないように作業をする。 

試料採取器等の繰り返し使用する器具類については、分析・測定機関に汚染物を持ち帰ら

ないように、使用の都度洗浄する。 

試料採取を行う場合でも、放射性物質の濃度が低いものから高いものを順番で作業を行

うことで、汚染拡大のリスクが低減できるものと考えられる。例えば、複数の地点で試料を

採取する際には、できるだけ放射性物質の濃度が低い地点から作業が行えるように、作業計

画を立てる。また、作業内容の優先度によっても異なるが、荒天時の野外の作業はできるだ

け避ける。 

 

(2)分析・測定機関 

試料採取地点で採取した環境試料は、分析・測定機関に持ち込まれ、分析・測定機関の緊

急時モニタリング要員に引き渡される。試料の引き渡し時における汚染拡大防止対策を以

下に示す。 

①作業場所のレイアウト設計 

作業場所のレイアウト設計に関する事項を以下に示す。 

〇屋外からの出入りの動線を固定する(汚染経路を固定する) 

〇ホットエリアとコールドエリアとに区分(汚染拡大防止) 

〇建屋ごとの出入制限 

〇気圧差による建屋全体の空調管理を行う(外気が入らない環境にする) 

〇建屋入口の構造(風除室、廊下の二重扉など) 

 

汚染拡大防止対策としては、採取した環境試料からだけでなく、緊急時モニタリング要員

が使用した防護服を着用した状態で行動することによって汚染を拡大する可能性がある。

そのため、環境試料を引き渡す際にも、分析・測定機関内の動線を固定するなどを行い、汚

染のリスクを低減する必要がある。 
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②作業上の留意事項 

作業上の留意事項を以下に示す。 

〇汚染検査、養生、ゴム手袋や作業着の着用 

〇試料引き渡し時には、未使用のポリエチレン袋で梱包し、汚染された箇所との接触をしな

いようにする 

〇使用済みのゴム手袋、防護服等の適正な管理、廃棄 

〇使用資機材の廃棄物の発生量をできるだけ低減するように心がける 

 

試料の引き渡し時には、汚染検査を適宜実施して、周囲に汚染を拡大しないように留意し

ながら作業を行う。その際には、作業場所の汚染防止策として、ポリエチレン製シート等を

用いて、作業環境を養生して、作業者はゴム手袋、作業着の着用して作業を行う。作業着、

作業靴については、人の移動に伴い汚染物も移動されることも考えられるため、作業場所ご

とに作業着、作業靴の使用区分を限定するなど徹底させることが重要である。試料採取地点

で梱包したポリエチレン袋についても、周辺が汚染されているという前提のもと、未使用の

ポリエチレン袋に再度梱包するなどして、汚染箇所と接触しないように対策を行う。 

試料採取作業、引き渡し作業で使用済みのゴム手袋や防護服等については、適正な管理の

もと廃棄等の処理を行う。モニタリング要員の防護服等の着用、脱着する際には、スムーズ

に行えないこともあるため、サポートする要員等を配置することや、防護服の脱着時におけ

る汚染の拡大を避けるため、専用のエリアを決めておくことなども必要である。 

試料採取、試料引き渡し等で使用する資機材(ゴム手袋、防護服等)についても、通常の廃

棄物としては処理できないことも予想されるため、廃棄物の発生量を低減することにも考

慮して作業を実施する。 

 

(3)使用資機材の汚染防止 

使用資機材の汚染防止を以下に示す。 

〇サーベイメータ等の養生 

〇モニタリング車両の車内の養生 

〇運転員の専任(モニタリング活動中)、車内の内気循環 

〇汚染検査の実施(必要に応じて、除染、資機材の交換) 

 

試料採取時に用いられるサーベイメータ等のモニタリング機器については、機器本体に

汚染が発生すると、除染することが困難となることがある。そのため、事前にサーベイメー

タ等をポリエチレン袋等で養生する必要がある。また、モニタリング車両の内部についても、

運転に支障がないように、養生等を実施する必要がある。 

モニタリング要員が防護服を着用して運転する場合、通常より運転が困難となることが

考えられる。運転の他、試料採取を行うことになると、より一層の防護対策を行うことで、

さらに作業効率が低下する可能性がある。そのため、モニタリング車両の運転者はできるか

ぎり運転に専任するなど作業が円滑に遂行できるよう十分に留意する必要がある。 
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使用資機材については、使用前後に汚染状況を確認するなど、資機材が使用可能な状況か

確認した上で使用する。汚染が認められ使用に支障がある場合には、除染や資機材を交換す

るなどをして、適切な状態で使用することを心掛ける。 

4.2.3.4 試料採取器具、試料容器 

(1)試料採取器具 

試料採取器具に関する事項を以下に示す。 

〇代替品がなければ、平常時の採取法と同様のものを使用 

〇使い捨てのプラスチック製容器を使用 (洗浄等の作業時間の短縮、試料の相互汚染防止) 

 

土壌試料の試料採取に関しては、福島県での聞き取り調査や IAEA No.486 等の文献調査

の結果から、代替品が使用されていた。代替品として、小型のプラスチック製測定容器が使

用された。プラスチック製測定容器では、比較的柔らかい土壌を採取することしかできない

ため、その対策としては、金属製の 100 mL コアサンプラーを使用する方法が採用された。

プラスチック製測定容器については、数量が確保できれば繰り返し使用しなくてもよいた

め、試料採取器具を洗浄する時間が省略できる。また、金属製の 100 mL コアサンプラーや

平常時モニタリングで使用される土壌採取器は、通常、繰り返し使用するために、試料の相

互汚染防止の観点から、使用の都度、拭き取り、洗浄を行った後、次回の試料採取のために

準備しておく。そのことにより、分析・測定機関への汚染のリスクが低減できるものと考え

られる。 

 

(2)試料容器 

試料容器に関する事項を以下に示す。 

〇プラスチック製容器、ポリエチレン袋などを使用 

〇試料容器をポリエチレン袋で梱包することを基本 

〇試料搬送時には、試料容器搬送用の箱を用意 

〇試料相互汚染対策として試料種類ごとに区分 

〇試料の種類、採取地点、採取日時及び採取条件(状況)を記載されたラベル等を貼付 

 

試料容器は、試料採取時や輸送時に破損や漏れが生じないものを選定する。そのため、ガ

ラス製容器など破損しやすいものは、できるだけ使用を避け、プラスチック製容器、ポリエ

チレン袋などを使用する。試料を長期保存する場合には、容器の密閉性の必要性を考慮して、

試料容器の選定を行う。 

環境試料を入れた試料容器は、ポリエチレン袋で梱包することを基本として、試料容器か

ら試料の漏れ、試料容器の破損に備えておく。 

試料搬送時には、専用の箱を用意するなどして、試料容器が倒れないように対処する。複

数の試料種類を一度に搬送する場合には、試料の種類ごとに区分することや、放射能レベル

がわかる場合には、レベルごとに区分するなど、試料相互汚染防止対策を実施する。試料容

器には、試料の種類、採取地点等の基本情報が記載されたラベル等を貼付するが、長期保存

することを考慮し、記載された情報の印字の経年劣化にも注意しておく。 
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4.2.3.5 試料採取量 

(1)試料採取量 

試料採取量に関する事項を以下に示す。 

〇対象となる放射性物質の種類、その濃度レベルから、分析・測定供試量を判断して、試料

採取量を決める。 

〇東電事故時の教訓から、試料の保存、試料の廃棄が困難なこと等があるため、試料採取量

は最小の必要量とする。 

 

試料採取量については、分析・測定供試量、分析の回数、予備試料の量をもとに決定され

る。東電事故時の教訓から、試料の保存、試料の廃棄が困難なこと等があるため、最小の必

要量とする。このことから、分析・測定供試量からその 2 倍量程度を試料採取量の目安とす

ることが考えられる。 

 

(2)試料採取に関する情報 

試料採取に必要な記録情報としては、放射能測定法シリーズ No.16「環境試料採取法」に

記載されている項目を参考とする。当該測定法シリーズは平常時の試料採取法であるため、

緊急時に不要なものは削除し、必要なものは追加する。IAEAのガイドライン(Guidelines on 

the Harmonization of Response and Assistance Capabilities for a Nuclear or 

Radiological Emergency)(4.2.1.4 を参照)に示されている項目の内容を検討し、試料の種

類ごとに必要項目を決定する。これらの項目を試料の種類ごとに整理して、マニュアルに掲

載する試料採取記録票を作成するための参考データとする。 

また、試料採取地点に関する情報(緯度経度、周辺状況)については、緊急時モニタリング

要員間で正確、確実に情報共有することは、定期的、継続的なモニタリングを実施する上で、

重要である。有用なシステム等を活用して、円滑な情報共有を行う必要がある。 

 

4.2.3.6 緊急時における環境試料採取法 

これまでの検討内容を踏まえ、緊急時における環境試料採取法の記載内容を以下に示す。 

(1)記載項目 

試料ごとに、以下の項目を記載する。 

・採取場所           ・試料採取方法 

・試料採取部位         ・試料の輸送 

・試料採取量          ・試料に関する記録 

・採取器、採取用具及び容器   ・備考 

 

これらの他、緊急時モニタリングにおける環境試料を採取する目的等について記載する。

これにより、緊急時モニタリング要員に対して、環境試料の採取目的を明確にする。 

 

(2)緊急時の特殊性(迅速性、簡便性) 

緊急時に環境試料を採取する際には、採取地点周辺の空間放射線量率が高くなり、緊急時

モニタリング要員の被ばくを低減するため、採取地点での作業時間を短縮する必要がある。
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また、緊急事態の発生直後においては、限られたリソースの中でも、迅速、かつ、適確に環

境試料を採取できるようにするが必要がある。 

緊急時における環境試料採取法は、平常時の試料採取法と大きく異なるものではないと

考えられるため、平常時の試料採取法を参考にして、緊急時の特殊性(作業の迅速性、簡便

性)を考慮して検討する。 

緊急時の特殊性については、試料採取方法を検討するときだけでなく、採取場所の選定な

どの状況下でも考慮する必要がある。例えば、緊急時モニタリングにおいては、同一地点を

継続的に採取することがあることから、試料を採取しやすい地点を選定して、作業の迅速性

を向上させることも重要と考えられる。 

また、試料採取について平常時から訓練を実施することにより、緊急時における作業が迅

速に進むことが期待できる。 

 

(3)マニュアル記載内容の検討 

放射能測定法シリーズ No.16「環境試料採取法」と関連するマニュアルとの整合性の確認

を含め、緊急時における試料採取法の記載内容を検討した結果を表 4.2.3.6-1 及び表

4.2.3.6-2 に示す。 

具体的な事例としては、放射能測定法シリーズ No.16「環境試料採取法」の土壌、陸水に

記載されている採取場所、試料採取量等を整理した後、緊急時の採取方法を検討した。平常

時、緊急時の試料採取法のそれぞれを一覧表に取りまとめた。 
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①土壌 

表 4.2.3.6-1 マニュアル記載内容の検討結果(例：土壌) 

 

 

「緊急時モニタリングについて(原子力災害対策指針補足参考資料)」の記載内容 

赤字：「緊急時における環境試料採取法」として追加するもの 
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②飲料水及び陸水 

表 4.2.3.6-2 マニュアル記載内容の検討結果(例：飲料水及び陸水) 

 

 

「緊急時モニタリングについて(原子力災害対策指針補足参考資料)」の記載内容 

赤字：「緊急時における環境試料採取法」として追加するもの 

 

他の試料種類についても、同様な方法により、緊急時の試料採取法を今後検討する。 
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4.2.3.7 記載対象とする環境試料の選定 

放射能測定法シリーズ No.16「環境試料採取法」、No.24「緊急時におけるガンマ線スペク

トロメトリーのための試料前処理法」の記載内容を踏まえ、対象候補となる環境試料を選定

した。 

 

(1)基本的な考え方 

①本マニュアルの利用者(地方公共団体、関係機関等の緊急時モニタリング要員)が緊急時

に試料採取を実施するもの 

②東京電力福島第一原子力発電所事故後に実施された環境モニタリングでの実績を参考 

③生産者等から提供される試料や流通品など、本マニュアルの利用者が直接試料採取を行

わないと考えられるものは、詳細な試料採取方法の記載はせず、分析・測定機関に引き渡

すまでの工程における留意点を記載 

 

(2)検討結果 

(1)の基本的な考え方を踏まえ、最終的には、表 4.2.3.7-1 にある 18 分類を新規マニュ

アルの対象試料案とした。その内、野菜類、果実類、魚介類等の 12分類については、地方

公共団体、関係機関等の緊急時モニタリング要員が直接試料採取を行わないと考えられた

ため、分析・測定機関に引き渡すまでの工程による留意点を記載することとした。 

 

表 4.2.3.7-1 放射能測定法シリーズにおける対象試料との比較 

 

章No 分類 章No 分類 章No 分類

4 大気 2 大気浮遊じん － ほかのマニュアルで記載

3 降下物

4 降水(定時降水)

7 海水 17 海水 6 海水

6 土壌 7 土壌

7 河底土、湖底土

18 海底土

9 野菜類 10 野菜類 9 野菜類

10 果実類 － 該当なし 10 果実類

11 茶葉 11 茶 11 茶葉

12 穀類 9 穀類 12 穀類

13 豆類 － 該当なし 13 豆類

14 キノコ類 － 該当なし 14 キノコ類

15 海藻類 19 海産生物 15 海藻類

16 肉類 － 該当なし 16 肉類

17 牛乳 12 牛乳 17 牛乳

18 乳製品 － 該当なし 18 乳製品

19 卵 － 該当なし 19 卵

14 淡水産生物

19 海産生物

指標生物 16 指標生物 指標生物

(牧草を含む) 13 牧草 (牧草を含む)

- 該当なし 8 排水 － 陸水に統合

- 該当なし 15 日常食 － 削除

- 該当なし 20 トリチウム、
放射性ヨウ素

－ 該当試料に統合

No.24 No.16

緊急時におけるγ線ス
ペクトロメトリーのため

の試料前処理法
環境試料採取法 緊急時における環境試料採取法

海底土、河底土、湖底土8

4 降下物及び降水

20 魚介類

21

8 土壌

6 飲料水及び陸水

5 降下物及び降水

20

21

5 陸水 5

魚介類

飲料水及び陸水
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4.2.3.8 降下物及び降水、飲料水及び陸水の環境試料採取法とチオ硫酸ナトリウムの添

加方法の検討 

昨年度改訂された放射能測定法シリーズ No.24「緊急時におけるγ線スペクトロメトリー

のための試料前処理法」では、測定容器への吸着を防止するために、チオ硫酸ナトリウムを

添加することとなった。 

今回の緊急時採取法の制定に当たり、チオ硫酸ナトリウムの添加時期、方法について検討

を行った。 

 

(1)放射能測定法シリーズ No.24 における添加する試薬、添加量、添加する時期 

①添加する試薬、添加量 

〇放射性ヨウ素     チオ硫酸ナトリウムを試料 1L当たり 80～100mg を添加 

○放射性セシウム   塩酸(12mol/L 程度)又は硝酸(13mol/L 程度)を試料 1L 当たり 1mL

を添加 

②添加する時期 

○試料前処理時     測定容器にチオ硫酸ナトリウムを添加 

○試料長期保存時    保存容器に塩酸又は硝酸を添加 

 

(2)添加時期、添加方法の検討 

昨年度の検討実験の結果を踏まえ、①～④に示した条件のもとに、添加時期、添加方法の

検討を行った。 

 

①放射性ヨウ素に対しては、チオ硫酸ナトリウムの添加が有効 

②放射性ヨウ素が試料容器に吸着することを考慮すると、できるだけ早い時期にチオ硫酸

ナトリウムを添加 

③添加時期としては、試料採取時に添加することが効果的 

④放射能測定法シリーズ No.24「緊急時におけるγ線スペクトロメトリーのための試料前処

理法」の操作フローを踏まえ、試料採取から試料保存までの一連の作業工程を考慮して添

加方法を検討 

 

(3)検討結果 

検討結果を、以下の①～③及び図 4.2.3.8-1に示す。 

 

①放射性ヨウ素に関しては、試料容器に採取した試料を入れた後、チオ硫酸ナトリウムを添

加する。 

②放射性セシウムに関しては、保存容器に採取した試料を入れた後、塩酸又は硝酸を添加す

る。 

③チオ硫酸ナトリウム、塩酸又は硝酸の添加量は、放射能測定法シリーズ No.24「緊急時に

おけるγ線スペクトロメトリーのための試料前処理法」と同様とする。 
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図 4.2.3.8-1 降下物及び降水､飲料水及び陸水における試料採取から試料保存までの作業工程 
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4.2.4 マニュアル作成の方向性 

4.2.4.1 緊急時における環境試料採取法の現状 

緊急時における環境試料採取法に関する現状としては、以下の点が挙げられる。 

 

○緊急事態が発生した場合、モニタリングセンターに参集した地方公共団体、関係機関など

の緊急時モニタリング要員によって、緊急時における環境試料採取が実施される。 

○緊急時における環境試料採取を経験した緊急時モニタリング要員が少ない。 

〇緊急時の環境試料採取方法については、標準的な方法は定められていない。 

〇緊急事態が発生した直後には、緊急時モニタリング結果が周辺住民等への防護措置の判断

に使用されることから、特に、早急に環境試料採取を実施できるように、その手順を定め

ておくことが重要である。 

 

本マニュアルに必要とされるのは、「緊急事態が発生した場合、緊急時モニタリング要員が、

迅速、かつ、適確に環境試料採取を行うことができる体制を構築するためのガイドラインを

示すこと」と考えられる。 

 

4.2.4.2 「緊急時における環境試料採取法」の必要要件 

放射能測定法シリーズは、原子力災害対策指針の補足参考資料の下位文書として位置づけ

られ、モニタリングに用いるべき標準的な手法を定めるものとされている。新規に作成され

る「緊急時における環境試料採取法」と指針類、他の放射能測定法シリーズとの位置づけを

図 4.2.4-1に示す。 

 

図 4.2.4.2-1 「緊急時における環境試料採取法」の位置づけ 
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新規に作成するマニュアルの対象者は、試料採取を実施する緊急時モニタリング要員であ

り、緊急時モニタリング計画を企画する際に、試料採取の手法の考え方を理解する必要があ

るため、モニタリング計画の企画者も対象に含める。 

環境試料を採取する際には、空間放射線量率が高くなることから、採取地点での作業時間

を短縮するなど緊急時モニタリング要員の被ばく対策を十分に行う必要がある。併せて、要

員の安全対策、試料の相互汚染防止対策についても考え方を整理しておく必要である。 

緊急時における環境試料採取法は、平常時の試料採取法と大きく異なるものではないと考

えられるため、平常時の試料採取法を参考にして、緊急時の特殊性(作業の迅速性、簡便性)

を考慮して検討する。また、緊急事態の発生直後においては、限られたリソースの中でも、

迅速、かつ、適確に環境試料を採取できるようにすることが重要である。 

よって、緊急事態の発生に備え、放射能測定法シリーズ「緊急時における環境試料採取法」

を整備する必要がある。 

 

4.2.4.3 マニュアル作成の方向性(基本方針) 

本年度実施した検討結果を踏まえ、次年度に新規マニュアル原案を作成するための方向性

(基本方針)を次のようにすることを提言する。 

 

①緊急時モニタリングにおける試料採取を実施する関係者(地方公共団体、関係機関等の緊急

時モニタリング要員、モニタリング企画者)を対象としたマニュアルとする。 

②試料採取する際の緊急時モニタリング要員の被ばく対策を検討する。 

③既に改訂された放射能測定法シリーズ No.24「緊急時におけるγ線スペクトロメトリーの

ための試料前処理法」の内容を踏まえ、対象試料を選定する。 

④緊急時における試料採取法としては、平常時の試料採取法を参考として、緊急時の特殊性

(迅速性、簡便性)を考慮した方法を採用する。 

⑤緊急事態発生直後における緊急時モニタリングでは、限られたリソースの中で実施するこ

とも考えられるために、初動対応を中心とした実用性のあるマニュアル構成とする。 

⑥東京電力福島第一原子力発電所事故時における経験、教訓等を活用する。また、他の事故

の事例、文献、海外のマニュアルの試料採取法を参考とする。 

⑦写真や図を多用するなどして、分かりやすい記載とする。 

⑧緊急事態経過後における緊急時モニタリングでは、住民等と環境への放射線影響評価する

際に、初動対応より精度が高いものが求められる。その際の試料採取法の要点について取

りまとめる。 
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4.3 緊急時におけるストロンチウム分析法改訂案の修正 

 平成 28年度放射線対策委託費（放射能測定法シリーズ改訂）事業で得られた「緊急時に

おける放射性ストロンチウム分析法の改訂案」について、放射性ストロンチウム迅速分析法

（土壌及び海水）に関する国際原子力機関（IAEA）から正式に公表された際には、引用箇所

を含めて改訂案の修正について検討を行うこととしていた。 

本年度、国際原子力機関（IAEA）における放射性ストロンチウム迅速分析法（土壌及び海

水）報告書の公開に向けた進捗状況を調査した。同機関からは令和元年度末現在、当該報告

書が公開されておらず、公開は令和 2年度以降となることを確認した。 

 

5. まとめ 

本年度に実施した業務は以下のとおりである。業務に当たっては、専門的知見を持つ者か

ら意見を聴取する等、技術的妥当性に留意するととともに、適宜、原子力規制庁担当官と調

整を行った。 

(1) 放射能測定法シリーズ 7 ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメ 

トリー」の改訂案の作成 

平成 30 年度放射線対策委託費（放射能測定法シリーズ改訂）事業の成果を踏まえ、マニ

ュアル改訂案を作成した。追加検討事項として、ピーク効率変換（Efficiency Transfer）

の検討を行い、成果をマニュアル改訂案に反映させた。 

(2)「緊急時における環境試料採取法（新規）」の検討 

新たに「放射能測定法シリーズ 緊急時における環境試料採取法」を作成するために必要

な検討を実施した。 

(3) 緊急時における放射性ストロンチウム分析法の改訂案の修正 

国際原子力機関（IAEA）における放射性ストロンチウム迅速分析法（土壌及び海水）報告

書の公開に向けた進捗状況を調査した。同機関からは令和元年度末現在、当該報告書が公

開されておらず、公開は令和 2 年度以降となることを確認した。 

(4) 専門的知見を持つ有識者からの意見の聴取 

外部専門家や地方公共団体のモニタリング関係者等の専門的知見を持つ有識者で構成さ

れる改訂検討委員会を設置し、測定法の改訂内容の検討等を実施した。 

(5) 報告書の作成 

(1)～(4)の結果を取りまとめるとともに、業務報告書を作成した。
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令和元年度 第 1回放射能測定法シリーズ改訂検討委員会要旨 

 

1. 日時 令和元年 7月 24日（水） 9：30～11:50 

2. 場所 航空会館 501 会議室 

3. 出席者(敬称略) 

委員長 中村尚司 東北大学 

委員 阿部琢也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

 阿部幸雄 福島県環境創造センター 

 乙坂重嘉 国立大学法人東京大学 

 木村芳伸 青森県原子力センター 

 三枝純  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

 玉柿励治 福井県原子力環境監視センター 

 細見健二 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

 柚木彰  国立研究開発法人産業技術総合研究所 

 長尾誠也 金沢大学（欠席） 

原子力規制庁 小此木裕二企画官、二宮久課長補佐、武藤保信解析評価専門官、 

松田秀夫解析評価専門官、斎藤公明技術参与 

オブザーバー セイコー・イージーアンドジー㈱（板津英輔、阿部敬朗）、 

 ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ㈱（武藤儀一、酒井国博) 

事務局    公益財団法人 日本分析センター 

 川原田、磯貝、太田（裕）、前山、伴場、宮田 

4. 議題 

（1）放射能測定法シリーズ改訂事業について 

（2）実施計画、検討事項及び調査方法について 

（3）その他 

 

5. 配付資料 

資料 1-1  令和元年度放射能測定法シリーズ改訂検討委員会 委員名簿 

資料 1-2  令和元年度放射能測定法シリーズ改訂事業について 

資料 1-3-1 放射能測定法シリーズ No.7「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線 

スペクトロメトリー」の改訂案の作成 

資料 1-3-2 「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」に 

係る検討事項のまとめ 

資料 1-3-3 Efficiency Transfer の検討 

資料 1-4-1 「緊急時における環境試料採取法（新規）」の検討の進め方 

資料 1-4-2 「緊急時における環境試料採取法（新規）」における現状調査報告 

資料 1-4-3  海外のマニュアルにおける試料採取方法について 

資料 1-5  「緊急時における放射性ストロンチウム分析法」改訂案の修正について 

常備資料 

 緊急時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料） 

68



 放射能測定法シリーズ 

  ・No.7  ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー 

  ・No.16 環境試料採取法 

6. 議事概要 

議事に先立ち、原子力規制庁小此木企画官から挨拶があった。また、日本分析センター磯

貝より、委員の紹介後、本委員会の委員長を中村委員に依頼した。 

（1）令和元年度放射能測定法シリーズ改訂事業について 

事務局より、資料 1-2に基づき、令和元年度放射能測定法シリーズ改訂事業について

説明があった。 

（2）実施計画、検討事項及び現状調査方法について 

 1) 放射能測定法シリーズ No.7「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメ 

トリー」の改訂案の作成 

事務局より、資料 1-3-2に基づき、「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペク

トロメトリー」の改訂案の作成について説明があった。 

①委員より、ISO11929の導入について、最終的に Combination Assessment まで踏み込

むのか、または決定しきい値等に限定した取り込みにするのかとの質問があった。事

務局より、限定的な導入を考えているとの回答があった。 

②委員より、現行のマニュアルにない新たな手法（Efficiency Transfer等）を取り入

れる場合、少なくとも必要な検証等の記述が必要であるとのコメントがあった。事務

局より、手法自体は確立されている場合においても特定のソフトウェア製品等を無条

件に使用して良いという事ではなく、必要な検証（妥当性確認、トレーサビリティー

の確保等）を行い、条件を満たした場合にその手法の利用を容認するという事を記述

する形を考えているとの回答があった。 

2) 放射能測定法シリーズ 7の改訂に係る検討事項のまとめ 

 事務局より資料 1-3-2に基づき、放射能測定法シリーズ 7の改訂に関して昨年度に実施

した検討結果について説明があった。 

①委員より、サム効果補正のためにピーク・トータル比を測定する方法として、単色の

γ線源を用いる方法が現行マニュアルに記述されているが、改訂案では削除するのか

と質問があった。事務局より、使用されているのであれば現行の方法の記述も残すと

の回答があった。 

②委員より、改良版ピーク・トータル比を用いたサム補正法について、Cs-134に対する

サム補正が改善されたがまだ差異が残っているように見えることから、可能であれば

現行の手法で差異が生ずる原因を特定することが望ましいとのコメントがあった。事

務局より、これ以上の原因の特定は困難であり、改良版ピーク・トータル比を用いた

サム補正法は、現行の枠組みの中で、小規模な変更でサム補正を改善できる可能性が

ある点に利用価値があると考えているとの回答があった。 

③委員より、γ線スペクトロメトリーの不確かさ評価について、サム補正に係る不確か

さが 3%となっているがこれで固定するのかとの質問があった。事務局より、3%は文献

から引用した暫定値であり、採用するのが妥当かどうか検討中であるとの回答があっ

た。 
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④委員より、検出下限値の算出で ISO11929 と Cooper 法を比較した資料について、どの

ような条件で算出したのか、計算結果を再現するために必要な情報を付記しておくべ

きとのコメントがあった。 

⑤委員より、容積線源のサム効果補正については、試料の充填高さだけではなく、材質

の違い（土試料などの場合）の影響も考慮すべきとのコメントがあり、事務局より、

異なる材質についての検討も行うとの回答があった。 

⑥委員より、サム効果補正について、最近では国内でも複数の方法が検討されているの

で、横並びでの評価が必要であるとのコメントがあり、事務局より、国内の報告につ

いて調査するとの回答があった。 

⑦委員より、改良版サム補正法について、本文に記述するのか解説に入れるのかとの質

問があり、事務局より、解説に入れる予定であるとの回答があった。 

⑧委員より、ユーザーの立場から見た場合、複数の方法を併記するよりは推奨する方法

を記述した方が良いとのコメントがあった。事務局より、本文については原理原則を

記述し、個々の手法については解説に記載することを考えているとの回答があった。 

⑨委員より、マニュアルは実務担当者が使い易い記述にすべきとのコメントがあった。 

事務局より、改訂案のドラフトを次回の委員会に提示する予定であると説明があっ

た。 

⑩委員より、サム効果補正については、ユーザーがソフトウェアをそのまま（特に設定

を変更せずに）使用することを想定し、マニュアルには、どの核種についてサム補正

が必要なのかを記載しておくべきであるとのコメントがあった。事務局より、モニタ

リングにおいて検出が想定される核種のうち、サム補正が必要なものはその旨を記載

するとの回答があった。 

3) Efficiency Transfer の検討 

事務局より資料 1-3-3に基づき、Efficiency Transfer の検討結果について説明があっ

た。 

①委員より、Efficiency Transfer の利用例（海外）では様々な形状の容器が使用され

ているようであるが、まずは容器を統一することを考えるべきではないかとの質問が

あった。事務局より、精度管理上は容器を限定した方が望ましいが、国内では実質的

に U-8容器とマリネリ容器に統一されており問題ないと考えられるとの回答があっ

た。また、U-8容器に限定した場合でも、Efficiency Transferを用いた場合は１個の

線源の実測で得られたピーク効率から任意の充填高さのピーク効率を求めることがで

き、線源の数を削減できることでコスト削減のメリットも得られると説明があった。 

②委員より、ソフトウェア EFFTRAN は確かに有用であるように思われるが、他のソフト

ウェアとの比較も必要ではないかとのコメントがあった。事務局より、EFFTRAN を含

む複数のソフトウェアで相互比較を行った例を文献で確認していると回答があった。 

③委員より、点線源で得られたピーク効率を拡張することは従来から利用されてきた手

法であるが、Efficiency Transfer を新たな方法として追加するのかという質問があ

った。事務局より、Efficiency Transfer は従来の方法と本質的には変わらない手法

であり、従来法の発展型という位置づけでの記載を考えているとの回答があった。 

70



④委員より、U-8 容器からマリネリ容器への Efficiency Transfer は可能かとの質問が

あった。事務局より、不可能ではないが実用的に利用するには差異の小さいジオメト

リ間での transfer（例：円筒形から円筒形へ）が望ましいとの回答があった。また、

EFFTRANについてはマリネリ容器に対応した別バージョンが存在するので、それを用

いて検討予定であるとの回答があった。 

⑤委員より、Transferを行う元となるピーク効率を得るための線源について、容器の種

類毎に１つ必要となるのかとの質問があった。事務局より、ジオメトリの差異が小さ

い（U-8容器から V-1容器など）場合は共通の線源でも問題なく利用できると考えら

れるが、不確かさをどこまで許容するかを考慮し、妥当性を確認した上で使用すべき

との回答があった。 

⑥委員より、通常のモンテカルロシミュレーションを行った場合と Efficiency 

Transferの場合で、検出器の内部ジオメトリの影響が異なる理由について質問があっ

た。事務局より、モンテカルロシミュレーションの結果は検出器の内部ジオメトリに

大きく影響を受けるが、Efficiency Transferの場合は比をとるため検出器ジオメト

リに依存する部分が相殺される結果、影響が小さくなるとの説明があった。 

⑦委員より、「No.7 ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」を

改訂した場合、「No.29 緊急時におけるガンマ線スペクトル解析法」の内容に反映させ

る必要があるのではないかとの質問があった。事務局より、No.29 と No.7 の内容は重

複せず、No.29は平常時に係る部分について No.7を参照する構成となっており、ま

た、今回の改訂では No.7 で現在でも使用されている手法については置き換えるのでは

なく新しい知見が追加される形となるため、No.7 を改訂しても No.29に反映させるこ

とは基本的に必要ない見込みとの回答があった。 

⑧委員より、緊急時には様々な形状の試料容器で測定する必要があった経験から、

Efficiency Transferは有用な手法と考えられるため、No.29 にも反映すべきではない

かとのコメントがあった。事務局より、異なるサイズの円筒型容器間のピーク効率の

transferは、不確かさ等をどこまで許容するかにも依存するが基本的に可能であり、

また、高レベル試料について、検出器との距離を離して測定する必要がある場合にピ

ーク効率を求める方法としても有用と考えられるとの説明があった。 

⑨委員より、Efficiency Transfer を用いて別の容器のピーク効率を求める場合、あま

りにも自由に容器を変更可能とすると問題があるので、マニュアルの記述としては、

ジオメトリの差異が小さい容器間での換算、補正に用いるというような表現が良いと

考えられるとのコメントがあった。 

⑩委員より、Efficiency Transfer を、現状の手法を置き換える、様々な形状の容器に

対応できる手法として記載するのかとの質問があり、事務局より、置き換えるもので

はなく、現状の手法の発展型として追加することを考えているとの回答があった。 

4) 「緊急時における環境試料採取法（新規）」の検討の進め方について 

  事務局より、資料 1-4-1、資料 1-4-2、資料 1-4-3に基づいて説明があった。 

①委員より、既刊の No.16「環境試料採取法」の改訂ではなく、新規に作成するのかとの

質問があった。事務局より、今回は緊急時による試料採取法のマニュアルであり、No.16

の記載内容をベースとして緊急時に追加すべき事項をまとめる方針であるとの回答が
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あった。また、原子力規制庁より、測定法シリーズマニュアル全 34 冊の改訂の優先度

は、緊急性・使用頻度に応じて決められており、優先度に応じて年 1～2 冊のペースで

改訂・検討を行っているとの説明があった。 

②委員より、「平常時モニタリングについて」（原子力災害対策指針補足参考資料）に記載

されている「緊急時に備えて平常時の値を把握」については、今回と No.16 のどちらに

分類されるかとの質問があった。事務局より、No.16 と重複しないようにしたいと考え

ており、採取法自体は平常時とあまり変わらないため、緊急時における留意点などの記

載が多くなるのではないかと回答があった。 

③委員より、積雪下の試料採取について記載してほしいとの要望があり、事務局より、現

在調査中であるが、積雪時についても検討したいと回答があった。 

④委員より、「緊急時モニタリングについて」（原子力災害対策指針補足参考資料）に記

載されている土壌採取地点に関する記述「原則として裸地」とされていることについ

て、地方自治体として、地点数が多いため、平常時から裸地の状態のまま確保してお

くことが困難であると思われる。マニュアルに具体的な記載する場合は、地方自治体

がどこで採取するかを把握して記述してほしいとの要望があった。事務局より、分析

機関への訪問による情報収集の際に、実際の状況を確認したいとの回答があった。 

⑤委員より、今回のマニュアルでは、採取の対象となる試料は緊急時のγ線スペクトロ

メトリー以外の分析でも使う想定なのかとの質問があり、事務局より、対象範囲につ

いては、今後原子力規制庁と調整して進めたいとの回答があった。 

⑥委員より、「緊急時モニタリングについて」（原子力災害対策指針補足参考資料）に記

載されている土壌採取頻度について、「放射性物質の放出が止まってから」とあるが、

事故後には放出がいつ止まるか分からない状況が発生しており、その場合は放出が止

まっていなくとも実施せざるを得ないと思われるので検討してほしいとの要望があっ

た。 

⑦委員より、緊急時モニタリングの作業者は未経験者が多く参加することから、誰でも

マニュアルを見れば作業を行えるにしてほしいとのコメントがあった。事務局より、

各機関により個別の事象などもあるため、マニュアルは標準的な内容となるようにし

たいとの回答があった。 

⑧委員より、大気試料は今回のマニュアルの対象範囲に入るのかとの質問があった。事

務局より、現時点では未定であり今後原子力規制庁と調整したいとの回答があった。 

5) 「緊急時における放射性ストロンチウム分析法」改訂案の修正について 

事務局より、資料 1-5に基づき、現状について説明があった。 

（3）その他 

事務局より、第 2回委員会を 10月に予定している旨の連絡があった。 

 

以上 
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令和元年度 第 2回放射能測定法シリーズ改訂検討委員会要旨 

 

1. 日時 令和元年 10月 7日（月） 13:25～16:10 

2. 場所 航空会館 B101 会議室 

3. 出席者(敬称略) 

委員長 中村尚司 国立大学法人東北大学 

委員 阿部琢也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

 阿部幸雄 福島県環境創造センター 

 乙坂重嘉 国立大学法人東京大学 

 木村芳伸 青森県原子力センター 

 玉柿励治 福井県原子力環境監視センター 

 細見健二 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

 柚木彰  国立研究開発法人産業技術総合研究所 

 長尾誠也 国立大学法人金沢大学 

 三枝純  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（欠席） 

 

原子力規制庁 小此木裕二企画官、武藤保信解析評価専門官、 

松田秀夫解析評価専門官、斎藤公明技術参与 

オブザーバー セイコー・イージーアンドジー㈱（阿部敬朗、原田克哉）、 

 ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ㈱（武藤儀一、酒井国博) 

事務局    公益財団法人 日本分析センター 

 川原田、磯貝、太田、前山、伴場、鈴木、宮田 

 

4. 議題 

（1）第 1回放射能測定法シリーズ改訂検討委員会要旨について 

（2）「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」の改訂素案について 

（3）「緊急時における環境試料採取法（新規）」の検討状況について 

（4）「緊急時における放射性ストロンチウム分析法」改訂案の修正について 

 

5. 配付資料 

資料 2-1  令和元年度第 1回放射能測定法シリーズ改訂検討委員会要旨（案） 

資料 2-2-1 放射能測定法シリーズ No.7「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線 

スペクトロメトリー」改訂素案の構成について 

資料 2-2-2 「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」改訂素案 

 資料 2-2-3 ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーにおける 

検出下限値の取扱いに関する調査と回答 

 資料 2-2-4 測定法シリーズの改訂案作成に関する放調協加盟機関からの意見 

資料 2-3-1 「緊急時における環境試料採取法（新規）」の検討状況について 

資料 2-3-2 海外のマニュアルにおける試料採取法について 

資料 2-4  「緊急時における放射性ストロンチウム分析法」改訂案の修正について 
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参考資料 2-1 ISO20042 REV:2017(E) 仮訳  

Measurement of radioactivity – Gamma emitting radionuclides – 

Generic test method using gamma spectrometry 

 

常備資料 

  緊急時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料） 

  放射能測定法シリーズ 

  ・No.7  ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー 

  ・No.16 環境試料採取法 

 

6. 議事概要 

（1）令和元年度第１回放射能測定法シリーズ改訂検討委員会要旨について 

事務局より資料 2-1 に基づいて説明があり、一部修正の上承認された。 

（2）「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」の改訂素案について 

1)事務局より、資料 2-2-1、2-2-3に基づき「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線

スペクトロメトリー」の改訂素案について説明があり、別紙に示す議論があった。 

  2)委員より、資料 2-2-3に基づき、ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクト

ロメトリーにおける検出下限値の取扱いに関する調査と回答について説明があった。 

   3)事務局より、資料 2-2-4に基づき、測定法シリーズの改訂案作成に関する放調協加盟 

機関からの意見について説明があった。 

 

（3）「緊急時における環境試料採取法（新規）」の検討状況について 

1) 事務局より、資料 2-3-1に基づき「緊急時における環境試料採取法」の検討状況につ 

いて説明があり、別紙に示す議論があった。 

   2) 事務局より、資料 2-3-2に基づき、海外のマニュアルにおける試料採取法の調査結果 

について説明があり、別紙に示す議論があった。 

 

（4）「緊急時における放射性ストロンチウム分析法」改訂案の修正について 

事務局より、資料 2-4に基づき、現状について説明があった。 

 

（5）その他 

事務局より、第 3回委員会を 12月に予定している旨の連絡があった。 

 

以上 
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で
、

そ
れ
以
外
の
ジ
オ
メ
ト
リ
に
対

し
て

は
換

算
係
数

で
補
う
の

が
現

実
的

な
運
用
方
法
と
考
え
ら
れ
る
。

 

委
員
 

運
用
上
は
そ
れ
で
構
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
最
終
的
に
顧
客

に
妥
当
性
を
説
明
す
る
の
は
測
定
者
の
責
任
で
あ
る
た
め
、
測

定
者
が
扱
い
や
す
い
よ
う
に
単
純
化
さ
れ
て
い
る
べ
き
と
考
え

る
。
現
在
の
（
改
訂
素
案
の
）
記
述
で
は
換
算
に
つ
い
て
制
限

が
無
い
よ
う
に
読
め
て
し
ま
う
た
め
問
題
が
あ
る
。
 

9 
委

員
 

資
料

2-
2-
2 

 A
-1
  

 A
.2
.1
 

 
（

不
確

か
さ
に

つ
い
て

）
 

メ
ー
カ
ー
か
ら
点
検
の
際
に
不

確
か

さ
の

値
が
出

て
来
る
と

思
う

が
、

こ
の
式
が
一
般
式
な
の
か
。
 

A.
2.

2 
の
最
初
の
式
は
均
等
分

布
を

想
定

し
て
い

る
と
思
わ

れ
る

が
、

こ
の
式
は
自
己
吸
収
後
の
γ
線

が
均

等
で

あ
る
場

合
に
は
有

効
で

あ
る

が
、
こ
の
場
合
に
は
使
用
で
き

な
い

の
で

は
な
い

か
。
 

A.
3.

9
の
サ
ム
補
正
の
不
確
か

さ
は

試
料

の
条
件

に
よ
り
変

わ
る

の
で

は
。
 

A.
3.

3 
の
幾
何
条
件
の
不
確
か

さ
算

出
方

法
で
あ

る
が
、
10

回
の

測

定
で
ば
ら
つ
く
と
は
思
え
な
い

た
め

、
管

理
範
囲

を
設
定
し

、
最

も
ず

れ
た
条
件
か
ら
適
切
な
分
布
を

用
い

て
不

確
か
さ

を
算
出
す

べ
き

。
 

計
数
誤
差
と
の
言
葉
は
不
適
切

で
は

な
い

か
。
 

事
務

局
 

不
確
か
さ
の
算
出
方
法
及
び
引
用
文
献
に
つ
い
て
引
き
続
き
検

討
。
 

「
計
数
誤
差
」
は
、
「
計
数
に
係
る
不
確
か
さ
」
等
の
表
現
に

修
正
す
る
。
 

10
 
委

員
 

資
料

2-
2-
2 

序
論
で

 N
o.
15
「

緊
急

時
に

お
け
る

放
射
性

ヨ
ウ

素
測

定
法
」
に
つ
い
て
言
及
が
あ
る

が
、

No
.4
「

放
射

性
ヨ
ウ
素

分
析

法
」

の
方
が
関
連
が
深
く
、
こ
ち
ら

を
取

り
上

げ
る
べ

き
で
は
。

 

事
務

局
 

No
.
4
に
言
及
す
る
よ
う
に
修
正
す
る
。
 

11
 
委

員
 

7-
2 
の
※
2
で
、
「
過
小
評
価

を
避

け
る

」
は
緊

急
時
の
考

え
方

で
あ

り
、
本
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
平
常
時

を
対

象
と

し
て
も

の
で
あ
る

た
め

、
正

確
な
定
量
を
ど
う
し
た
ら
良
い

の
か

に
重

点
を
置

く
べ
き
。

 

事
務

局
 

緊
急
時
に
特
化
し
た
よ
う
な
記
述
は
避
け
、
原
則
と
し
て
平
常

時
対
応
の
内
容
を
記
述
す
る
よ
う
に
修
正
す
る
。
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12
 
委

員
 

活
性
炭
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
を
そ
の

ま
ま

測
定

し
て
定

量
す
る
た

め
に

は
同

じ
形
状
の
線
源
が
必
要
と
な
る

が
、

カ
ー

ト
リ
ッ

ジ
に
は
イ

オ
ン

交
換

樹
脂
が
使
わ
れ
て
お
り
、
低
エ

ネ
ル

ギ
ー

γ
線
を

カ
ッ
ト
す

る
た

め
の

金
属
膜
も
組
み
込
ま
れ
て
い
る

た
め

、
同

じ
形
状

の
線
源
を

作
製

す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
場
合
に
利
用
で
き

る
手

法
と

し
て
、

Ef
fi
ci
en
cy
 

Tr
an

sf
er

に
つ
い
て
は
期
待

し
て

い
る

。
 

事
務

局
 

活
性
炭
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
の
測
定
条
件
に
対
し
て
、

E
f
f
i
ci
e
n
c
y
 

Tr
a
n
s
f
e
r
 は

問
題
な
く
適
用
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

13
 
委

員
 

改
訂
案
作
成
の
基
本
方
針
と
し

て
、

「
ス

ペ
ク
ト

ル
解
析
の

詳
細

な
手

法
ま
で
を
細
か
く
規
定
す
る
こ

と
は

行
わ

な
い
」

に
は
賛
成

で
あ

る

が
、
資
料
と
し
て
図
な
ど
は
残

し
て

も
ら

い
た
い

。
 

事
務

局
 

現
状
使
わ
れ
て
い
る
基
本
的
な
手
法
に
つ
い
て
は
、
資
料
と
し

て
残
す
予
定
。
ま
た
、
実
際
の
試
料
で
測
定
さ
れ
た
ス
ペ
ク
ト

ル
例
等
に
つ
い
て
は
、
解
説
と
し
て
掲
載
予
定
。
 

14
 
委

員
 

本
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
学
生
が
教
科

書
的

な
使

い
方
を

す
る
こ
と

も
想

定
さ

れ
る
た
め
、
式
に
用
い
る
記
号

、
文

字
は

統
一
す

る
こ
と
。

 

事
務

局
 

全
体
を
通
し
て
矛
盾
が
な
い
よ
う
に
修
正
す
る
。
 

15
 
委

員
 

資
料

2-
2-
2 

 5
.2
 
の
測
定
対

象
エ

ネ
ル

ギ
ー
範

囲
に
つ
い

て
、

低
エ

ネ
ル
ギ
ー
側
へ
の
言
及
が
な
い

が
、

現
在

は
低
エ

ネ
ル
ギ
ー

領
域

ま
で

測
定
で
き
る

Ge
検
出
器
が
あ

る
た

め
、

低
エ
ネ

ル
ギ
ー
を

ど
う

扱
う

の
か
を
教
え
て
ほ
し
い
。
 

 
 

 
 

16
 
委

員
 

低
エ
ネ
ル
ギ
ー
領
域
の
測
定
で

実
際

に
行

っ
て
い

る
の
は
、

LE
PS

で

I-
12

9（
20
ke

V
）
, 
Am

-
24
1(
60
ke
V)

で
あ

る
。
n
型

検
出

器
で

あ
れ

ば
3k

eV
付
近
ま
で
測
定
可
能

で
あ

る
が

、
通
常

測
定
対
象

と
す

る
の

は
60

ke
V
程
度
以
上
と
思
わ
れ

る
。
 

 
 

 
 

17
 
オ

ブ
ザ

ー
バ
 

低
エ
ネ
ル
ギ
ー
側
は
自
己
吸
収

の
寄

与
が

大
き
く

な
る
た
め

校
正

は
難

し
く
な
る
。
ま
た
、

X
線
と
の

サ
ム

が
顕

著
に
な

り
、
サ
ム

補
正

が
必

須
と
な
る
。

Ce
-1
39

は
n
型

検
出

器
で

サ
ム
効

果
を
起
こ

す
ケ

ー
ス

が
多
い
。
 

事
務

局
 

参
考
資
料

 2
-1
 
p
22
 
(
I
S
O2
0
0
4
2
）
に
は
、

6
0
ke
V
以
下
に
つ
い

て
は
標
準
線
源
と
の
比
較
測
定
を
行
う
よ
う
に
書
か
れ
て
い

る
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
記
述
と
し
て
は
こ
の
あ
た
り
が
妥
当
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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18
 
委

員
 

資
料

2-
2-
1
の
記
述

 
「
ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

が
採
用

す
る
解
析

手
法

の
選

択
は
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
作
成
者

の
責

任
と

す
る
」

に
つ
い
て

、
本

文
に

記
載
す
る
の
か
。
 

事
務

局
 

考
え
方
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
文
章
自
体
は
マ
ニ
ュ

ア
ル
案
に
は
記
述
し
な
い
。
 

19
 
委

員
 

自
治
体
で
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を

限
定

す
る

た
め
に

仕
様
書
上

で
縛

り
を

か
け
た
い
場
合
は
ど
の
よ
う
に

記
述

す
べ

き
か
 

事
務

局
 

特
定
条
件
下
で
ト
レ
ー
サ
ブ
ル
な
線
源
を
測
定
、
解
析
し
て
妥

当
な
結
果
が
得
ら
れ
る
こ
と
、
等
の
条
件
を
付
け
る
こ
と
は
可

能
で
あ
る
が
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
詳
細
な
条
件
を
記
載
す
べ
き
で

は
な
い
と
考
え
る
。
 

20
 
委

員
 

資
料

2-
2-
2 

参
考
資
料

1-
1
に

つ
い
て

、
物
質

中
で
の
γ

線
の

減
弱

に
お
い
て
、

10
0k

eV
以
下
は

コ
ヒ

ー
レ

ン
ト
散

乱
を
考
慮

し
て

計
算

し
な
い
と
結
果
が
合
わ
な
い
の

で
、

注
意

書
き
等

が
必
要
と

考
え

ら
れ

る
。
 

事
務

局
 

記
載
内
容
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
。
 

21
 
委

員
 

資
料

2-
2-
2 

p7
-p
9
で
ピ
ー
ク

サ
ー

チ
感

度
が
書

か
れ
て
い

る
が

、
ピ

ー
ク
サ
ー
チ
に
関
す
る
説
明
が

な
い

の
で

意
味
が

分
か
ら
な

い
。

文
章

中
に
書
く
場
合
は
、
「
不
検
出

を
減

ら
す

た
め
に

過
剰
気
味

に
設

定
」

等
と
記
述
し
た
方
が
分
か
り
や

す
い

の
で

は
な
い

か
。
 

事
務

局
 

記
載
方
法
を
検
討
す
る
。
ピ
ー
ク
サ
ー
チ
の
説
明
に
つ
い
て
は

簡
略
化
し
た
も
の
を
解
説
ま
た
は
資
料
と
し
て
掲
載
す
る
こ
と

も
検
討
。
 

22
 
委

員
 

資
料

2-
2-
2 

p7
-p
13

 
 
ラ

ン
ダ

ム
サ

ム
ピ
ー

ク
の
記
載

が
あ

る

が
、
平
常
時
の
測
定
で
ラ
ン
ダ

ム
サ

ム
ピ

ー
ク
が

検
出
さ
れ

る
こ

と
は

通
常
あ
り
得
な
い
の
で
不
適
切

で
は

な
い

か
。
 

事
務

局
 

平
常
時
に
は
不
要
な
記
述
と
思
わ
れ
る
の
で
削
除
す
る
。
 

23
 
委

員
 

検
出
下
限
値
の
計
算
で
、

Co
op
er

法
と

IS
O1
19
29

の
記
載

に
つ

い

て
、
取
扱
い
、
使
い
分
け
に
つ

い
て

記
述

す
べ
き
 

（
不
確
か
さ
を
評
価
し
な
け
れ

ば
Co
op
er

法
と
一

致
す
る

 
等

）
 

事
務

局
 

下
限
値
の
取
扱
い
の
記
載
は
今
後
検
討
。
 

24
 
委

員
 

資
料

2-
3-
1
に
つ
い
て
、
河
底

土
、

海
底

土
を
採

取
す
る
際

に
は

試
料

の
深
さ
を
記
録
す
る
こ
と
を
記

述
す

べ
き

。
ま
た

、
乾
燥
す

る
の

で
あ

れ
ば
含

水
率
の
記
載
も
推
奨
し

た
方

が
良

い
。
 

事
務

局
 

「
採
取
す
る
際
に
試
料
深
さ
を
記
録
」
す
る
旨
を
記
載
す
る
。

ま
た
、
含
水
率
に
つ
い
て
も
記
載
す
る
。
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25
 
 
 

放
射
性
ヨ
ウ
素
の
容
器
内
壁
へ

の
吸

着
に

つ
い
て

、
デ
ー
タ

と
し

て
示

せ
る
か
。
 

事
務

局
 

昨
年
度
実
施
し
た
検
討
実
験
で
は
、
塩
化
ビ
ニ
ー
ル
の
内
袋
で

は
半
分
ほ
ど
吸
着
し
た
が
、
チ
オ
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
添
加
し

た
と
き
は
吸
着
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
本
年
度
、
添
加
時
期
と

方
法
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
予
定
。
 

26
 
委

員
 

資
料

2-
3-
2 

p1
6 

雪
の
採
取

に
つ

い
て

、
粒
子

が
含
ま
れ

る
場

合
が

あ
り
、
こ
の
手
法
で
小
分
け
し

て
測

定
す

る
と
過

小
評
価
に

な
る

恐
れ

が
あ
る
の
で
記
載
内
容
は
注
意

し
て

ほ
し

い
。
 

事
務

局
 

マ
ニ
ュ
ア
ル
原
案
作
成
の
際
に
検
討
事
項
と
す
る
。
 

27
 
委

員
 

試
料
の
長
期
保
存
の
考
え
方
に

つ
い

て
、

旧
指
針

で
は
 

①
平
常
時
：
操
業
前
は
全
量
保

管
、

操
業

後
は
５

年
程
度
保

存
 

②
緊
急
時
：
将
来
評
価
に
役
立

つ
も

の
は

保
存
 

と
な
っ
て
い
る
が
、
緊
急
時
の

採
取

法
マ

ニ
ュ
ア

ル
に
は
、

保
存

の
考

え
方
や
整
理
の
仕
方
に
つ
い
て

ま
で

記
載

し
て
ほ

し
い
。
ま

た
、

緊
急

時
か
ら
平
常
時
へ
の
タ
イ
ミ
ン

グ
に

つ
い

て
も
記

載
し
て
ほ

し
い

。
 

事
務

局
 

試
料
の
長
期
保
存
に
つ
い
て
は
、
事
故
の
大
き
さ
や
保
存
の
キ

ャ
パ
シ
テ
ィ
、
試
料
の
腐
敗
等
に
応
じ
て
異
な
っ
て
く
る
た

め
、
考
え
方
を
留
意

点
に
入
れ
る
方
針
で
考
え
て
い
る
。
 

緊
急
時
（
初
期
・
中
期
・
復
旧
期
）
と
平
常
時
の
切
替
が
ま
だ

定
ま
っ
て
い
な
い
が
、
あ
る
程
度
想
定
し
な
が
ら
、
記
載
で
き

る
範
囲
で
記
載
し
た
い

。
 

28
 
委

員
 

測
定
法
シ
リ
ー
ズ
に
は
似
た
よ

う
な

マ
ニ

ュ
ア
ル

が
複
数
あ

り
、

利
用

者
が
混
乱
し
な
い
よ
う
に
す
べ

き
と

思
わ

れ
る
。

可
能
な
範

囲
で

解
説

や
前
書
き
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
位

置
づ

け
等

を
記
載

し
て
ほ
し

い
。
 

 
 

 
 

29
 
委

員
 

水
試
料
へ
の
薬
品
添
加
に
つ
い

て
、

厚
生

労
働
省

の
マ
ニ
ュ

ア
ル

で
は

特
に
何
も
添
加
し
な
い
と
さ
れ

て
い

た
が

、
考
え

方
は
ど
の

よ
う

に
な

っ
て
い
る
か
。
 

事
務

局
 

断
片
的
に
は
把
握
し
て
い
る
が
、
詳
細
に
つ
い
て

は
現
在
調
べ

き
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。
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令和元年度 第 3回放射能測定法シリーズ改訂検討委員会要旨 

 

1. 日時 令和 2年 1月 7日（火） 13:25～16:10 

2. 場所 航空会館 B101 会議室 

3. 出席者(敬称略) 

委員長 中村尚司 国立大学法人東北大学 

委員 阿部琢也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

 阿部幸雄 福島県環境創造センター 

 乙坂重嘉 国立大学法人東京大学 

 木村芳伸 青森県原子力センター 

 三枝純  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

 玉柿励治 福井県原子力環境監視センター 

 細見健二 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

 柚木彰  国立研究開発法人産業技術総合研究所 

 長尾誠也 国立大学法人金沢大学（欠席） 

 

原子力規制庁 小此木裕二企画官、二宮久課長補佐、武藤保信解析評価専門官、 

斎藤公明技術参与、松田秀夫解析評価専門官（欠席） 

オブザーバー セイコー・イージーアンドジー㈱（板津英輔、阿部敬朗）、 

 ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ㈱（武藤儀一、酒井国博) 

事務局    公益財団法人 日本分析センター 

 川原田、磯貝、太田、前山、伴場、豊岡、鈴木、宮田 

 

4. 議題 

（1）第 2回放射能測定法シリーズ改訂検討委員会要旨について 

（2）「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」の改訂案について 

（3）「緊急時における環境試料採取法（新規）」の検討状況について 

（4）「緊急時における放射性ストロンチウム分析法」改訂案の修正について 

 

5. 配付資料 

資料 3-1  令和元年度第 2回放射能測定法シリーズ改訂検討委員会要旨（案） 

資料 3-2-1 放射能測定法シリーズ No.7「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線 

スペクトロメトリー」改訂案について 

資料 3-2-2 「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」改訂案 

 資料 3-2-3 改訂案に関するコメントと対応 

 資料 3-2-4 Ｇｅ半導体検出器の検出可能レベル  

資料 3-3-1 緊急時における環境試料採取法の現状調査について 

資料 3-3-2 福島県における緊急時モニタリングに関する現地調査報告 

資料 3-3-3 東京電力福島第一原子力発電所事故直後における状況を踏まえた緊急時試料

採取法検討に際しての意見 
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資料 3-3-4 海外のマニュアルにおける試料採取法について 

資料 3-3-5 「緊急時における環境試料採取法（新規）」の検討状況について 

資料 3-3-6 「緊急時における環境試料採取法（新規）」の作成の方向性について（案） 

資料 3-4  「緊急時における放射性ストロンチウム分析法」改訂案の修正について 

参考資料    放射性核種の測定容器壁への吸着状況の検討結果 

（平成 30年度第４回委員会資料 4-3） 

常備資料 

緊急時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料） 

放射能測定法シリーズ 

  ・No.7  ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー 

・No.16 環境試料採取法

6. 議事概要

（1）令和元年度第 2回放射能測定法シリーズ改訂検討委員会要旨について

事務局より資料 3-1 に基づいて説明があり、承認された。

（2）「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」の改訂案について 

1)事務局より、資料 3-2-1、3-2-2、3-2-3、3-2-4に基づき「ゲルマニウム半導体検出器

によるガンマ線スペクトロメトリー」の改訂案について説明があった。

2)委員より、機器調整はマニュアルの対象である実務担当者が行う範囲に含まれている

か、またマニュアルに記載する範囲に含まれているかとの質問があり、事務局から、

機器調整は実務担当者が行う範囲に含まれている、現行マニュアルと比較すると調整

する範囲が減っており、簡単な手順で十分な精度が得られると考える、との回答があ

った。さらに手順の記述については、事務局より、以前使われていた NIMモジュール

などでは比較的共通な操作手順があったが、現在はメーカー毎に手順が異なり、また

専用のソフトウェアの操作が主体となるため、基本的な事項の記述のみにとどめた、

との説明があった。

3)委員より、トレーサビリティのチェーンは換算係数が計算に使われた際に必ずしも切

れるとは限らず、十分な説明または不確かさへの影響が十分に小さい場合は維持され

るとの指摘があった。

4)委員より、本文についての意見があった。これらの意見はメールにて事務局に送るこ

ととなった。

5)委員より、本文第 2章の「用語の解説」の内容を実務担当者向けに整理した方がよい

との意見があった。

6)委員より、解説の結論の付け方として、検討結果の紹介の他にマニュアル本文の要求

と関連付ける書き方もあるとの意見があった。

7)委員より、ピーク効率を求めるときは標準線源を使うとの位置付けであっているか確

認があり、事務局よりマニュアルの本文には、ピーク効率を求めるときは線源を使用

すると記載するとの回答があった。
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8)委員より、他のマニュアルで参照している部分について削除しないよう注意してほし

いとの意見があり、事務局から、該当する部分については資料の方に記述を残すとの

回答があった。 

9)委員より、改訂案のコメントについて、コメントした人と個別に相談などのやり取り

をするのかとの質問があり、事務局から、対応については個別に連絡する予定である

との回答があった。さらに、これに関連し、事務局より、コメントした委員の名前を

一覧に記載した方がよいかとの質問があり、議論の結果、一覧には委員名を記載する

こととなった。 

10)委員より、解説での不確かさ評価について、本文中に不確かさの使い方を追加すべき

との意見があった。 

 

（3）「緊急時における環境試料採取法（新規）」の検討状況について 

事務局より、資料 3-3-1～3-3-5に基づき「緊急時における環境試料採取法」の検討状

況について説明があった。 

1) 委員より、マニュアルの対象試料から、大気浮遊じんを外した理由について質問があ

り、事務局より、来年度に新たなマニュアルで大気浮遊じんの検討を開始するため、

このマニュアルでは対象外としたとの回答があった。 

2) 委員より、チオ硫酸ナトリウムを添加した試料を用いて、セシウム、ヨウ素の両方を

測定するという理解でよいかとの質問があり、事務局より、チオ硫酸ナトリウムを添

加した試料を測定して短期保存を、塩酸を入れた方で長期保存を行うとの回答があっ

た。 

3) 委員より、測定用の試料に塩酸を加えて長期保存用にするのではなく、試料をはじめ

から測定用と保存用に分けないといけないのかとの質問があり、事務局から、現時点

では２つの容器に分ける方針で考えており、作業効率については今後の議論によると

の回答があった。 

4) 委員より、緊急時の採取方法について、土壌以外に緊急時と平常時で取り扱いが異な

る試料があるのかとの質問があり、事務局から、採取方法自体は変わらないが、緊急

時の特殊性として、作業効率や簡便さなどの留意点を記載したいとの回答があった。 

5) 委員より、試料に関する記録の項目が追加されているが、緊急時の採取法ということ

で追加されたのかとの質問があり、事務局より、緊急時の採取法に関連するというこ

とよりかは No.16 が改訂されてから時間が経過したことから最新の内容を追加したた

めであるとの回答があった。 

6) 委員より、限られたリソースの中でどこをフォーカスするか何を目的に応じた優先順

位をマニュアルに記載すべきとの意見があった。 

7) 委員より、採取した地点について、どこで採取したかの記録を写真等で記録するとよ

いとの意見があり、事務局より、分布調査において写真及び GPSで測定地点を記録し

ている事例を紹介したいとの回答があった。 

8) 原子力規制庁より、分布調査ではタブレット PCで写真や緯度経度を含めた全情報を

記録・送信できるシステムを利用しており、手書きのものよりは正確さや効率の点で
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有用なため、このような観点での記載もあるとよいとの意見があり、事務局より、こ

のような機器については紹介したいとの回答があった。 

9) 委員より、東電事故時の反省点について、何か反映した方がよいではとの意見があ

り、事務局より、直接試料採取に関係しない部分もあるが、留意点として書ける部分

は記載したいとの回答があった。 

 

事務局より、資料 3-3-6に基づき、「緊急時における環境試料採取法」の作成の方向性

について説明があった。 

10)委員より、モニタリング計画の企画者についても、マニュアル対象者も含めるべきで

はないかとの意見があり、事務局より、モニタリング計画の企画者についても対象者

として含め、マニュアルの記載内容としては現場目線の内容を記載するつもりである

との回答があった。 

  11)委員より、項目として挙げられた「対象試料の選定」を入れる場合はマニュアルの対

象者にモニタリング計画の立案者を入れるべきとの意見があり、事務局より、構成も

含め、検討したいとの回答があった。 

  12)委員より、地方自治体の工夫された施設や有用な知見を補足資料や付録等に盛り込ん

でほしいとの意見があり、事務局より、マニュアルに記載すべき情報については提供

してほしいとの回答があった。 

  13)委員より、中期・復旧期に関して論点を整理して入れる予定かとの質問があり、事務

局より、平常時の試料採取法に近づいていく段階の留意点を盛り込む方針であるとの

回答があった。 

  14) 委員より、試料採取法の方針としては中期・復旧期を視野に入れつつ、緊急時のデ

ータを安全に出すことを最優先とする方向であっているかとの質問があり、事務局よ

り、マニュアルの No24では試料毎に短期保存と長期保存を記載しているため、これ

に合わせた形で長期的な部分を視野に入れながら緊急時の対応を記載したいとの回答

があった。 

  15)委員より、採取法はγ線スペクトロメトリーに限定したものか、他のものも対象とす

るか教えてほしいとの質問があり、事務局より、γ線スペクトロメトリーに限定しな

いが、委員からのご意見もあるようにトリチウム分析など、少し拡大した部分までは

含めたいとの回答があった。 

  16)委員より、マニュアルの対応範囲に関する考え方は前書きに記載した方がよいとの意

見があった。 

  17)委員より、旧安全委員会の緊急時モニタリング指針にある、第 1段階のモニタリング

では住民の防護対策を判断するもの、第 2段階ではより精度よくモニタリングをする

もので平常時の手法とほとんど変わらないものはとなるが、今回のマニュアルは住民

の防護対策を判断するためのモニタリングという位置付けかとの質問があり、事務局

より、緊急時の特殊性を盛り込む方針であり、補足参考資料との関連があり、中期、

復旧期の部分については要点としてまとめたいとの回答があった。 

  18)委員より、今回のマニュアルは、中期でも線量が高い試料の採取にも対応できるとい

うイメージでよいか確認があり、事務局より、その通りとの回答があった。 

84



 

（4）「緊急時における放射性ストロンチウム分析法」改訂案の修正について 

事務局より、資料 3-4に基づき、現状について説明があった。 

 1) 委員より、IAEAの報告書が遅れている理由は分析方法の内容に問題があるのではな

く、報告書作成に時間がかかっているためか、との確認があり、事務局より、IAEA

に確認を取ったところ、分析内容は問題ないが、まとめで時間がかかっているとの

ことだった、と回答があった。 

（5）その他 

事務局より、今後の予定について連絡があった。 

1) No7 については、コメントをメールにて 1月 21 日までに送ってほしいとの依頼が

あった。また、そのコメントを反映させた改訂案を 2月中旬に各委員に送るとの連

絡があった。その後、第 4回委員会を 3月 4日に予定している旨の連絡があった。 

2) 委員より、No7 に関して、2月中旬以降に改訂案にコメントすべき点があった場合

はどのようにすればよいか質問があり、事務局より、その場合は再度コメントをし

てほしいとの回答があった。 

3) 委員より、No7 に関して、技術検討チームからのコメントの扱いはどうなっている

か質問があり、事務局より現在対応中で、後ほど配るとの回答があった。 

 

以上 
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令和元年度 第 4回放射能測定法シリーズ改訂検討委員会（メール会合）要旨 

1. 日時 令和 2年 3月 4日（水）～3月 11日（水）

2. 出席者(敬称略)

委員長 中村尚司 国立大学法人東北大学 

委員 阿部琢也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

阿部幸雄 福島県環境創造センター 

乙坂重嘉 国立大学法人東京大学

木村芳伸 青森県原子力センター 

三枝純  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

玉柿励治 福井県原子力環境監視センター 

細見健二 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

柚木彰  国立研究開発法人産業技術総合研究所 

長尾誠也 国立大学法人金沢大学 

原子力規制庁 小此木裕二企画官、二宮久課長補佐、武藤保信解析評価専門官、 

斎藤公明技術参与、松田秀夫解析評価専門官 

事務局    公益財団法人 日本分析センター 

磯貝、太田、前山、伴場、豊岡、鈴木、宮田 

3. 議題

（1）第 3回放射能測定法シリーズ改訂検討委員会要旨について

（2）「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」の改訂案について

（3）「緊急時における環境試料採取法（新規）」の検討状況について

（4）「緊急時における放射性ストロンチウム分析法」改訂案の修正について

4. 配付資料

資料 4-1  令和元年度第 3回放射能測定法シリーズ改訂検討委員会要旨（案） 

資料 4-2-1 放射能測定法シリーズ No.7「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線 

スペクトロメトリー」改訂案について

資料 4-2-2 「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」改訂案 

資料 4-2-3 改訂案に関するコメントと対応 

資料 4-2-4 測定法 No7 改訂案に係る外部専門家からのコメントと対応 

資料 4-3-1  緊急時における環境試料採取法に関する放調協からのご意見について 

資料 4-3-2  「緊急時における環境試料採取法（新規）」の作成の方向性について（案） 

資料 4-3-3  緊急時における試料採取法の考え方について 

資料 4-4  「緊急時における放射性ストロンチウム分析法」改訂案の修正について 

5. 議事概要

（1）令和元年度第 3回放射能測定法シリーズ改訂検討委員会要旨について

審議の結果、承認された。

（2）「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」の改訂案について 

改訂案に対して委員からコメントがあり、対応結果及びコメントを反映させた改訂案

の修正版を各委員に送付することとした。 
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（3）「緊急時における環境試料採取法（新規）」の検討状況について 

1)「緊急時における環境試料採取法（新規）」の作成の方向性について

委員より、以下の意見があり、一部修正することとした。

① マニュアル作成の方向性や考え方が分かりやすく整理されている。

② 試料採取に係る教訓を、事故を経験していない将来の実務者に多く伝えること、緊急

時マニュアルとして簡潔に記載すること、両者のバランスをとることが必要である。

③ 東電事故対応に重きを置きすぎて将来の事故時に、「使いにくい」と思われないよう、

様々な事故（JCO 事故等含む）に適用可能な、汎用性（MARLAP、FRMAC、IAEA ガイドラ

インに共通する事項を含む）をある程度持たせる必要がある。

④ 特に土壌と飲食物が重要だと整理しているが、基本方針や構成案の中ではその重要性

が強調されているように見えない。これらの記載を充実させていくというような方針

をしっかりと打ち出してはどうか。

⑤ 必要要件に、相互汚染防止対策についても柱として加え、要員の安全対策（地震、津

波等での身を守る対策など)についても加える必要がある。（複合災害を想定しておく

必要があるため。）

⑥ 緊急時は、防汚、除染対策が通常時以上に求められるので、作成するマニュアルに試

料ごとに記載したページに項目を設けてもよいのではないか。

⑦ 緊急時は発生する汚染物（ワイパー等）の処理量も制限されることが予想される。廃

棄物の発生量の低減も考慮すべきであり、可能な範囲で、その方法や工夫についても

記載があるとよい。

⑧ 調査・分析等に伴い生じた汚染を伴う廃棄物の取扱いについて言及することが必要。

⑨ 実施項目が 1)環境試料、2)大気、3)線量率の順で記載されているが、原子力災害対策

指針では最優先すべきは線量率とされており、補足参考資料でも順序は 3)、2)、1)で

ある。補足参考資料に合わせた方が良い。

2)緊急時における試料採取法の考え方について

委員より、以下の意見があり、マニュアル作成時に対応することとした。

① 現地での作業時間を短くするため、防護服等の着用訓練の実施と同様に、採取方法に

ついても平常時から訓練すること、また、出発前に作業内容を確認することを追加し

てはどうか。

② 防護具の着用については、今後の文章化の中でポイントを図解した方が良い。

③ 本部から要員への適切な情報提供（指示）を追加していただきたい。（事故進展、ベン

ト等の情報は要員の安全確保及び被ばく低減に重要なことであるため）

④ 「汚染範囲内での飲食・喫煙の禁止」については、被ばく低減対策としてはそのとお

りであるが、現実には熱中症予防対策が優先する場面もあり、一律とするのではなく、

やむを得ない場合は屋外ではなく車内で摂取するなどとした方がよい。

⑤ 繰り返し使用する器具類については、「採取地点付近で洗浄」とあるが、「その都度洗

浄」でよいのではないか。

⑥ 「運転員の専任」とあるが、必要性がよくわからない。

⑦ 「汚染検査の実施」とあるが、使用資機材の汚染検査としては、調査開始前の点検に

合わせて、調査に供する複数のサーベイメータを同じ場所で突き合わせ、異常な値を

示すものを発見し、養生や機器の交換を行うか、定期的に養生を交換することが現実

的。
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⑧ 試料採取に関する情報として測位や写真撮影などによる記録の扱いはどうしていくか

方針を示すべき。 

⑨ 飲料水の採取場所の欄で、「屋外に出ることなく採取可能な場所」としているが、現実

に難しい地点もあるので、「・・が望ましい」程度にしておいた方がよい。 

⑩ 表中、河川水の採取場所の欄で「河川の特異的な場所」は具体例で記載した方がよい。 

⑪ 緊急時モニタリングではモニタリングの経験や実験的経験が少ない者が採取を行う可

能性が高いため、試料採取時点での塩酸や硝酸の添加については、迅速性や労働安全

衛生面よりも正確性を優先すべきなのかよく検討すべき。 

⑫ 迅速性よりも正確性を優先することとなった場合は、保持担体等を試料採取時点で添

加することについて検討すべき。 

 

（4）「緊急時における放射性ストロンチウム分析法」改訂案の修正について 

  資料 4-4に基づいて現状について説明があった。本年度は IAEA から放射性ストロンチ 

  ウム迅速分析法に関する報告書が公表されなかったため、当該改訂案の修正は実施しな 

いこととなった。 
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表 参考2-1　東京電力福島第一原子力発電所事故後に環境モニタリングの実施状況（土壌）（1／2）

G
P
S

M
A
P

G
R
A
P
H

空
間
線
量

I-131

C
s-134

C
s-137

A
g-110m

T
e-129

m

S
r-89

S
r-90

H
-3

P
u-238

P
u-239+240

そ
の
他
核
種

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月

11月

12月

1月 2月 3月

Cs137 5.70E+06 9.70E+03

I129 5.00E+01 7.20E-04

I131 2.70E+04 6.70E+00

2 放射性物質の分布状況等調査によるプルト
ニウムの分析結果

文部科学省、原子力規制庁による放射性物質の分布状況等調査において、平
成23年度から平成25年度にかけて実施された、プルトニウムの沈着量の測定結
果を基に作成した。

文部科学省, 原
子力規制庁

H23年度 -
H25年度

62 Pu239+240 Bq/kg 1.90E+01 ND ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cs137 4.30E+05 3.90E+01

I131 7.40+E05 ND

Cs137 3.80E+05 ND

I131 1.00+E06 ND

Cs137 2.90E+06 ND

I131 2.50E+06 ND

Sr89 1.70E+02 ND

Sr90 1.30E+02 ND

Pu238 2.20E+00 ND

Cs137 4.80+E05 9.00+E02

I131

Pu238 1.40E-01 ND

Cs137 1.00+E04 1.70+E01

Cs137 1.50E+07 5.90E+02

I131 5.50+E04 ND

Cs137 1.60E+04 ND

I131 3.00+E04 ND

Cs137 8.60E+05 2.70E+02

I131 1.40+E06 2.50+E03

Sr89 2.60+E02 1.50+E01

Sr90 3.20E+01 1.80E+00

13 放射性物質の分布状況等調査によるモデ
ル地域で採取された土壌中の放射性物質
の深度分布

福島県伊達郡川俣町山木屋地区周辺の森林、畑地及び草地等における、土壌
中の放射性セシウムの深さ方向の放射性物質の放射能濃度の変化傾向を確認
するため、平成23年度から平成25年度にかけてスクレーパープレート法による調
査を実施した。

文部科学省, 原
子力規制庁

H23年度 -
H25年度

9 Cs137 Bq/kg 1.40E+05 2.40E+04 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 放射性物質の分布状況等調査によるスク
レーパープレートを用いた土壌中における
放射性セシウムの深度分布

本データの作成にあたって、福島第一原発から80 km圏内を中心に網羅的に放
射性セシウムの深度分布の状況を確認するため、IAEAにより標準的な深さ方向
の土壌試料採取法と認められているスクレーパープレートを利用して、深度別の
土壌試料を採取し、放射性セシウムの深度分布を調査した。

文部科学省, 原
子力規制庁

H23年度 -
H28年度

84 Cs137 Bq/kg 4.00E+04 1.70E+02 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 放射性物質の分布状況等調査によるヨウ素
の放射能濃度分析

本データは、ヨウ素129とヨウ素131の沈着量の相関があるかを調べ、この相関関
係を基に、ヨウ素129の沈着量からヨウ素131の沈着量を推定することができるか
検討することを目的として作成された。

調査概要 H23年 H24年

実施期間
H23年度試

料数
主要核種 単位 最大値 最小値No. 調査タイトル 概要 実施機関

○ ○
文部科学省, 原
子力規制庁

H23年度 -
H25年度

82 Bq/m2 ○ ○ ○ ○ ○

3 土壌モニタリングの測定結果 本データは原子力規制庁が運営する放射線モニタリング情報ポータルサイトに
おいて公開されている、ダストサンプリング、環境試料及び土壌モニタリング実施
結果をもとに作成した。 土壌モニタリングの測定は平成23年3月～平成29年10
月にかけて実施された。

文部科学省, 原
子力規制庁

H23.3-
H29.10

1777 ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○Bq/kg ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○

文部科学省 H23.4-H28.1 14 Bq/kg ○ ○

4 東京電力株式会社福島第一原子力発電所
の20km圏内の土壌中放射性物質濃度測定
結果

本データは原子力規制庁が運営する放射線モニタリング情報ポータルサイトに
おいて公開されている、東京電力株式会社福島第一原子力発電所20 km圏内の
測定結果（土壌など）のうち、土壌中放射性物質濃度の測定結果をもとに作成し
た。 測定は平成23年4月より現在まで継続的に実施されている。

○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Bq/kg ○ ○ ○ ○ ○

5 環境試料モニタリングの測定結果 本データは原子力規制庁が運営する放射線モニタリング情報ポータルサイトに
おいて公開されている、ダストサンプリング、環境試料及び土壌モニタリング実施
結果をもとに作成した。 環境試料モニタリングの測定は平成23年3月～平成28年
9月にかけて実施された。

文部科学省, 原
子力規制庁

H23.3-H28.9 3194 ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

文部科学省
H24.1.13換
算

63 Bq/m2 ○ ○

6 東日本で採取された土壌試料のストロンチ
ウム89,90の分析結果

本データは、文部科学省による「福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質
の第二次分布状況等に関する調査研究」において行われた、ストロンチウム89、
ストロンチウム90の沈着量の測定結果を基に作成した。 ○ ○○○ ○ ○

○ ○ ○Bq/m2 ○ ○ ○

7 福島県における土壌の放射線モニタリング
調査結果

本データは原子力規制庁が運営する放射線モニタリング情報ポータルサイトに
おいて公開されている福島県における土壌の放射線モニタリング調査結果をもと
に作成した。東京電力福島第一原子力発電所事故発生前後における県内の土
壌中放射性プルトニウムの沈着量の変化を把握することを目的とし、平成23年7
月～10月に試料採取が行われたものである。本データは、Bq/kg乾土への換算
は行っていない。

福島県
H23.8-
H23.10

48 ○ ○ ○○ ○

8 福島県における土壌（乾土）の放射線モニタ
リング調査結果

○ ○ ○

本データは原子力規制庁が運営する放射線モニタリング情報ポータルサイトに
おいて公開されている福島県における土壌の放射線モニタリング調査結果をもと
に作成した。東京電力福島第一原子力発電所事故発生前後における県内の土
壌中放射性プルトニウムの沈着量の変化を把握することを目的とし、平成23年7
月～10月に採取された試料を対象に実施した測定結果である。本データは
Bq/kg乾土に換算されたものである。

福島県
H23.8-
H23.10

48 Bq/kg ○

ND

○ ○ ○○○ ○

2181 Bq/m2

9 福島県及び近隣県の2,200箇所で採取され
た土壌試料の核種分析結果

本分析結果は、単位面積(m2)あたりに存在する放射能量(Bq)「沈着量」を示して
いる(深さ5 cm)。
土壌試料採取においては、採取地点の環境放射線強度や採取スケジュールを
勘案し、1～7 個のサンプルを採取（基本5 サンプルを採取）。 文部科学省

H23.6.14換
算

○ ○

10 福島県学校等環境放射線土壌モニタリング
実施結果

本データは原子力規制庁が運営する放射線モニタリング情報ポータルサイトに
おいて公開されている、福島県学校など環境放射線ダスト・土壌モニタリング実
施結果のうち、土壌モニタリングの実施結果をもとに作成した。土壌試料の採取
及び、空間線量率の測定は福島県内の学校において平成23年4月5日～6日に
行われたものである。

○ ○ ○ ○福島県 H23.4 20 Bq/kg ○ ○ ○

11 東京電力株式会社福島第一原子力発電所
20km以遠における福島県による環境試料
(雑草、陸水、陸土)の測定結果

本データは原子力規制庁が運営する放射線モニタリング情報ポータルサイトに
おいて公開されている、東京電力株式会社福島第一原子力発電所20㎞以遠に
おける福島県による環境試料の測定結果をもとに作成した。試料採取は平成23
年3月16日、17日に行われたものである。

福島県 H23.3 21 ○○ ○Bq/kg ○ ○ ○ ○

文部科学省 H23.3 7 Bq/kg ○ ○

12 陸土及び植物の放射性ストロンチウム分析
結果

本データは原子力規制庁が運営する放射線モニタリング情報ポータルサイトに
おいて公開されている福島第1原子力発電所の事故に係る陸土及び植物の放射
性ストロンチウム分析結果をもとに作成した。試料採取は、平成23年3月16日、
17日、19日に行われたものである。

○○ ○○ ○ ○
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表 参考2-1　東京電力福島第一原子力発電所事故後に環境モニタリングの実施状況（土壌）（2／2）

G
P
S

M
A
P

G
R
A
P
H

空
間
線
量

I-131

C
s-134

C
s-137

A
g-110m

T
e-129

m

S
r-89

S
r-90

H
-3

P
u-238

P
u-239+240

そ
の
他
核
種

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月

11月

12月

1月 2月 3月

調査概要 H23年 H24年

実施期間
H23年度試

料数
主要核種 単位 最大値 最小値No. 調査タイトル 概要 実施機関

15 放射性物質の分布状況等調査による浪江
町、川俣町等で採取された土壌中の放射性
物質の深度分布

福島県双葉郡浪江町、伊達郡川俣町等において、ジオスライサ―、大口径コア
サンプラを用いて深度別の土壌試料を採取し、放射性物質の深度分布を調査し

た。本分析結果は単位重量(kg)当たりの放射能量(Bq)および単位体積(m3)当たり
の放射能量(Bq)を示している。

文部科学省
H23年度 -
H24年度

16 Cs137 Bq/kg 4.10E+05 3.80E+03 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 放射性物質の分布状況等調査による福島
県及び近隣県で採取された土壌中の放射
性物質の深度分布

本データは、福島県及び近隣県における土壌中の放射性セシウムの深度分布
状況を確認するため、鉄パイプを用いて土壌コア試料を採取し放射性セシウム
の深度分布を調査した、その調査結果を基に作成した。 文部科学省

H23年度 -
H24年度

77 Cs137 - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 福島市南西部の2kmメッシュ内で採取され
た土壌中の放射性物質の深度分布の測定
結果

本分析結果は単位面積(m2)当たりの放射能量(Bq)を示している。
採取地点は福島市南西部、福島第一原発からの直線距離が約73 kmの2 km四
方区画内において、土地利用形態の異なる生態系（以下、「生態系」という。）3
郡（農耕地、草地、森林）に着目し、農耕地6 地点(畑3 地点、水田1 地点、果樹
園2 地点)、草地4 地点（牧草地3 地点、芝生1 地点）、森林5 地点（広葉樹優占3
地点、針葉樹優占2 地点）の合計15 地点を選出した。
各地点において、梅雨前と梅雨後の2 回、土壌を採取した。土壌は、表層の植生
(農耕地、草地)及びリター(森林：地表面の枯葉・枝等)を取り除いた後、直径9.5
cm、深さ25 cmのコアサンプラーを使用して深さ20 cmまでの土壌を採取した。表
層の植生又はリターが存在する場合、それらは別途採取した。
放射能濃度、誤差は、平成23年6月14日に半減期補正した後の値を記載。
核種分析結果が検出下限値未満の場合、放射能濃度に「ND」と表記。また、誤
差に「-」と表記。

文部科学省
H23.6.14換
算

30 Cs137 Bq/m2 5.30E+04 1.60E+00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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表 参考2-2　東京電力福島第一原子力発電所事故後に環境モニタリングの実施状況（陸水（河川、湖沼等））（3／3）
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P
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そ
の
他
核
種

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月

11月

12月

1月 2月 3月
Cs137 4.20E+00 ND

I131 1.50-E01 ND

Cs137 1.50E+04 1.60E+01

I131 1.50+E01 ND

Cs137 2.40E+04 3.60E+02

I131 1.70E+01 ND

21 福島長期環境動態研究における河川調査
で行われた河川敷の線量率分布調査結果

日本原子力研究開発機構では、福島第一原子力発電所事故で汚染された山地
地域の森林から生活圏・海への放射性セシウムの移動挙動を評価するとともに、
将来のセシウム移動に伴う被ばく線量の変化を予測し、特定された被ばく上重要
な移動経路上のセシウムの移動抑制手法を提案することを目指した福島長期環
境動態研究F-TRACE（Long-term Assessment of Transport of Radioactive
Contaminant in the Environment of Fukushima）プロジェクトを進めている。
本調査は、水流による河川水系の移動経路について、森林、河川、ダム・ため
池、河口域に区分して行われた現地調査のうち、河川調査で行われた河川敷の
線量率分布調査結果を基にしている。
調査地点は、浜通り側6河川の請戸川（高瀬川を含む）、太田川、小高川、前田
川、熊川、富岡川（荻野沢川を含む）を選定し、各河川の上流から河口まで、10
～20か所の測定点を設け、河川を横断する同一面の複数地点とした。
調査期間は、平成24年12月～平成25年3月、平成25年9月と11月、平成26年10
月～12月、平成27年9月～11月、平成28年11月と12月に行った。
測定にはNaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータを使用し、地上1 m高さの空間
線量率（周辺線量当量率）を測定した。
本測定データには、天然核種による空間線量率が含まれている。

福島環境安全
センター

H24.12-
H28.12

0 空間線量率 μSv/h - - ○ ○ ○ ○

22 福島長期環境動態研究における河川調査
で行われた河床土・河川敷土壌の調査結果

日本原子力研究開発機構では、福島第一原子力発電所事故で汚染された山地
地域の森林から生活圏・海への放射性セシウムの移動挙動を評価するとともに、
将来のセシウム移動に伴う被ばく線量の変化を予測し、特定された被ばく上重要
な移動経路上のセシウムの移動抑制手法を提案することを目指した福島長期環
境動態研究F-TRACE（Long-term Assessment of Transport of Radioactive
Contaminant in the Environment of Fukushima）プロジェクトを進めている。
本調査は、水流による河川水系の移動経路について、森林、河川、ダム・ため
池、河口域に区分して行われた現地調査のうち、河川調査で行われた河床土・
河川敷土壌の調査結果を基にした。
調査地点は、浜通り側6河川の請戸川（高瀬川を含む）、太田川、小高川、前田
川、熊川、富岡川（荻野沢川を含む）を選定し、各河川の上流から河口まで、10
～20か所の測定点を設け、河川を横断する同一面の複数地点とした。
調査期間は、平成24年12月～平成25年3月、平成25年9月と11月、平成26年9月
～11月、平成27年9月～11月、平成28年11月と12月に行った。
本分析結果は単位重量(kg)当たりの放射能量(Bq)を示している。
放射能濃度、誤差、検出下限値は、試料採取日に半減期補正した値を記載し
た。
分析結果は有効数字3桁で表し、計数値がその計数誤差の3倍以下のものにつ
いては、検出下限値を示した。

福島環境安全
センター

H24.12-
H28.12

0 Cs137 Bq/kg - - ○ ○ ○ ○ ○

23 福島長期環境動態研究における森林調査
で行われた樹幹流・表面流・降雨の調査結
果

日本原子力研究開発機構では、福島第一原子力発電所事故で汚染された山地
地域の森林から生活圏・海への放射性セシウムの移動挙動を評価するとともに、
将来のセシウム移動に伴う被ばく線量の変化を予測し、特定された被ばく上重要
な移動経路上のセシウムの移動抑制手法を提案することを目指した福島長期環
境動態研究F-TRACE（Long-term Assessment of Transport of Radioactive
Contaminant in the Environment of Fukushima）プロジェクトを進めている。
本調査は、水流による河川水系の移動経路について、森林、河川、ダム・ため
池、河口域に区分して行われた現地調査のうち、森林調査で行われた樹幹流、
表面流、林内雨等の調査結果を基にしている。
森林内の斜面に一定の観測区画を設定し、区画内の降水が樹幹流（木を伝う流
れ）となって流れる量、区画から流出する表面流をそれぞれ定常的に観測し、試
料を採取した。また、森林内の降雨（林内雨）、森林外かつ降雨サンプラーの上
方に樹木の葉が茂っていない地点の降雨（林外雨）も採取した。
対象地域は、川内村荻地区の常緑針葉樹林（スギ人工林）、川俣町山木屋地区
の落葉広葉樹林を設定した。
調査期間は、平成25年4月～10月、平成26年4月～9月に行った。
本分析結果は単位水量（L）当たりの放射能量（Bq）を示している。
放射能濃度、誤差、検出下限値は、試料採取日に半減期補正した値を記載し
た。
分析結果は有効数字3桁で表し、計数値がその計数誤差の3倍以下のものにつ
いては、検出下限値を示した。

福島環境安全
センター

H25.4-H26.9 0 Cs137 Bq/L - - ○ ○ ○ ○ ○

調査概要 H23年 H24年

実施期間
H23年度試

料数
主要核種 単位 最大値 最小値調査タイトル 概要 実施機関

18 放射性物質の分布状況等調査による福島
県内の河川から採取された河川水の核種
分析

福島県内の河川から採取された河川水における放射性物質の放射能濃度の変
化傾向を確認するため、測定を実施した。本分析結果は単位重量(kg)当たりの放
射能量(Bq)を示している。

文部科学省, 原
子力規制庁

H23年度 -
H26年度

No.

○ ○ ○150 Bq/kg ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

19 放射性物質の分布状況等調査による福島
県内の河川から採取された河底土の核種
分析 ○ ○ ○ ○ ○

福島県内の河川から採取された河底土における放射性物質の放射能濃度の変
化傾向を確認するため、調査を実施した。本分析結果は単位重量(kg)当たりの放
射能量(Bq)を示している。

文部科学省, 原
子力規制庁

H23年度 -
H25年度

30 Bq/kg ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

29 Bq/kg ○ ○ ○

20 放射性物質の分布状況等調査による福島
県内の河川から採取された浮遊砂の核種
分析

福島県内の河川から採取された浮遊砂における放射性物質の放射能濃度の変
化傾向を確認するため、調査を実施した。本分析結果は単位重量(kg)当たりの放
射能量(Bq)を示している。

文部科学省, 原
子力規制庁

H23年度 -
H26年度

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○
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24 土壌水、地下水、渓流水等を通じた移行状
況調査

本調査は、森林の流域から放射性物質がどのような形態で流出するかを定量的
に把握することを目的として実施した。
本分析結果は、懸濁態・粗大有機物の放射性セシウム濃度については単位乾燥
重量(kg)当たりの放射能量(Bq)を、溶存態の放射性セシウム濃度については単
位水量（L）当たりの放射能量（Bq）を示している。
放射能濃度、誤差、検出下限値は、試料採取日に減衰補正した値を記載。
134Cs,137Csについては、測定において、当該核種の明確なピークを検出できな
かった場合、あるいは算出した放射能濃度の値が0.0 以下であった場合は、
「ND」と表記。また、誤差は「-」と表記するとともに、検出下限値を参考値として記
載。算出した放射能濃度が検出下限値未満であっても、当該核種のピークを検
出できた場合には、その値を参考値として記載。また、検出下限値を参考値とし
て記載。

文部科学省, 原
子力規制庁

H23.6-
H26.12

97 Cs137 Bq/kg 4.90E+04 ND ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

25 福島長期環境動態研究におけるダム調査
で行われた湖底堆積物試料の調査結果

日本原子力研究開発機構では、福島第一原子力発電所事故で汚染された山地
地域の森林から生活圏・海への放射性セシウムの移動挙動を評価するとともに、
将来のセシウム移動に伴う被ばく線量の変化を予測し、特定された被ばく上重要
な移動経路上のセシウムの移動抑制手法を提案することを目指した福島長期環
境動態研究F-TRACE（Long-term Assessment of Transport of Radioactive
Contaminant in the Environment of Fukushima）プロジェクトを進めている。
本調査は、水流による河川水系の移動経路について、森林、河川、ダム・ため
池、河口域に区分して行われた現地調査のうち、ダム調査で行われた湖底堆積
物の調査結果を基にしている。
対象地域は、川内村荻ダム、富岡町滝川ダム、浪江町大柿ダムを設定した。
調査期間は、平成25年1月、10月、11月に行った。
試料の採取は、柱状採泥器（重錘型柱状採泥、不攪乱柱状採泥、バイブレーショ
ンコア）を使用し、湖底面からの深度別の堆積物試料を採取した。
深度別の堆積物試料は、各層から採取した堆積物試料を良く撹拌した後、一定
量をV-1容器に封入した。V-1容器に封入した堆積物試料については、固定式ゲ
ルマニウム半導体検出器を用いて放射性セシウムの定量分析を実施した。
放射能濃度、誤差、検出下限値は、試料採取日に半減期補正した値を記載し
た。
測定における放射能濃度の値が検出下限値未満であった場合は、測定値に
「ND」と表記。また、誤差は「-」と表記した。

福島環境安全
センター

H25.1-
H25.11

0 Cs137 Bq/kg - - ○ ○ ○ ○ ○

26 福島長期環境動態研究における河川調査
で行われた土壌中における放射性セシウム
の深度分布

日本原子力研究開発機構では、福島第一原子力発電所事故で汚染された山地
地域の森林から生活圏・海への放射性セシウムの移動挙動を評価するとともに、
将来のセシウム移動に伴う被ばく線量の変化を予測し、特定された被ばく上重要
な移動経路上のセシウムの移動抑制手法を提案することを目指した福島長期環
境動態研究F-TRACE（Long-term Assessment of Transport of Radioactive
Contaminant in the Environment of Fukushima）プロジェクトを進めている。
本調査は、水流による河川水系の移動経路について、森林、河川、ダム・ため
池、河口域に区分して行われた現地調査のうち、河川調査で行われた土壌の調
査結果を基にしている。
調査期間は、平成25年2月～3月と10月～12月、平成26年11月～平成27年1月、
平成27年11月と12月、平成28年10月～平成29年1月に行った。
試料の採取は、同一横断面上で、流速が異なる場所、堆積状況が異なる場所、
線量率が異なる場所を選定し、IAEAにより標準的な深さ方向の土壌試料採取法
と認められているスクレーパープレート法を用いて、深度別の土壌試料を採取し
た。
深度別の土壌試料は、各層から採取した土壌を良く撹拌した後、一定量をU-8
及びV-1容器に封入した。容器に封入した土壌試料については、固定式ゲルマ
ニウム半導体検出器を用いて放射性セシウムの定量分析を実施した。
放射能濃度、誤差、検出下限値は、試料採取日に半減期補正した値を記載し
た。
測定における放射能濃度の値が検出下限値未満であった場合は、測定値に
「ND」と表記。また、誤差は「-」と表記した。

福島環境安全
センター

H25.2-H29.1 0 Cs137 Bq/kg - - ○ ○ ○ ○ ○

27 沢水モニタリング測定結果 本データは環境省のサイトにおいて公開されている、沢水モニタリング測定結果
をもとに作成した。 当該モニタリングでは、福島県内の避難区域等のうち、要望
のあった8 市町村（飯舘村、大熊町、葛尾村、川内村、田村市、浪江町、楢葉町、
広野町）において、平成24年12月から住民が引用する沢水を採取し、放射性物
質濃度（放射性セシウム（Cs-134、Cs-137））の測定が行われた。

環境省
H24.12-
H25.3

0 Cs137 Bq/L - - ○ ○ ○ ○ ○

28 水生生物放射性物質モニタリング調査結果
(底質)

本データは環境省のサイトにおいて公開されている、公共用水域放射性物質モ
ニタリング調査結果のうち、河川・湖沼・水源地の調査結果をもとに作成した。
当該調査では、福島県の水環境（公共用水域（河川、湖沼・水源地、沿岸等））に
おいて、底質及び周辺環境（河川敷、湖畔の土壌・草本）の放射性物質濃度(放
射性セシウム、放射性ストロンチウム)の調査を実施している。
平成23年12月～平成28年12月にかけて行われた測定結果を使用している。

環境省
H23.12-
H28.12

30 Cs137 Bq/kg 5.80E+03 3.80E+01 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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29 水生生物放射性物質モニタリング調査結果
(水質)

本データは環境省のサイトにおいて公開されている、公共用水域放射性物質モ
ニタリング調査結果のうち、河川・湖沼・水源地の調査結果をもとに作成した。
当該調査では、宮城県、福島県の水環境（公共用水域（河川、湖沼・水源地、沿
岸等））において、水質の放射性物質濃度(放射性セシウム、放射性ストロンチウ
ム)の調査を実施している。
平成23年12月～平成28年12月にかけて行われた測定結果を使用している。

環境省
H23.12-
H28.12

12 Cs137 Bq/L 2.60E-01 4.20E-02 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

30 旧緊急時避難準備区域及び避難指示解除
準備区域を対象とした放射線モニタリングア
クションプランの測定結果について（河川）
(底質)

本データは原子力規制庁が運営する放射線モニタリング情報ポータルサイトに
おいて公開されている、旧緊急時避難準備区域及び避難指示解除準備区域を
対象とした放射線モニタリングアクションプランの測定結果（河川） をもとに作成し
た。
当該測定は、旧緊急時避難準備区域（南相馬市、田村市、川内村、広野町、楢
葉町）、避難指示解除準備区域（南相馬市、田村市、川内村）の河川及びそれら
の上流の河川等で、平成24年5、6月の時期に底質を採取して行われた。

文部科学省 H24.5-H24.6 0 Cs137 Bq/kg - - ○ ○ ○ ○ ○

31 旧緊急時避難準備区域及び避難指示解除
準備区域を対象とした放射線モニタリングア
クションプランの測定結果について（河川）
(水質)

本データは原子力規制庁が運営する放射線モニタリング情報ポータルサイトに
おいて公開されている、旧緊急時避難準備区域及び避難指示解除準備区域を
対象とした放射線モニタリングアクションプランの測定結果（河川） をもとに作成し
た。
測定は、旧緊急時避難準備区域（南相馬市、田村市、川内村、広野町、楢葉
町）、避難指示解除準備区域（南相馬市、田村市、川内村）の河川及びそれらの
上流の河川で、平成24 年5、6 月の時期に水質を採取して行われた。

文部科学省 H24.5-H24.6 0 Cs137 Bq/L - - ○ ○ ○ ○ ○

32 旧緊急時避難準備区域及び避難指示解除
準備区域を対象とした放射線モニタリングア
クションプランの測定結果について（河川）
(周辺環境)

本データは原子力規制庁が運営する放射線モニタリング情報ポータルサイトに
おいて公開されている、旧緊急時避難準備区域及び避難指示解除準備区域を
対象とした放射線モニタリングアクションプランの測定結果（河川） をもとに作成し
た。
当該測定は、旧緊急時避難準備区域（南相馬市、田村市、川内村、広野町、楢
葉町）、避難指示解除準備区域（南相馬市、田村市、川内村）の河川及びそれら
の上流の河川において、平成24年5、6月の時期に河川周辺の土壌を採取して行
われた。

文部科学省 H24.5-H24.6 0 Cs137 Bq/kg - - ○ ○ ○ ○ ○

33 水生生物における放射性物質の調査結果
（陸水）

水産研究・教育機構では、震災直後よりこれまで水産庁委託事業「放射性物質
影響解明調査事業」及び復興交付金による「海洋生態系の放射性物質挙動調査
事業」を実施しており、これらの事業で得られた結果を公開している。 本データは
水産研究・教育機構のサイトにおいて公開されている、水産研究・教育機構の放
射能対応（H28年度）のうち、河川・湖沼の調査結果をもとに作成した。

水産研究・教育
機構

H28年度 0 Cs137 Bq/kg-wet - - ○ ○

34 水生生物放射性物質モニタリング調査結果
(水生生物)

本データは環境省のサイトにおいて公開されている、水生生物放射性物質モニタ
リング調査結果のうち、河川・湖の調査結果をもとに作成した。
当該調査では、福島県を中心に水生生物（水生昆虫、藻類、甲殻類、貝類、魚
類）を採取し、放射性物質濃度（放射性セシウム、放射性ストロンチウム）の調査
を実施している。
平成23年12月～平成28年12月にかけて毎週行われた測定結果を使用してい
る。

環境省
H23.12-
H28.12

34 Cs137 Bq/kg 1.50E+03 ND ○ ○ ○ ○ ○ ○
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表 参考2-3　東京電力福島第一原子力発電所事故後に環境モニタリングの実施状況（食物（水産物、農産物等））（6／1）
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35 福島県原子力センター福島支所による飲料
水測定結果

本データは福島県のサイトにおいて公開されている、福島県原子力センター福島
支所（福島市方木田地内）で採取した飲料水の放射能濃度の測定結果をもとに
作成した。

福島県
H23年度 -
H28年度

402 Cs137 Bq/kg 3.30.E+01 ND ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

36 原子力規制庁（平成25年4月までは文部科
学省）及び福島県近隣の10都県（宮城県、
山形県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県）の地
方公共団体及び水道事業者等における水
道水中の放射性物質に関する検査結果

本データは厚生労働省のサイトにおいて公開されている、文部科学省及び福島
県近隣の10都県（宮城県、山形県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
東京都、神奈川県、千葉県）の地方公共団体及び水道事業者等における水道水
中の放射性物質に関する検査結果をもとに作成した。 調査は平成23年3月から
福島県に隣接する10都県で行われている。 厚生労働省 H23.3-H26.9 0 Cs137 Bq/kg - - ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cs137 1.80.E+01 ND

I131 1.10+E02 ND

Cs134+137 4.30.E+01 ND

I137 3.00+E02 ND

Cs137 8.50-E01 ND

I131 6.60-E02 ND

Cs137 4.10.E+04 ND

I131 2.20+E04 ND

41 茨城県農林水産物モニタリング情報 本データは茨城県のサイトにおいて公開されている農林水産物モニタリング情報
をもとに作成した。 調査は平成23年3月から行われている。 測定はゲルマニウ
ム半導体検出器およびNaIシンチレーションスペクトロメータを用いて行われてい
る。

茨城県 H23.3-H30.1 3415 Cs134+137 Bq/kg 1.50.E+04 ND ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

42 試験操業漁獲物の検査結果 本データは福島県漁業協同組合連合会のサイトで公開されている、試験操業漁
獲物の検査結果をもとに作成した。 調査は平成24年1月から行われている。 調
査にあたっては、表層、中層、底層といった生息域、漁期、近隣県の調査結果等
を考慮している。

福島県漁業協
同組合連合会

H24.9-H30.2 0 Cs134+137 Bq/kg - - ○ ○

Sr90 1.20.E+00 ND

I129 6.00.E+02 ND

44 平成23年度産米の検査結果 本データは農林水産省が運営するサイトにおいて公開されている、農産物（米）
の放射性物質モニタリング検査の測定結果をもとに作成した。 本データは平成
23年8月～11月に、各都道府県が公表した米に含まれる放射性セシウム濃度を
取りまとめたものである。

農林水産省
H23.8-
H23.11

1270 Cs134+137 Bq/kg 6.30.E+02 ND ○ ○ ○ ○ ○

45 野生鳥獣の放射線モニタリング調査結果 本データは福島県のサイトにおいて公開されている、福島県内で捕獲された野生
鳥獣の体内における放射性核種の濃度測定調査の結果をもとに作成した。 調
査は2011年5月から行われている。 測定には、ゲルマニウム半導体検出器が使
用されている。

福島県 H23.5-H30.3 261 Cs137 Bq/kg 6.10.E+04 ND ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

37 環境放射能水準調査結果（上水（蛇口））

No.

○ ○ ○ ○ ○

本データは原子力規制庁が運営する放射線モニタリング情報ポータルサイトに
おいて公開されている、上水（蛇口水）のモニタリング結果をもとに作成した。
H23年3月18日～H23年12月28日の間は毎日、平成24年1月以降は、3ヶ月間の
継続採取を行い、採取した試料についてゲルマニウム半導体核種分析装置を用
いて核種分析調査を行った。

原子力規制庁 H23.3-H26.7 12837 Bq/kg ○ ○

調査概要 H23年 H24年

実施期間
H23年度試

料数
主要核種 単位 最大値 最小値調査タイトル 概要 実施機関

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○

1329 Bq/kg ○ ○

38 水道水中の放射性物質のモニタリング結果
について

本データは茨城県が運営するサイトにおいて公開されている、水道水中の放射
性物質のモニタリング結果のうち、平成23年3月から平成26年3月までの水道水
のほか原水（河川水等）についての検査結果をもとに作成した。 測定機器はゲ
ルマニウム半導体検出器を使用している。

茨城県 H23.3-H26.3 ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○

39 福島県内の井戸から採取された井戸水の
核種分析結果

本分析結果は単位重量(kg)当たりの放射能量(Bq)を示している。
井戸水の採取箇所の選定にあたっては、これまでの陸上モニタリングや航空機
モニタリングの結果を参考に、放射性セシウムの沈着量が比較的高い箇所であ
ること、さらに地下水を通じた井戸への放射性物質の移行状況を確認するため、
井戸が蓋等で覆われており、外部から放射性物質が混入しないような箇所であ
ることを選定条件として、51 箇所を調査地点に選定した。
井戸水における放射性物質の放射能濃度の変化傾向を確認するため、平成23
年6月から10月までの期間で2 回試料を採取した。
 放射能濃度の計測は、以下の方針で実施。 ◦ 134Cs, 137Cs, 131Iの場合
 採取した全試料を対象として測定。
 89Sr、90Srの場合
 測定に長時間を要することから、検出が予想される地点(6 個所)を選出して測
定。
放射能濃度、誤差、検出下限値は、89Srおよび90Srについては試料採取日に半
減期補正した後の値を記載。それ以外の放射性核種については測定時点での
値を記載。
測定において、当該核種の明確なピークを検出できなかった場合、あるいは算出
した沈着量の値が0.0 以下であった場合は、「ND」と表記。また、誤差は「-」と表
記するとともに、検出下限値を参考値として記載。
算出した沈着量が検出下限値未満であっても、当該核種のピークを検出できた
場合には、その値を参考値として記載。また、検出下限値を参考値として記載。

文部科学省 H23.7-H23.8 101 Bq/kg ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40 福島県の品目別の検査結果 本データは福島県のサイトにおいて公開されている、福島県の品目別の検査結
果をもとに作成した。 調査は平成23年3月から行われている。

福島県 H23.3-H30.3 ○ ○ ○20357 Bq/kg ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

43 水産総合研究センターによる水産物ストロ
ンチウム調査結果

○ ○ ○ ○

本データは、農林水産省のサイトで公開されている、水産物の放射性物質の調
査結果のうち、ストロンチウムの測定結果をもとに作成した。 調査は平成23年4
月から行われている。

農林水産省,水
産庁

H23.4-H29.7 12 Bq/kg ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

○※
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表 参考2-4　東京電力福島第一原子力発電所事故後に環境モニタリングの実施状況（大気）（7／1）
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Cs137 1.10E+02 ND
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48 警戒区域及び計画的避難区域における詳
細モニタリング結果(ダスト(空気中の放射性
物質濃度)のモニタリング結果について(ダス
ト))

本データは経済産業省のサイトにおいて公開されている、警戒区域および計画
的避難区域における詳細モニタリング結果（モニタリングカーによる走行サーベイ
第六巡およびダスト測定）のうち、ダスト測定の結果をもとに作成した。
当該モニタリングは、福島第一原子力発電所の20 km圏内に位置する富岡町に
おいて、空気中の放射性物質濃度を測定した。具体的には、富岡町の森林隣接
部ならびに市街地中心部の2 地点で、空気中の放射性物質濃度（放射性セシウ
ム（Cs134、Cs137）を測定した。

経済産業省 H23.8-H24.3 24 Cs137 Bq/cm3 3.90E-07 ND ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cs137

I131

50 電気事業連合会(関係各社)によるダストサ
ンプリングの測定結果

本データは原子力規制庁が運営する放射線モニタリング情報ポータルサイトに
おいて公開されている、電気事業連合会(関係各社)によるダストサンプリングの
測定結果をもとに作成した。 ダストの採取は、平成23年3月から平成23年7月の
間に、福島第一原子力発電所の20km以遠の6地点において行われた。

電気事業連合
会

H23.3-H23.7 1193 I131 Bq/cm3 4.10E-03 ND ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cs137 5.40E+00 ND

I131 8.80+E00 ND

Cs137 2.50+E02 ND

I131 ND ND

Cs137

I131

調査概要 H23年 H24年

実施期間
H23年度試

料数
主要核種 単位 最大値 最小値調査タイトル 概要 実施機関

46 都道府県別環境放射能水準調査（月間降
下物)

本データは原子力規制庁が運営する放射線モニタリング情報ポータルサイトに
おいて公開されている、月間降下物のモニタリング結果をもとに作成した。 平成
23年2月分からの調査結果を使用している。 ポータルサイトにおける公開資料は
原子力規制庁が各都道府県からの報告をもとに作成している。 月に1回、一ヶ月
間採取し続けた降下物を測定している。

No.

○ ○ ○ ○ ○原子力規制庁 H23.3-H27.1 138 MBq/km2 - - ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○

47 東京電力株式会社福島第一原子力発電所
の20km圏内の空気中放射性物質濃度測定
結果

本データは原子力規制庁が運営する放射線モニタリング情報ポータルサイトに
おいて公開されている、東京電力株式会社福島第一原子力発電所20 km圏内の
測定結果（土壌など）のうち、空気中放射性物質濃度の測定結果をもとに作成し
た。 測定は平成23年4月より現在まで、継続的に実施されている。

文部科学省, 原
子力規制庁

H23.4-H29.7 67 Bq/m2 ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○

49 環境放射能水準調査結果（定時降下物） 本データは原子力規制庁が運営する放射線モニタリング情報ポータルサイトに
おいて公開されている、定時降下物のモニタリングのうち、平成23年3月から平成
23年12月までに採取された各都道府県の一日ごとの定時降下物の核種分析結
果をもとに作成した。 降下物は、降水採取装置により採取し、ゲルマニウム半導
体核種分析装置を用いて核種分析調査を行った。 ○ ○ ○ ○ ○

文部科学省, 原
子力規制庁

H23.3-
H23.12

13023 MBq/km2 - - ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○

51 福島県学校等環境放射線ダストサンプリン
グ実施結果

本データは原子力規制庁が運営する放射線モニタリング情報ポータルサイトに
おいて公開されている、福島県学校など環境放射線ダスト・土壌モニタリング実
施結果のうち、ダストモニタリングの実施結果をもとに作成した。ダスト試料の採
取及び、空間線量率の測定は福島県内の学校において平成23年4月5日～6日
に行われたものである。

福島県 H23.4 20 Bq/m3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

52 福島県による定時降下物環境放射能測定
結果

本データは原子力規制庁が運営する放射線モニタリング情報ポータルサイトに
おいて公開されている、福島県による定時降下物環境放射能測定結果をもとに
作成した。 調査は平成23年12月から、福島県原子力センター福島支所にて行わ
れている。 毎日、1日分の降下物をゲルマニウム半導体検出器を用いて測定が
行われている。

○ ○ ○ ○福島県
H23.12-
H26.3

95 MBq/km2 ○ ○ ○ ○○ ○

MBq/km2 - - ○ ○ ○

53 定時降水モニタリング結果 本データは福島県のサイトにおいて公開されている、平成27年9月までは福島県
原子力センター福島支所（福島市方木田地内）、平成27年10月以降は福島県環
境創造センター福島支所（福島市方木田地内）で採取し、同センターにて測定し
ている定時降水モニタリング結果をもとに作成した。 本調査は、平成26年4月か
ら行われている。

福島県
H26.4-
H29.10

0 ○ ○ ○

98



表 参考2-5　東京電力福島第一原子力発電所事故後に環境モニタリングの実施状況（海域（海水、海底土等））（8／3）
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Cs137 6.80E+04 ND

I131 1.85+E05 ND

55 福島第一原子力発電所周辺海域における
モニタリングの強化（海水）

本データは福島県のサイトにおいて公開されている、福島第一原子力発電所周
辺海域における強化モニタリング（海水の放射能測定）をもとに作成した。調査は
平成25年6月から行われている。

東京電力 H25.6-H30.4 0 Cs137 Bq/L - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

56 原子力規制庁による海域モニタリング（海
水）の測定結果

原子力規制庁は、総合モニタリング計画に基づき、環境中に放出された放射性
物質の拡散、沈着、移動・移行の状況を把握するための海域モニタリングを実施
している。海水の測定においては東京湾、宮城県・福島県・茨城県・千葉県沖合
海域（海岸線から概ね30～90km の海域）と外洋海域（海岸線から概ね90～
280km 及び280km 以遠の海域）を過去の調査とのデータの連続性について配慮
し実施している。

原子力規制庁 H25.5-H30.2 0 Cs137 Bq/L - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cs137 2.00E+01 ND

I131

58 試験操業海域における強化モニタリングの
結果

本データは福島県のサイトにおいて公開されている、試験操業海域における強
化モニタリングの結果をもとに作成した。
本調査は、福島第一原子力発電所において、平成25年7月22日に高濃度汚染水
が専用港湾へ漏洩しているこ とが確認されたことに関して、漁場におけるモニタ
リングの強化として、「放射性セシウム」を対象として実施 している既存調査「福
島県環境放射線モニタリング（港湾、海面漁場）調査」のうち、試験操業海域の6
地点（それぞれ表層と水深7ｍの2層で採水）について、海水中の「トリチウム」と
「全β放射能 」の2項目を追加して調査している。
調査は平成25年8月分から毎月行われている。

福島県 H25.8-H27.7 0 Cs137 Bq/L - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

59 北太平洋海域における環境放射能調査 本データは原子力規制庁が運営する放射線モニタリング情報ポータルサイトに
おいて公開されている、原子力規制庁からの平成25年度の委託事業として、株
式会社環境総合テクノスが北太平洋における環境放射能を調査した報告書に
載っている調査結果をもとに作成した。
本調査は平成25年12月～平成26年1月にかけて実施されている。

原子力規制庁
H25.12-
H26.1

0 Cs137 Bq/L - - ○ ○ ○ ○ ○

60 環境省によるモニタリングの結果（海水） 環境省は、東北地方太平洋沖地震による東京電力福島第一原子力発電所から
の放射性物質の漏出等の有無を把握するため、被災地の海洋環境についての
緊急的なモニタリング調査を実施した。調査は平成23年6月10日から平成28年11
月5日にかけて、被災地の海域を対象に行われた。

環境省
H23.6-
H28.11

82 Cs137 Bq/L 2.40E-01 ND ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cs137 1.90E+02 ND

I131 1.60+E02 ND

62 水生生物放射性物質モニタリング調査結果
(水質・海域)

本データは環境省のサイトにおいて公開されている、公共用水域放射性物質モ
ニタリング調査結果のうち、沿岸の調査結果をもとに作成した。
当該調査では、宮城県、福島県の水環境（公共用水域（河川、湖沼・水源地、沿
岸等））において、水質の放射性物質濃度(放射性セシウム、放射性ストロンチウ
ム)の調査を実施している。
平成24年1月～平成28年12月にかけて行われた測定結果を使用している。

環境省
H24.1-
H28.12

4 Cs137 Bq/L 7.50E-02 5.00E-02 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

63 海上保安庁によるモニタリングの結果（海
水）

海上保安庁は、『総合モニタリング計画』に基づき、東京湾の海水及び海底土、
福島県沖及び茨城県沖の海水を採取し、放射能調査を実施している。本データ
は、東京湾にて平成24年7月17日に採取した海水試料の分析結果及び、福島県
沖及び茨城県沖にて、同年8月3日に採取した海水試料の分析結果（平成24年11
月6日公表）を基に作成した。なお、参考として、平成23年8月の調査結果も掲載
している。

海上保安庁 H23.8-H24.8 21 Cs137 Bq/L 7.20E-02 1.50E-03 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

54 東京電力による東京電力株式会社福島第
一原子力発電所周辺の海水中の放射能濃
度分布

東京電力は、平成23年3月より東京電力福島第一原子力発電所近海の海水モニ
タリング調査を行っている。現在は『総合モニタリング計画』に基づき、東京電力
福島第一原子力発電所からの放射性物質の新たな漏えいの監視を目的とした
頻度の高いモニタリングと、環境中に放出された放射性物質の拡散、沈着、移
動・移行の状況の把握のための検出下限値を下げたモニタリングを実施してい
る。前者は東京電力が原子力規制委員会と調整を行い近傍海域（東京電力福島
第一原子力発電所の５～６号機放水口北側（T-1）、東京電力福島第一原子力発
電所の南放水口付近（T-2-1））において実施している。後者は宮城県、福島県及
び茨城県の沿岸海域において実施している。

調査概要 H23年 H24年

実施期間
H23年度試

料数
主要核種 単位 最大値 最小値No. 調査タイトル 概要 実施機関

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○東京電力 H23.3-H29.9 5795 Bq/L ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○

57 福島県による環境放射線モニタリング（港
湾・海面漁場）の結果（海水）

本データは福島県により公開されている、福島県放射線モニタリング（港湾・海面
漁場）調査結果のうち、海水のモニタリング結果をもとに作成した。
平成23年5月より現在まで継続的に測定されている。
平成24年11月以降継続して放射性セシウム濃度が検出されていないことから、
データの収集および公開を平成29年3月までとした。

福島県 H23.5-H29.3 ○ ○ ○999 Bq/L ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

文部科学省 H23.3-H25.1 1261 Bq/L ○ ○

61 文部科学省による海域モニタリング（海水）
の測定結果

文部科学省は、東北地方太平洋沖地震の影響により発生した東京電力福島第
一原子力発電所からの放射性物質の分布状況を調査する為に、平成23 年3 月
23 日より東京電力福島第一原子力発電所周辺の海域を対象に、緊急的に海上
モニタリングを実施した。当初、観測は福島県沖を重点的に行ったが、5 月より、
「環境モニタリング強化計画（平成23 年4 月22 日、原子力災害対策本部）」開始
に伴い、宮城県、茨城県の沖合まで海域モニタリングの範囲を広域化して実施し
た。海水試料は、各調査測点において、表層（海面から1～5m）、中層（4～7 月：
沿岸・沖合海域においては水深の中間、7 月以降：100m 層及び200m 層）及び
下層（海底から10～20m 上）からそれぞれ500ml～60L 採取し、分析した。

ND

○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○
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表 参考2-5　東京電力福島第一原子力発電所事故後に環境モニタリングの実施状況（海域（海水、海底土等））（9／3）
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64 気象庁気象研究所による海洋放射能の分
析結果

気象庁気象研究所（茨城県つくば市）は、文部科学省による平成23年度放射能
調査研究の一環として、東京電力福島第一原子力発電所の事故後に太平洋広
域で海水を採取し、海水中の134Cs、137Cs濃度を分析した。本データは、この結
果を基に作成した。

気象庁気象研
究所

H23.3-H24.3 235 Cs137 Bq/m3 1.10E+03 9.00E-01 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cs137

I131

Cs137

I131 6.00+E00 ND

Cs137 9.60.E+03 8.40+E00

I131 1.90+E02 ND

68 原子力規制庁による海域モニタリング（海底
土）の測定結果

原子力規制庁は、『平成25年度海域モニタリングの進め方』に基づき、環境中に
放出された放射性物質の拡散、沈着、移動・移行の状況を把握するための海域
モニタリングを実施している。海底土の測定においては東京湾と宮城県・福島県・
茨城県・千葉県沖合海域（海岸線から概ね30～90km の海域）を過去の調査との
データの連続性について配慮し実施している。

原子力規制庁 H25.5-H30.1 0 Cs137 Bq/kg - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cs137 4.70.E+03 ND

I131

70 福島第一原子力発電所周辺海域における
モニタリングの強化（海底土）

本データは福島県のサイトにおいて公開されている、福島第一原子力発電所周
辺海域における強化モニタリング（海底土の放射能測定）をもとに作成した。 調
査は平成25年6月から行われている。

福島県 H25.6-H30.5 0 Cs137 Bq/kg乾 - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

71 福島長期環境動態研究における河口域調
査で行われた海底土の調査結果

日本原子力研究開発機構では、福島第一原子力発電所事故で汚染された山地
地域の森林から生活圏・海への放射性セシウムの移動挙動を評価するとともに、
将来のセシウム移動に伴う被ばく線量の変化を予測し、特定された被ばく上重要
な移動経路上のセシウムの移動抑制手法を提案することを目指した福島長期環
境動態研究F-TRACE（Long-term Assessment of Transport of Radioactive
Contaminant in the Environment of Fukushima）プロジェクトを進めている。
本調査は、水流による河川水系の移動経路について、森林、河川、ダム・ため
池、河口域に区分して行われた現地調査のうち、河口域調査で行われた海底土
の調査結果を基にしている。
調査地点は、浜通り側6河川の請戸川、太田川、小高川、前田川、熊川、富岡川
の河口域を選定した。
本調査では、平成25年8月～平成25年11月、平成26年3月、平成26年7月～平成
26年11月に採取した。
本分析結果は単位重量(kg)当たりの放射能量(Bq)を示している。
放射能濃度、誤差、検出下限値は、試料採取日に半減期補正した値を記載し
た。
分析結果は有効数字3桁で表し、計数値がその計数誤差の3倍以下のものにつ
いては、検出下限値を示した。

福島環境安全
センター

H25.8-
H26.11

0 Cs137 Bq/kg - - ○ ○ ○ ○ ○

Bq/L

ND

○ ○

65 宮城県・福島県・茨城県沖及び遠洋におけ
る水産庁の協力による海域モニタリング結
果

文部科学省の要請を受け、独立行政法人水産総合研究センターの用船が資源
評価調査時の遠洋航行の際に採水し（平成２３年５月１６日～６月１８日採水）、
独立行政法人海洋研究開発機構等において分析された。 文部科学省 H23.5-H23.6 60 ○ ○○ ○

ND

○ ○ ○ ○ ○文部科学省 H23.4-H23.5 30 Bq/L
ND

○

66 茨城県沖における海域モニタリングの結果 東京電力は、海上保安庁の測量船により平成23年4月25日と平成23年5月5日に
茨城県沖の５地点3層（表層・中層・下層）の海水サンプリングを実施した。

○ ○

○ ○ ○ ○266 Bq/kg ○ ○ ○

67 東京電力による東京電力株式会社福島第
一原子力発電所周辺の海底土中の放射能
濃度分布

東京電力は、平成23年4月より東京電力福島第一原子力発電所近海の海底土モ
ニタリング調査を行っている。現在は『総合モニタリング計画』に基づき、環境中
に放出された放射性物質の拡散、沈着、移動・移行の状況を把握するためのモ
ニタリングを実施している。調査海域は近傍海域（東京電力福島第一原子力発
電所の５～６号機放水口北側（T-1）、東京電力福島第一原子力発電所の南放水
口付近（T-2-1））と福島県の沿岸海域であり、2か月に1～2回の頻度で実施して
いる。

東京電力 H23.4-H30.6 ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

69 福島県による環境放射線モニタリング（港
湾・海面漁場）の結果（海底土）

○ ○ ○ ○ ○

本データは福島県により公開されている、福島県放射線モニタリング（港湾・海面
漁場）調査結果のうち、海底土のモニタリング結果をもとに作成した。H23年5月よ
り現在まで継続的に測定されている。 福島県 H23.5-H30.2 206 Bq/kg ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

ND
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表 参考2-5　東京電力福島第一原子力発電所事故後に環境モニタリングの実施状況（海域（海水、海底土等））（10／3）
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72 福島長期環境動態研究における河口域調
査で行われた海底堆積物の調査結果（柱状
試料採取）

日本原子力研究開発機構では、福島第一原子力発電所事故で汚染された山地
地域の森林から生活圏・海への放射性セシウムの移動挙動を評価するとともに、
将来のセシウム移動に伴う被ばく線量の変化を予測し、特定された被ばく上重要
な移動経路上のセシウムの移動抑制手法を提案することを目指した福島長期環
境動態研究F-TRACE（Long-term Assessment of Transport of Radioactive
Contaminant in the Environment of Fukushima）プロジェクトを進めている。
本調査は、水流による河川水系の移動経路について、森林、河川、ダム・ため
池、河口域に区分して行われた現地調査のうち、河口域調査で行われた海底堆
積物の調査結果を基にしている。
調査地点は、浜通り側5河川の請戸川、小高川、前田川、熊川、富岡川の河口域
を選定した。
調査期間は、平成25年12月～平成26年3月、平成26年7月と10月に行った。
試料の採取は、柱状採泥器（アシュラまたはバイブレーションコア）を使用し、海
底面からの深度別の堆積物試料を採取した。
深度別の堆積物試料は、各層から採取した堆積物試料を良く撹拌した後、一定
量をV-1容器に封入した。V-1容器に封入した堆積物試料については、固定式ゲ
ルマニウム半導体検出器を用いて放射性セシウムの定量分析を実施した。
放射能濃度、誤差、検出下限値は、試料採取日に半減期補正した値を記載し
た。
測定における放射能濃度の値が検出下限値未満であった場合は、測定値に
「ND」と表記。また、誤差は「-」と表記した。

福島環境安全
センター

H25.12-
H26.10

0 Cs137 Bq/kg - - ○ ○ ○ ○ ○

73 環境省によるモニタリングの結果（海底土） 環境省は、東北地方太平洋沖地震の影響による東京電力福島第一原子力発電
所からの放射性物質の漏出等の有無を把握するため、被災地の海洋環境につ
いての緊急的なモニタリング調査を実施した。調査は平成23年6月10日から平成
28年11月5日にかけて、被災地の海域を対象に行われた。

環境省
H23.6-
H28.11

41 Cs137 Bq/kg 9.70.E+02 ND ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cs137 5.20.E+02 1.70.E+00

I131 6.10+E00 ND

75 水生生物放射性物質モニタリング調査結果
(底質・海域)

本データは環境省のサイトにおいて公開されている、公共用水域放射性物質モ
ニタリング調査結果のうち、沿岸の調査結果をもとに作成した。
当該調査では、宮城県、福島県の水環境（公共用水域（河川、湖沼・水源地、沿
岸等））において、底質及び周辺環境（河川敷、湖畔の土壌・草本）の放射性物質
濃度(放射性セシウム、放射性ストロンチウム)の調査を実施している。
平成24年1月～平成28年12月にかけて行われた測定結果を使用している。

環境省
H24.1-
H28.12

10 Cs137 Bq/kg 1.90.E+03 3.30.E+02 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cs137 1.50.E+01 ND

I131 2.40+E01 ND

77 文部科学省による海域モニタリング（海上の
空間線量率）の測定結果

文部科学省は、東北地方太平洋沖地震の影響により発生した東京電力福島第
一原子力発電所からの放射性物質の分布状況を調査する為に、平成23 年3 月
23 日より東京電力福島第一原子力発電所周辺の海域を対象に、緊急的に海上
モニタリングを実施した。平成23 年3 月23 日から5 月7 日までのモニタリングで
は、海上の空間放射線量率を、CsI(Tl)シンチレーション検出器を用いて測定し
た。

文部科学省 H23.3-H23.5 144 空間線量率 μSv/h 1.50.E-01 8.00.E-03 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

78 水生生物における放射性物質の調査結果
（海域）

水産研究・教育機構では、震災直後よりこれまで水産庁委託事業「放射性物質
影響解明調査事業」及び復興交付金による「海洋生態系の放射性物質挙動調査
事業」を実施しており、これらの事業で得られた結果を公開している。 本データは
水産研究・教育機構のサイトにおいて公開されている、水産研究・教育機構の放
射能対応（H28年度）のうち、海域の調査結果をもとに作成した。

水産研究・教育
機構

 H27.6-
H28.11

0 Cs137 Bq/kg - - ○ ○

79 水生生物放射性物質モニタリング調査結果
(水生生物・海域)

本データは環境省のサイトにおいて公開されている、水生生物放射性物質モニタ
リング調査結果のうち、海域の調査結果をもとに作成した。
当該調査では、福島県を中心に水生生物（水生昆虫、藻類、甲殻類、貝類、魚
類）を採取し、放射性物質濃度（放射性セシウム、放射性ストロンチウム）の調査
を実施している。

環境省
H24.1-
H28.12

61 Cs137 Bq/kg 1.50+E02 1.20+E00 ○ ○ ○ ○ ○

74 文部科学省による海域モニタリング（海底
土）の測定結果

文部科学省は、東北地方太平洋沖地震の影響により発生した東京電力福島第
一原子力発電所からの放射性物質の分布状況を調査する為に、平成23 年3 月
23 日より東京電力福島第一原子力発電所周辺の海域を対象に、緊急的に海上
モニタリングを実施した。海底土の調査は「環境モニタリング強化計画（平成23
年4 月22 日、原子力災害対策本部）」に基づき、福島県、宮城県、茨城県沖の各
調査測点において、マルチプルコアサンプラを用いて海底土の表面から深さ3 ㎝
までの層を採取し、分析した。

文部科学省 ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○H23.5-H25.2 197 Bq/kg ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○

文部科学省 H23.3-H23.5 127 Bq/m3 ○ ○

76 文部科学省による海域モニタリング（海上の
塵）の測定結果

文部科学省は、東北地方太平洋沖地震の影響により発生した東京電力福島第
一原子力発電所からの放射性物質の分布状況を調査する為に、平成23 年3 月
23 日より東京電力福島第一原子力発電所周辺の海域を対象に、緊急的に海上
モニタリングを実施した。当初、観測は福島県沖を重点的に行ったが、「環境モニ
タリング強化計画（平成23 年4 月22 日、原子力災害対策本部）」開始に伴い、宮
城県、茨城県の沖合まで海域モニタリングの範囲を広域化して実施した。海上の
塵は、各調査測点においてダストサンプラで大気をろ過し、フィルタをビニール袋
に入れ、ゲルマニウム半導体検出器を用いて測定した。なお、5 月以降、海上の
塵の調査は時間経過とともに検出限界以下となったため平成23 年7 月31 日で
終了した。本データは、この結果をもとに作成した。

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○
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放
射
能
測
定
法
シ
リ
ー
ズ
N
o
.1
6
「
環
境
試
料
採
取
法
」
記
載
内
容
一
覧
表

章
N
o

分
類

試
料
区
分

河
川
水

湖
沼
水

井
戸
水

上
水

採
取
場
所

―

試
料
採
取
部
位

河
川
の
流
心
部
表
面
水

排
水
等
流
入
が
あ
れ
ば
合
流
点
下

流
の
十
分
に
混
合
し
て
い
る
場
所

を
選
定
、
増
水
時
の
濁
流
は
対
象

と
し
な
い

湖
沼
中
心
部
表
面
水

流
入
流
出
付
近
は
避
け
る

通
常
の
給
水
状
態
で
あ
る
こ
と
を

確
認
し
採
取

帯
水
層
の
み
の
採
取
は
極
め
て
困

難
な
た
め
、
考
慮
し
な
い

湧
水
、
地
下
水
も
井
戸
水
に
準
じ
る

源
水

取
水
口
中
心
部
に
て
採
取

蛇
口
水

家
庭
内
な
ど
の
蛇
口

試
料
採
取
量

― ロ
ー
プ
の
一
端
を
バ
ケ
ツ
の
取
っ

手
に
結
び
、
他
端
を
橋
、
船
体
、
そ

の
他
適
当
な
場
所
に
結
ぶ

表
層
水
は
河
川
水
に
準
じ
て

行
う

揚
水
管
、
配
水
管
な
ど
の
内
部
に

停
滞
し
て
い
る
水
を
流
し
出
す

蛇
口
水
は
あ
ら
か
じ
め
数

分
間
放
水

バ
ケ
ツ
で
採
水
し
、
バ
ケ
ツ
と
漏

斗
、
試
料
容
器
を
2～
3回
共
洗
い

中
底
層
水
は
海
水
に
準
じ
て

行
う

規
定
量
採
取
す
る

採
取
後
た
だ
ち
に
塩
酸
（1
+1
）も
し

く
は
硝
酸
(1
+1
)を
試
料
水
1L
に
対

し
て
2m
L
添
加
し
密
栓
す
る
。

河
川
に
直
接
浸
す
か
バ
ケ
ツ
に
採

水
し
、
水
温
を
測
定
。
必
要
な
ら
ば

pH
も
測
定
す
る

ろ
過
は
原
則
行
わ
な
い
。
行
っ
た

場
合
は
記
録
す
る
こ
と

試
料
採
取
方
法

集
塵
終
了
直
前
の
流
量
計
の
値
、
終
了

時
刻
を
記
録

積
算
値
が
あ
れ
ば
記
録

全
β
用
の
分
取
は
よ
く
混
合
し
た
後
に

行
う

雨
季
に
は
溢
れ
る
前
に
そ
の
都
度
採
取

し
て
、
合
算

雨
季
に
は
溢
れ
る
前
に
そ
の
都
度
採
取

し
て
、
合
算

貯
水
瓶
は
洗
浄
後
、
再
使
用
可

バ
ケ
ツ
に
採
水
し
、
水
温
を
測
定
。
必
要
な
ら
ば
pH
も
測
定
す
る

ろ
過
は
原
則
行
わ
な
い
。
行
っ
た
場
合
は
記
録
す
る
こ
と

全
吸
引
量
を
算
出

試
料
全
量
の
容
量
、
重
さ
を
は
か
る

降
水
量
が
少
な
い
時
は
純
水
に
て
内
部

洗
浄
し
、
試
料
に
加
え
る

集
じ
ん
を
開
始
（時
刻
と
流
量
計
の
値
を

記
録
）

水
盤
の
内
側
を
既
知
量
の
水
で
洗
浄

し
、
加
え
る

1
00
m
L
以
上
の
場
合
：1
00
m
L
分
取
し
、

使
用

1
00
m
L
以
下
の
場
合
：全
量
使
用

規
定
量
採
取
す
る

ろ
紙
を
装
着

全
量
を
容
器
に
採
取
。
付
着
物
は
こ
す
り

と
る

採
取
後
、
よ
く
混
合
し
、
メ
ス
シ
リ
ン
ダ
ー

で
は
か
る
。

バ
ケ
ツ
、
漏
斗
、
試
料
容
器
を
2～
3回
共
洗
い

性
能
確
認
試
験

月
初
に
水
を
1
cm
以
上
入
れ
て
お
き
、
採

取
期
間
こ
れ
を
保
つ
。

毎
日
定
時
に
採
取

採
取
後
た
だ
ち
に
塩
酸
（1
+1
）も
し
く
は
硝
酸
(1
+1
)を
試
料
水
1L

に
対
し
て
2m
L
添
加
し
密
栓
す
る
。

地
図
25
00
0分
の
1

pH
測
定
器

塩
酸
（1
+1
）も
し
く
は
硝
酸
（1
+1
）

温
度
計

洗
浄
瓶

ロ
ー
プ

ゴ
ム
製
べ
ら

ひ
し
ゃ
く

採
取
用
具

及
び
容
器

ろ
紙
（粒
径
0.
3μ
m
の
粒
子
に
対
し
捕
集

効
率
95
％
以
上
の
も
の
）

目
盛
付
き
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
バ
ケ
ツ

貯
水
瓶
（ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
、
ガ
ラ
ス
製
の

5
L
以
上
の
も
の
）

取
っ
手
つ
き
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
バ
ケ
ツ

大
型
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
漏
斗

試
料
容
器

ハ
イ
ボ
リ
ウ
ム
・
エ
ア
サ
ン
プ
ラ
ー
（固
定

ろ
紙
式
）

小
型
水
盤

携
帯
移
動
型
と
大
型
装
置

降
水
採
取
装
置
（図
示
）

採
取
器

ロ
ー
ボ
リ
ュ
ー
ム
・
エ
ア
サ
ン
プ
ラ
ー
(固

定
ろ
紙
式
)

ヨ
ウ
素
用
活
性
炭
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
装
着
可

能 積
算
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
(正
確
な
吸
引
量

を
計
測
す
る
た
め
）

ス
テ
ン
レ
ス
鋼
製
大
型
水
盤
（
受
水
面
積

50
0
0
cm
2 、
深
さ
3
0c
m
）

0.
1
m
3 /
m
in
で
一
週
間

0.
2
～
1
.0
m
3 /
m
in
で
数
時
間
～
24
時
間

通
常
１
か
月
間
の
全
量

全
β
の
み
一
部
分
取

2
4時
間
内
の
全
降
水
量

全
β
用
：約
2L
、
放
射
化
学
分
析
用
：2
0～
10
0L
、
γ
用
：4
0～
60
L

―
―

―

―
―

―
周
辺
に
立
ち
木
や
建
造
物
が
な
い
、
特

定
施
設
の
影
響
を
強
く
受
け
な
い
、
広
い

平
坦
地
を
選
ぶ
、
屋
上
設
置
で
も
可

開
口
吸
入
部
は
地
面
よ
り
1
m
以
上
の
高

さ
、
降
雨
時
の
採
取
に
は
雨
よ
け
を
付
け

る

周
辺
に
立
ち
木
や
建
造
物
が
な
い
、
特

定
施
設
の
影
響
を
強
く
受
け
な
い
、
広
い

平
坦
地
を
選
ぶ
、
屋
上
設
置
で
も
可

地
面
よ
り
1
m
以
程
度
の
高
さ
、
雨
水
の

地
面
か
ら
の
跳
ね
返
り
や
砂
ぼ
こ
り
が
な

る
べ
く
入
ら
な
い
よ
う
設
置

周
辺
に
立
ち
木
や
建
造
物
が
な
い
、
特

定
施
設
の
影
響
を
強
く
受
け
な
い
、
広
い

平
坦
地
を
選
ぶ
、
屋
上
設
置
で
も
可

地
面
よ
り
1m
以
程
度
の
高
さ
、
雨
水
の

地
面
か
ら
の
跳
ね
返
り
や
砂
ぼ
こ
り
が
な

る
べ
く
入
ら
な
い
よ
う
設
置

大
気
浮
遊
じ
ん

降
下
物

降
水
（
定
時
降
水
）

陸
水

2
3

4
5
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シ
リ
ー
ズ
N
o
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6
「
環
境
試
料
採
取
法
」
記
載
内
容
一
覧
表

章
N
o

分
類

試
料
区
分

河
川
水

湖
沼
水

井
戸
水

上
水

―
―

―

大
気
浮
遊
じ
ん

降
下
物

降
水
（
定
時
降
水
）

陸
水

2
3

4
5

3　
降
下
物
に
準
じ
る

試
料
の
輸
送

備
考

不
足
な
し

塩
分
、
p
H
、
水
温
（o
pt
io
n）

線
量
率
(o
pt
io
n)

記
録
に
お
け
る

IA
E
A
要
求
事
項

の
不
足
分

予
備
試
料
の
有
無

予
備
試
料
の
有
無

フ
ィ
ル
タ
ー
情
報

添
加
物
の
有
無
お
よ
び
情
報

吸
引
率

不
足
な
し
（降
下
物
と
同
一
分
類
）

採
取
深
度

線
量
率

保
管
容
器
種
類

―
―

―
―

採
取
後
た
だ
ち
に
分
析
を
行
う
こ
と
が
望

ま
し
い

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
袋
に
付
着
面
を
内
側
に

折
り
た
た
み
テ
ー
プ
な
ど
で
シ
ー
ル
し
輸

送

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
の
袋
に
入
れ
て
梱
包
し

輸
送

原
則
輸
送
し
な
い

パ
ラ
フ
ィ
ル
ム
、
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
フ
ィ
ル

ム
で
シ
ー
ル
し
輸
送

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
の
袋
に
入
れ
て
梱
包
し
輸
送

そ
の
他
参
考
事
項

そ
の
他
参
考
事
項

輸
送
状
況

輸
送
状
況

輸
送
状
況

輸
送
状
況

―
調
製
者
名

―
―

―
調
製
状
況

処
理
状
況

処
理
状
況

処
理
状
況

処
理
状
況

吸
引
量

採
取
量

―
採
取
量

―

採
取
日
時

採
取
期
間

採
取
日
時

採
取
日
時

―
―

―
試
料
名

採
取
者
名

採
取
者
名

採
取
者
名

採
取
者
名

採
取
機
関
名

採
取
機
関
名

試
料
番
号

試
料
番
号

水
盤
の
受
水
面
積

採
取
場
所

採
取
場
所

降
水
量
（採
取
量
）

―

―
採
取
状
況

―
採
取
方
法

処
理
者
名

処
理
者
名

試
料
に
関
す
る

記
録

採
取
機
関
名

採
取
機
関
名

試
料
番
号

試
料
番
号

―
水
盤
の
受
水
面
積

採
取
場
所

採
取
場
所

―
降
水
量

採
取
状
況

―

採
取
方
法

―

処
理
者
名

処
理
者
名

―
―

そ
の
他
参
考
事
項

そ
の
他
参
考
事
項

打
ち
抜
き
法
（参
照
図
）

蒸
発
乾
固
法
（
全
β
、
γ
）

試
料
の

処
理
方
法

測
定
器
に
詰
め
る
方
法

イ
オ
ン
交
換
樹
脂
吸
着
法

蒸
発
乾
固
法

灰
化
法

― ― ― ― ―

― ――― ―

― ― ― ― ―

― ― ― ― ―
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シ
リ
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N
o
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試
料
採
取
法
」
記
載
内
容
一
覧
表

章
N
o

分
類

試
料
区
分

採
取
場
所

試
料
採
取
部
位

試
料
採
取
量

試
料
採
取
方
法

採
取
用
具

及
び
容
器

採
取
器

農
耕
地
土
壌

未
耕
地
土
壌

河
底
土

湖
底
土

作
物
の
種
類
、
肥
培
管
理
な
ど
を

考
慮
に
入
れ
て
、
そ
の
地
域
の
代

表
す
る
土
壌
を
選
定

小
植
物
に
よ
る
植
皮
が
あ
り
、
表

面
流
出
な
ど
に
よ
る
侵
食
及
び
崩

壊
が
な
く
、
周
囲
に
建
造
物
及
び

人
為
的
攪
乱
の
な
い
場
所
を
選

定

麻
ひ
も

は
さ
み

巻
尺

1
0
ア
ー
ル
当
た
り
水
田
で
は
５
か

所
、
畑
で
は
８
か
所

農
耕
地
よ
り
も
採
取
地
点
数
を
多

く
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

―

機
械
刈
り
の
場
合
は
採
取
し
た
子

実
か
ら
雑
物
を
除
き
、
風
乾
さ
せ

る一
定
面
積
の
作
物
を
全
部
採
取

非
結
球
性
の
葉
菜
、
小
型
果
菜
、
根
菜
、
い
も
類

圃
場
中
央
部
の
平
均
的
場
所
数
か
所
に
て
、
一
定
半
径
内
の

全
作
物
を
採
取

各
地
点
か
ら
採
取
し
た
土
壌
を
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
袋
に
入
れ
て
持
ち
帰

り
、
重
さ
を
は
か
る

バ
ケ
ツ
に
採
水
し
、
水
温
を
測
定
。
必
要
な
ら

ば
pH
も
測
定
す
る

シ
ョ
ベ
ル
な
ど
に
よ
り
、
採
取
器
の
外
囲
の
土
壌
を
取
り
除
き
採
取
器

を
回
収
し
、
採
取
器
内
の
土
壌
を
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
袋
に
入
れ
る

（
そ
の
他
の
方
法
）

・
ひ
し
ゃ
く
な
ど
を
用
い
て
採
取

規
定
量
採
取
す
る

土
壌
採
取
器
を
地
表
面
に
お
き
、
目
的
の
深
さ
ま
で
打
ち
込
む

ク
ラ
ブ
式
採
泥
器
に
よ
る
方
法

バ
ケ
ツ
で
採
水
し
、
バ
ケ
ツ
と
漏
斗
、
試
料
容

器
を
2
～
3
回
共
洗
い

地
干
し
、
架
干
し
を
し
た
後
に
脱

穀
し
、
子
実
を
採
取

結
球
性
の
葉
菜
、
大
型
果
菜
、
個
体
差
の
大
き
い
根
菜
、
い
も

類 圃
場
中
央
部
の
平
均
的
場
所
を
１
０
か
所

各
所
の
平
均
的
大
き
さ
の
個
体
を
一
つ
採
取

地
表
面
の
枯
草
、
木
片
な
ど
を
取
り
除
く

ド
レ
ッ
ジ
式
採
泥
器
に
よ
る
方
法

ロ
ー
プ
の
一
端
を
バ
ケ
ツ
の
取
っ
手
に
結
び
、

他
端
を
手
す
り
、
フ
ッ
ク
な
ど
に
結
ぶ

荷
札

移
植
ご
て

温
度
計

巻
尺

た
ら
い

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
平
底
、
径
4
0
c
m
程
度

ゴ
ム
製
手
袋

試
料
容
器

地
図
2
5
0
0
0
分
の
1

地
図
2
5
0
0
0
分
の
1

ビ
ニ
ー
ル
製
シ
ー
ト
、
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
袋
、
テ
ー
プ

pH
測
定
器

ハ
ン
マ
ー

ロ
ー
プ

水
深
の
3
～
5
倍
の
長
さ

漏
斗

風
乾
用
具

容
器
：
か
ご
、
袋

刃
物

ロ
ー
プ

検
土
杖
（
長
さ
1
0
0
c
m
、
鋼
鉄
製
）

シ
ョ
ベ
ル
、
移
植
ご
て

ロ
ー
プ

細
縄

試
料
容
器
（
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
袋
ま
た
は

広
口
瓶
(2
～
3
L
)

取
っ
手
つ
き
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
バ
ケ
ツ
、
ひ
し
ゃ

く

割
り
ば
し

試
料
容
器

土
壌
採
取
器
(b
)

内
径
5
～
8
c
m
、
高
さ
7
0
～
1
0
0
c
m

グ
ラ
ブ
式
採
泥
器

（
ス
ミ
ス
・
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
型
　
大
型
で
巻

き
上
げ
機
が
必
要
）
（
エ
ク
マ
ン
・
パ
ー
ジ

型
　
比
較
的
少
な
い
量
の
海
底
土
を
採

取
す
る
の
に
適
す
る
）

刃
物
：
包
丁
、
か
ま
、
は
さ
み
な
ど

農
耕
具
：
く
わ
、
ス
コ
ッ
プ

塩
酸
（
1
+
1
）
も
し
く
は
硝
酸
（
1
+
1
）

ハ
ー
ベ
ス
タ
ー
（
バ
イ
ン
ダ
ー
式
、

コ
ン
バ
イ
ン
式
）

ひ
し
ゃ
く
、
ス
コ
ッ
プ
（
シ
ョ
ベ
ル
）

―
土
壌
採
取
器
(a
)

内
径
5
～
8
c
m
、
高
さ
2
0
c
m

ド
レ
ッ
ジ
式
採
泥
器

(手
で
操
作
で
き
る
小
型
も
の
が
よ
い
)

分
析
用
、
保
存
用
な
ど
を
含
め
て
新
鮮
土
と
し
て
少
な
く
と
も
2
～
3
kg

分
析
用
、
保
存
用
な
ど
を
含
め
て
湿
重
量

と
し
て
少
な
く
と
も
2
～
3
kg

―
―食
用
に
供
さ
れ
る
部
分

2
～
5
L
程
度

1
0
kg
程
度

1
0
kg
程
度
（
１
個
体
が
大
き
く
重
い
野
菜
は
１
０
個
体
）

豆
類
は
5
kg
程
度

表
層
の
ほ
か
、
目
的
に
よ
り
表
層
以
下
の
層
か
ら
も
採
取
す
る

目
的
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
な
る
べ
く
流

動
が
少
な
い
場
所
を
選
定
し
て
お
く

―
―

―
可
食
部

―
―

―
排
水
放
出
口
の
構
造
は
施
設
に
よ
り
異
な
る

一
般
環
境
へ
の
放
出
口
で
採
取
す
る
、
困
難

な
場
合
に
は
施
設
管
理
外
の
排
水
溝
途
中
の

掃
除
孔
か
ら

排
水

穀
類

野
菜
類

土
壌

河
底
土
、
湖
底
土

6
7

8
9

1
0
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分
類

試
料
区
分

試
料
の
輸
送

備
考

記
録
に
お
け
る

IA
E
A
要
求
事
項

の
不
足
分

試
料
の

処
理
方
法

試
料
に
関
す
る

記
録

農
耕
地
土
壌

未
耕
地
土
壌

河
底
土

湖
底
土

―
―

―

排
水

穀
類

野
菜
類

土
壌

河
底
土
、
湖
底
土

6
7

8
9

1
0

乾
燥
（
1
0
5
℃
）

ホ
モ
ジ
ナ
イ
ザ
ー
、
ミ
キ
サ
ー

を
使
い
ジ
ュ
ー
ス
に
す
る

炭
化

水
を
一
定
量
加
え
て
も
よ
い

灰
化
(5
0
0
℃
4
8
時
間
)

ふ
る
い
（
0
.3
5
m
m
）
を
通
し
て

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
袋
に
密
封
保

存

容
器
に
保
存

―
―

―

線
量
率
(o
pt
io
n
)

水
試
料
に
準
ず
る

乾
燥
品
を
水
で
戻
し
て
い
る
場
合

は
、
そ
の
起
源

乾
燥
品
を
水
で
戻
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
起
源

採
取
深
さ

水
面
か
ら
の
採
取
深
度

採
取
範
囲

水
域
(種
類
、
名
)情
報

―
―

―
単
位
面
積
当
た
り
へ
の
換
算
係
数
を
求
め
る
た
め
に
は
、
採
取
面

積
、
新
鮮
土
重
量
、
乾
土
重
量
及
び
乾
燥
細
土
重
量
を
は
か
る

―

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
の
袋
ま
た
は
広
口
瓶
に
入
れ
て
梱
包
し
輸
送

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
の
袋
ま
た
は
広
口
瓶
に

入
れ
て
梱
包
し
輸
送

原
則
輸
送
は
し
な
い

段
ボ
ー
ル
に
詰
め
て
輸
送

乾
燥
試
料
ま
た
は
灰
試
料
を
梱

包
し
輸
送

乾
燥
試
料
ま
た
は
灰
試
料
を
梱
包
し
輸
送

そ
の
他
参
考
事
項

そ
の
他
参
考
事
項

そ
の
他
参
考
事
項

そ
の
他
参
考
事
項

そ
の
他
参
考
事
項

輸
送
状
況

輸
送
状
況

輸
送
状
況

輸
送
状
況

輸
送
状
況

調
製
者
名

調
製
者
名

調
製
者
名

調
製
者
名

調
製
者
名

調
製
状
況

調
製
状
況

調
製
状
況

調
製
状
況

調
製
状
況

処
理
者
名

処
理
者
名

処
理
者
名

処
理
者
名

処
理
者
名

処
理
状
況

処
理
状
況

処
理
状
況

処
理
状
況

処
理
状
況

採
取
量

採
取
量

採
取
方
法

採
取
方
法

採
取
方
法

採
取
状
況

採
取
状
況

―

地
形
・
地
目

―
―

―
―

―
―

採
取
圃
場

採
取
圃
場

採
取
場
所

採
取
場
所

採
取
場
所

採
取
日
時

採
取
日
時

採
取
日
時

試
料
番
号

採
取
日
時

―
試
料
名

―
試
料
名

試
料
名

採
取
者
名

採
取
者
名

採
取
者
名

採
取
者
名

採
取
者
名

採
取
機
関
名

栽
培
条
件

採
取
機
関
名

採
取
機
関
名

採
取
機
関
名

試
料
番
号

試
料
番
号

試
料
番
号

採
取
日
時

採
取
場
所

栽
培
条
件

―
―

採
取
状
況

採
取
方
法

採
取
量

採
取
量

―

採
取
機
関
名

試
料
番
号

採
取
場
所

土
壌
の
種
類

採
取
状
況

採
取
方
法

粉
砕
（
粉
砕
機
を
用
い
て
2
5
0
μ
m
以
下

に
す
る
）

粉
砕
（
粉
砕
機
を
用
い
て
2
5
0
μ
m
以
下
に
す
る
）

3
7
%
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
溶
液

を
試
料
1
L
に
対
し
て
1
0
～

2
0
m
l加
え
る

縮
分
（
イ
ン
ク
リ
メ
ン
ト
、
二
分
器
、
縮
分
機
）

縮
分
（
イ
ン
ク
リ
メ
ン
ト
、
二
分
器
、
縮
分

機
）

ろ
過
は
原
則
行
わ
な
い
。
行
っ
た
場
合
は
記
録

す
る
こ
と

炭
化

塩
酸
（
1
+
1
）
も
し
く
は
硝
酸
(1
+
1
)を
試
料
水
1
L

に
対
し
て
2
m
L
添
加
し
密
栓
す
る
。

乾
燥
（
1
0
5
℃
）

水
洗
い
し
、
食
用
部
以
外
を
取
り
除
く

灰
化
(5
0
0
℃
4
8
時
間
)

ふ
る
い
（
0
.3
5
m
m
）
を
通
し
て
ポ
リ

エ
チ
レ
ン
製
袋
に
密
封
保
存

乾
燥
細
土
の
処
理
（
乾
燥
、
ふ
る
い
分
け
、
重
量
測
定
）

乾
燥
細
土
の
処
理
（
乾
燥
、
ふ
る
い
分

け
、
重
量
測
定
）

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
袋
ま
た
は
広
口
瓶
に
入
れ
て
密
封
し
保
存
す
る

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
袋
ま
た
は
広
口
瓶
に
入

れ
て
密
封
し
保
存
す
る

― ― ― ― ―

― ―

― ―

―
―

― ― ―

― ―

― ―

― ―

採
取
量
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分
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試
料
区
分

採
取
場
所

試
料
採
取
部
位

試
料
採
取
量

試
料
採
取
方
法

採
取
器

採
取
用
具

及
び
容
器

生
茶

荒
茶

生
乳

粉
乳

魚
類

貝
類

5
kg

1
～
2
kg

5
L

1
～
2
kg

―

手
摘
み

新
芽
を
一
心
三
葉

生
産
地
、
採
取
条
件
が

明
ら
か
な
も
の
を
工
場
よ

り
入
手
す
る

バ
ル
ク
ク
ー
ラ
ー
か
ら
採
取

粉
乳
は
同
一
ロ
ッ
ト
の
も
の
を

購
入

―

乳
缶
は
よ
く
混
ぜ
て
か
ら
採
取

特
別
な
献
立
の
日
を
除
く
、
普
通
の

日
に
調
査
を
行
う

は
さ
み
摘
み

１
区
画
9
m
2
と
し
3
～
6
か

所
新
芽
の
み
を
採
取

試
料
容
器
：
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製

袋
瓶
(5
L
)

献
立
表

1
4

淡
水
産
生
物

― 全
体
、
可
食
部
、
内
臓
、
筋
肉
、
目
的
に
応
じ
た
部
位

一
般
に
数
kg
だ
が
、
歩
留
り
を
考
慮
す
る

―
―

刃
物
：
手
は
さ
み
、
動
力
摘
採
機

容
器
：
か
ご
、
袋

芽
お
よ
び
葉

―

1
5

日
常
食

生
重
量
で
5
kg

―
―

1
3

牧
草

― 飼
料
と
す
る
部
分

― ― 成
人
一
人
が
一
日
に
飲
食
す
る
も
の

全
て

５
世
帯
か
ら
、
ひ
と
り
分
ず
つ

―

1
2

牛
乳

― ―

1
1

茶

―

刃
物
：
か
ま
、
は
さ
み
、
カ
ッ
タ
ー
な
ど

容
器
：
か
ご
、
袋

試
料
容
器
（
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
袋
ま
た

は
広
口
瓶
(3
～
5
L
)

５
個

購
入
、
も
し
く
は
漁
業
関
係
者
と
相
談
し
、
目
的
種
の
最
適
な

採
取
方
法
を
検
討
す
る

3
7
%
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
溶
液

魚
期
、
漁
業
権
に
注
意

採
取
依
頼
を
漁
協
に
す
る
の
が
望
ま
し
い

当
面
積
に
採
取
地
を
1
0
区
分
し
、
各

区
分
の
中
心
部
の
作
物
を
5
0
0
ｇ
採
取
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o
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試
料
区
分

試
料
の
輸
送

備
考

記
録
に
お
け
る

IA
E
A
要
求
事
項

の
不
足
分

試
料
の

処
理
方
法

試
料
に
関
す
る

記
録

生
茶

荒
茶

生
乳

粉
乳

魚
類

貝
類

―

1
4

淡
水
産
生
物

1
5

日
常
食

1
3

牧
草 ―

1
2

牛
乳

1
1

茶

真
水
で
洗
浄

真
水
で
一
夜
浸
す

乾
燥
（
1
0
5
℃
）

乾
燥
（
1
0
5
℃
）

ホ
モ
ジ
ナ
イ
ザ
ー
、
ミ
キ
サ
ー

を
使
い
ジ
ュ
ー
ス
に
す
る

炭
化

水
を
一
定
量
加
え
て
も
よ
い

灰
化
(5
0
0
℃
4
8
時
間
)

3
7
%
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
溶
液

を
試
料
1
L
に
対
し
て
1
0
～

2
0
m
l加
え
る

ふ
る
い
（
0
.3
5
m
m
）
を
通
し
て

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
袋
に
密
封
保

存

容
器
に
保
存

―
―

3
7
%
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
溶
液

を
試
料
1
L
に
対
し
て
1
0
～

2
0
m
l加
え
る

予
備
試
料
の
有
無

輸
送
状
況

採
取
量

―

試
料
状
況

―

灰
化
(5
0
0
℃
4
8
時
間
)

ふ
る
い
（
0
.3
5
m
m
）
を
通
し
て
ポ
リ
エ

チ
レ
ン
製
袋
ま
た
は
広
口
瓶
に
入
れ

て
密
封
し
保
存
す
る

ふ
る
い
（
0
.3
5
m
m
）
を
通
し
て
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
袋
に
密
封
保
存

線
量
率
(o
pt
io
n
)

そ
の
他
参
考
事
項

―

そ
の
他
参
考
事
項

調
製
状
況

調
製
者
名

調
製
状
況

調
製
者
名

調
製
状
況

調
製
者
名

輸
送
状
況

処
理
者
名

― ―

―
―

調
製
状
況

調
製
者
名

採
取
圃
場

―

乳
牛
の
育
成
条
件

栽
培
条
件

採
取
量

処
理
状
況

―

―
― ― ――

処
理
状
況

採
取
方
法

採
取
方
法

処
理
者
名

炭
化

灰
化
(5
0
0
℃
4
8
時
間
)

―炭
化

灰
化
(5
0
0
℃
4
8
時
間
)

目
的
部
位
を
採
取

採
取
者
名

試
料
名

炭
化

ふ
る
い
（
0
.3
5
m
m
）
を
通
し
て
ポ
リ
エ

チ
レ
ン
製
袋
に
密
封
保
存

採
取
機
関
名

採
取
者
名

― 試
料
番
号

採
取
日
時

― ― ― ―

採
取
量

―
採
取
部
位

―

栽
培
条
件

採
取
圃
場

輸
送
状
況

採
取
部
位

乾
燥
試
料
ま
た
は
灰
試
料
を
梱
包
し
輸
送

―採
取
量

処
理
状
況

調
製
状
況

調
製
者
名

― ― 採
取
方
法

―灰
化
(5
0
0
℃
4
8
時
間
)

ふ
る
い
（
0
.3
5
m
m
）
を
通
し
て
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
袋
に

密
封
保
存

そ
の
他
参
考
事
項

乾
燥
試
料
ま
た
は
灰
試
料
を
梱
包
し
輸
送

生
乳
の
輸
送
は
3
7
%
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
溶
液
を
試
料
1
L
に
対

し
て
1
0
～
2
0
m
l加
え
る

採
取
量

処
理
状
況

―

採
取
場
所

―乾
燥
（
1
0
5
℃
）

炭
化

―

―試
料
番
号

試
料
名

試
料
番
号

採
取
日
時

―

乾
燥
（
1
0
5
℃
）

採
取
機
関
名

採
取
者
名

試
料
名

試
料
番
号

採
取
日
時

採
取
場
所

― ― ―

採
取
機
関
名

採
取
者
名

試
料
名

試
料
番
号

採
取
日
時

採
取
場
所

― 採
取
方
法

処
理
者
名

輸
送
状
況

採
取
機
関
名

採
取
日
時

採
取
場
所

―

乾
燥
品
を
水
で
戻
し
て
い
る
場
合
は
、

そ
の
起
源

乾
燥
品
を
水
で
戻
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
起
源

乾
燥
品
を
水
で
戻
し
て
い
る
場
合
は
、

そ
の
起
源

乾
燥
品
を
水
で
戻
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
起
源

乾
燥
品
を
水
で
戻
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
起
源

乾
燥
試
料
ま
た
は
灰
試
料
を
梱
包
し

輸
送

そ
の
他
参
考
事
項

乾
燥
試
料
ま
た
は
灰
試
料
を
梱
包
し
輸
送

生
試
料
を
輸
送
す
る
と
き
は
冷
凍
す
る

―

そ
の
他
参
考
事
項

乾
燥
試
料
ま
た
は
灰
試
料
を
梱
包
し

輸
送

生
試
料
を
輸
送
す
る
と
き
は
梱
包
す

る ―
―

採
取
機
関
名

採
取
者
名

数
c
m
の
大
き
さ
に
裁
断
す
る

試
料
を
点
検
し
、
可
食
部
以
外
を
除
く

― ―

― ― 輸
送
状
況
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料
区
分
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所

試
料
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取
部
位

試
料
採
取
量

試
料
採
取
方
法

採
取
用
具

及
び
容
器

採
取
器

遊
泳
生
物

底
生
生
物

海
藻
類

付
着
生
物

―

温
度
計

漏
斗

―

磯
の
未
利
用
貝
類
は
磯

た
が
ね
や
ス
ク
レ
イ
パ
ー

を
用
い
て
か
き
落
と
す

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
バ
ケ
ツ
6
0～
1
00
L

―
―

―

な
お
、
潮
間
帯
の
も
の
で
あ
れ
ば

干
潮
時
に
磯
た
が
ね
な
ど
を
用
い

て
採
取
で
き
る
が
危
険
な
場
所
も

多
く
、
採
取
に
は
注
意
を
要
す
る

容
器
に
試
料
番
号
を
記
入
、
水
温
は
バ
ケ
ツ

に
採
取
し
た
海
水
で
測
定
、
採
取
後
、
用
具

は
真
水
で
よ
く
洗
っ
て
乾
燥

ヨ
モ
ギ

野
草
は
生
息
地
の
上
空
が
樹
木
で
覆
わ
れ

て
な
い
場
所

花
こ
う
な
ど
を
入
れ
な
い
で
生
の
葉
だ
け
を
し

ご
き
取
る

ド
レ
ッ
ジ
式
採
泥
器
に
よ
る
方
法

船
が
停
止
し
た
後
、
バ
ケ
ツ
を
で
き
る
だ
け
遠

く
に
投
げ
、
着
水
後
速
や
か
に
手
前
に
引
く

採
取
し
た
海
水
で
漏
斗
、
バ
ケ
ツ
を
数
回
洗

浄
す
る

採
取
し
た
海
水
は
漏
斗
を
用
い
て
試
料
容
器

に
い
れ
る

必
要
量
が
得
ら
れ
る
ま
で
繰
り
返
す

ク
ラ
ブ
式
採
泥
器
に
よ
る
方
法

ヒ
ト
デ
類
な
ど
は
底
引
き

漁
船
を
雇
用
し
て
採
取
す

る
か
、
小
型
ビ
ー
ム
ト

ロ
ー
ル
を
用
い
て
採
取

未
利
用
海
藻
の
場
合
、
そ
の
大
部

分
は
海
面
下
に
生
え
て
お
り
、
専

業
者
で
な
い
と
採
取
は
困
難
で
あ

る

磯
の
未
利
用
貝
類
は
磯

た
が
ね
や
ス
ク
レ
イ
パ
ー

を
用
い
て
か
き
落
と
す

魚
期
が
限
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
漁
業
権
の
な
い
者
は
採
取
で
き
な
い
の
で
、
漁
協
な
ど
に
依
頼
し
て
採
取
す
る

松
葉

松
脂
防
止
で
ビ
ニ
ー
ル
製
手
袋
を
着
用

樹
高
が
4
m
以
下
、
幹
の
直
径
が
10
cm
以
下

程
度
の
若
い
樹
で
剪
定
さ
れ
て
な
い
樹
を
選

び
、
二
年
生
葉
の
み
を
採
取

１
本
の
樹
か
ら
0.
2
kg
程
度
5～
1
0本
の
樹
か

ら
2k
g程
度
採
取
す
る

バ
ケ
ツ
に
よ
る
採
取

ロ
ー
プ
の
一
端
を
バ
ケ
ツ
の
取
っ
手
に
結
び

付
け
、
他
端
を
船
体
に
結
び
付
け
て
お
く

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
た
ら
い

試
料
容
器

揚
収
機
材

ロ
ー
プ

採
泥
器

ビ
ー
ム
ト
ロ
ー
ル

小
型
底
引
き
網

ス
ク
レ
イ
バ
ー

磯
た
が
ね

採
取
用
具
：ビ
ニ
ー
ル
袋
、
脚
立

試
料
容
器
：ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
容
器
（
キ
ュ
ー

ビ
テ
ー
ナ
ー
）2
0
L
程
度
の
も
の
を
数
個

容
器
：
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
袋

塩
酸
（1
+1
）も
し
く
は
硝
酸
（
1
+1
）

バ
ケ
ツ

―
―

ポ
ン
プ
（
ホ
ー
ス
、
発
電
機
な
ど
）

―分
析
用
、
保
存
用
な
ど
を
含
め
て
数
kg

調
査
目
的
、
対
象
核
種
に
よ
っ
て
異
な
る
た

め
、
計
画
に
従
う

分
析
用
、
保
存
用
な
ど
を
含
め
て
湿
重
量
と

し
て
少
な
く
と
も
3k
g以
上

一
般
に
数
kg
だ
が
、
歩
留
り
を
考
慮
す
る

―
―

―
―

海
洋
は
海
産
生
物
に
準
じ
る
。
陸
上
は
原

則
、
二
年
生
葉

通
常
は
表
面
海
水
（
深
度
1
m
程
度
）

海
底
土
の
表
面
か
ら
一
定
の
深
さ

全
体
、
可
食
部
、
内
臓
、
筋
肉
、
目
的
に
応
じ
た
部
位

海
水

海
底
土

海
産
生
物

16

指
標
生
物

17
18

19
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記
録
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お
け
る
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A
要
求
事
項

の
不
足
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試
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に
関
す
る

記
録

遊
泳
生
物

底
生
生
物

海
藻
類
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着
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物
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海
水

海
底
土

海
産
生
物

16

指
標
生
物

17
18

19

洗
浄
、
重
量
測
定
、
内
臓

な
ど
の
注
意
）

砂
、
泥
を
は
か
せ
る

貝
類
は
軟
体
部
に
す
る

他
の
生
物
が
付
着
し
て
い
る
こ
と

が
多
く
、
藻
体
基
部
に
は
岩
石
の

細
片
が
付
着
し
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ち
な
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意

砂
、
泥
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か
せ
る

貝
類
は
軟
体
部
に
す
る

指
標
生
物
、
生
物
学
的
調
査
、
食

品
に
応
じ
て
処
理
法
が
異
な
る
た

め
注
意
（洗
う
、
洗
わ
な
い
、
海

水
、
純
水
、
真
水
な
ど
）

線
量
率
(o
pt
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n)

採
取
場
所
周
辺
の
写
真
や
絵
、
見
取
り
図
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予
備
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料
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塩
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p
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温
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o
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加
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io
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管
容
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該
当
す
る
試
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類
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し

地
点
情
報

採
取
深
さ
と
範
囲

―

乾
燥
品
を
水
で
戻
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
起
源

採
取
深
度

水
面
か
ら
の
採
取
深
度

―
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乾
燥
試
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た
は
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況
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送
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況
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調
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者
名
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製
者
名

調
製
状
況

調
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者
名

―
調
製
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況

調
製
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況

処
理
者
名

処
理
者
名

処
理
者
名

処
理
者
名

処
理
状
況

処
理
状
況

処
理
状
況

処
理
状
況

採
取
状
況

―

―
―

―
試
料
状
況

採
取
量

採
取
量

採
取
量

採
取
量

―
―

採
取
方
法

採
取
方
法

採
取
方
法
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取
方
法
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取
状
況

―
―

採
取
状
況

―
―
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―
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取
場
所

採
取
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所
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取
場
所
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取
場
所
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料
番
号

試
料
番
号
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料
番
号

採
取
日
時

採
取
日
時

採
取
日
時

採
取
日
時

試
料
名
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―

試
料
名
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取
者
名

採
取
機
関
名

採
取
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関
名

採
取
機
関
名

採
取
機
関
名

採
取
者
名

採
取
者
名

採
取
者
名

試
料
番
号

炭
化

灰
化
(5
00
℃
48
時
間
)

粉
砕
（粉
砕
機
を
用
い
て
25
0μ
m
以
下
に
す

る
）

乾
燥
（1
05
℃
）

乾
燥
（
10
5℃
）

塩
酸
（1
+1
）も
し
く
は
硝
酸
(1
+
1
)を
試
料
水
1L

に
対
し
て
2
m
L
添
加
し
密
栓

縮
分
（イ
ン
ク
リ
メ
ン
ト
、
二
分
器
、
縮
分
機
）

灰
化
(5
00
℃
48
時
間
)

乾
燥
細
土
の
処
理
（乾
燥
、
ふ
る
い
分
け
、
重

量
測
定
）

ろ
過
は
原
則
行
わ
な
い

ふ
る
い
（0
.3
5m
m
）
を
通
し
て
ポ
リ
エ
チ
レ
ン

製
袋
に
密
封
保
存

炭
化

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
袋
ま
た
は
広
口
瓶
に
入
れ

て
密
封
し
保
存
す
る

葉
だ
け
を
抜
き
取
る
、
原
則
水
洗
い
は
し
な
い

ふ
る
い
（0
.3
5m
m
）を
通
し
て
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
袋
に
密
封
保
存
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参考資料 4 TECHNICAL REPORTS SERIES No.486 “Guidelines on Soil and 

Vegetation Sampling for Radiological Monitoring” 
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◎TECHNICAL REPORTS SERIES No.486  “Guidelines on Soil and Vegetation Sampling for 

Radiological Monitoring” (2019) 

 

報告書本文では、ケーススタディとして取り上げられた、東電事故時の採取事例を紹介し

た。ここでは、その他の章に記載されている内容について、紹介する。 

 

ⅰ. GENERAL SAMPLING CONCEPTS AND PRINCIPLES 

ⅱ. SAMPLING STRATEGIES FOR DIFFERENT CONTAMINATION SCENARIOS 

ⅲ. SAMPLING TECHNIQUES AND EQUIPMENT 

ⅳ. SAMPLE PREPARATION AND PROCESSING 

ⅴ. CASE STUDIES 

ⅴ-1. SAMPLING PROGRAMMES IN THE AREAS AFFECTED BY THE ACCIDENT AT THE CHERNOBYL 

NUCLEAR POWER PLANT 

ⅴ-2. SAMPLING PROGRAMMES FOR ENVIRONMENTAL MONITORING AROUND NUCLEAR POWER PLANTS 

IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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ⅰ. GENERAL SAMPLING CONCEPTS AND PRINCIPLES(一般的なサンプリングの概念と原則) 

 

サンプリングに関するガイダンスが ISO 18400、18589 にリストされている。それを基にサ

ンプリング戦略について設計、最適化するが、その際には、目的、手法、計画、設計を考慮し

決定する必要がある。 

サンプリング戦略では「現場での放射性核種分布の潜在的な不均一性」、「地形、水域、人

体構造などの特定のサイト特性」、「分析測定に必要なサンプル重量」、「処理できるサンプル

数の制限」を考慮して最適化する必要である。 

 

サンプリング方法の種類について、様々のものがあり、以下に略称及び名称(日本語訳)を

示す。 

 

J  : Judgemental sampling(ジャッジメンタルサンプリング) 

R  : Simple random sampling(単純なランダムサンプリング) 

2  : Two stage sampling(2 段階サンプリング) 

ST : Stratified sampling(層別サンプリング) 

SG : Systematic grid sampling(体系的グリッドサンプリング) 

SR : Systematic random sampling(体系的ランダムサンプリング)  

C  : Cluster sampling(クラスターサンプリング) 

D  : Double sampling(ダブルサンプリング) 

S  : Search sampling(サーチサンプリング) 

T  : Transect sampling(トランセクトサンプリング) 

 

これらのサンプリングの種類については、代表的なものを図示したものを以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ⅰ-1代表的なサンプリング方法の概要図 

 

  

トランセクトサンプリング クラスターサンプリング サーチサンプリング 

層別サンプリング 体系的ランダムサンプリング 単純なランダムサンプリング 

114



具体例として、体系的グリッドサンプリング(SG；Systematic grid sampling)を取り上げ

た。 

 

 

図ⅰ-2 体系的グリッドサンプリングの概要図 

 

この手法は最も一般的に採用されている方法であり、開始点がランダムに選択されている

限り、一般的に不偏となる。エリア分割は正方形、三角形、ヘリンボーングリッドを使用す

る。サンプルはノード（グリッドラインの交点）で採取し、サンプリンググリッドの距離は、

そのエリアの大きさとサンプル数によって決定される。 

体系的グリッドサンプリングは、汚染の範囲を明確にし、汚染物質の濃度勾配を定義する

ためによく使用される。この手法を実行する手順は比較的簡単であり、ランダムサンプリン

グよりも実用的と ICRUは報告している。ただし、サンプリンググリッドの解像度が粗すぎる

と、重要な情報が欠落する可能性がある。また調査エリアの傾向がわかっている場合、汚染

の範囲を明確にしたり、除染を確認したり、フィールドのスクリーニングに体系的グリッド

サンプリングは役立つ。 

 

表ⅰ-1 サンプリング目的に適した代表的なサンプリング方法 

サンプリングの目的 
サンプリング方法 

J R 2 ST SG SR C D S T 

脅威を確立 X        X  

ソースを特定 X          

汚染の程度を描く     X X  X X X 

処理及び廃棄オプションを評価    X       

クリーンアップの確認  X X  X X X  X X 

最悪のケースを監視 X          

費用対効果   X X    X   

フィールドスクリーニング X X  X X X X X X  

既知の傾向として使用 X    X  X  X  

統計的サポートが可能  X X X       

複合サンプルとして使用  X  X X X   X X 

J :ジャッジメンタルサンプリング、R :単純なランダムサンプリング、2 :2 段階サンプリング、ST :層別サンプ

リング、SG :体系的グリッドサンプリング、SR :体系的ランダムサンプリング、C :クラスターサンプリング、 

D :ダブルサンプリング、S :サーチサンプリング、T ：トランセクトサンプリング 
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土壌サンプリングの最適化 

Khomutininらによって提案された誤差比率から土壌サンプリングにおける最小必要数を求

める理論を紹介している。 

これは次の条件を満たす場合に限られる。 

・土壌サンプリングを行うサイトが均一な汚染状況。 

・サイト面積が 0.0054 m2以上。 

・サンプラーの仕様は直径 3.7 cm、高さ 30 cmのシリンダー型。 

・測定誤差が 10％以内となる±2σ(0.95)を担保。 

 

これらの条件下において次の理論式を提唱し、 

 

ｎ≥{
U(p)・𝜎𝑙𝑛
ln(1 + 𝛿)

}

2

 

n: サンプルの最小必要数 

U(p): 信頼確率 pにおける正規分布のフラクタイル（ある変数がとり得る全確率の特定の割

合の範囲、領域） 

𝜎𝑙𝑛: サンプル中の放射性核種固有の含有量の対数の標準偏差 

𝛿: 定められた絶対誤差のサンプル当たりの比率 

 

その関係を下図で示した。 

 

図ⅰ-3 均一に汚染されたサイトでの 137Csによる土壌汚染濃度の中央値を、任意の相対誤差

の精度まで評価するために採取すべきサンプルの最小必要数の関係性 

 

この図からあるエリアの土壌の汚染濃度の中央値を知るために必要なサンプルの最小数を、

ある任意の相対誤差から求めることが可能となる。例えば、対象となる土壌試料の放射能濃

度の中央値（真値）から相対誤差 20％を満たす精度で調査を行うには、図よりサンプルの最

小必要数は 8 個であり統計的ばらつきを考慮すると 13 個となる。サンプル数が多くなれば、

統計的ばらつきを考慮する場合に必要となるサンプル数（エラーバー）が多くなっている。 
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ⅱ. SAMPLING STRATEGIES FOR DIFFERENT CONTAMINATION SCENARIOS 

(さまざまな汚染地域における試料採取の考え方) 

 

サンプリングプログラムは、汚染シナリオを反映し、人々と環境に対する放射線影響評価

の目的と目標に一致する必要がある。採取の場所、時間、技術の選択は、目的に適合し、放出

の種類、目的とする放射性核種及び結果として予想される被ばくに対して正当化される必要

がある。 

(1)緊急時モニタリングにおける試料採取（初期） 

日常監視の評価や過去の事故の経験では、土壌と植物の採取などが不確定要素を含んでい

た。このことから、採取や測定、データ解釈などで決まり事を決めることで不確定要素を減

らす必要がある。 

①目的、概念、原理 

サンプリングプログラムは緊急時の意思決定を手助けするために必要である。試料採取で

は、現場作業者の被ばくを低減させるため、十分な情報を最小限の時間で得る必要がある。

そのために、彼らの行動を支援するための情報の提供が必要である。事故の発生時から試料

の取捨選択が必要であり、試料採取の優先順位を考える必要がある。また、事前に試料採取

チームの経験も必要である。 

②初期（汚染発生） 

試料採取の考え方を図ⅱ-1に示す。 

 

図ⅱ-1 （一般的な）サンプリング戦略 

1 
防護対策をいつ、どこで、どのように適用するか 

決定プロセスを支援するために、試料採取の目的を定義 

↓ 

2 測定する適切な数（や試料種類）を選ぶ 

↓ 

3 試料の調製と測定の方法を選ぶ 

↓ 

4 実施要領と試料採取の方法を選択 

↓ 

5 試料の採取、保管、輸送の資機材を選ぶ 

↓ 

6 作業手順及び放射線防護、品質保証システムの組み立て 

↓ 

7 訓練手順の策定 

 

(2)発生源から放出が止まった汚染地域における試料採取（中期、復旧期） 

発生源から放出が止まった汚染地域には、汚染物質の拡散を引き起こす事故や兵器実験な

どの影響が想定される。この場合、必要に応じて過去の残留汚染を特定し評価、環境修復す

る必要がある。試料採取の方針は、汚染に関する不確実性を減らすと共に、除染の必要・不

必要を確認する助けにもなる。典型的な目的には国民に安心を提供することなどがある。こ

れらの地域の特徴や、試料採取の時期、周期について書かれている。 
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(3)広域モニタリングでのサンプリングプログラム 

広域でのサンプリングプログラムは、汚染レベルや傾向を国や地域ごとに提供でき、かつ、

代表的なデータを提供できる。典型的な目的としては、土壌などの放射能濃度のベースライ

ンを評価するためなどがある。サンプリングプログラムは、放射線源や原子力施設から影響

を受ける可能性のある地域における放射性物質の濃度変化を時間的傾向で特定できるような

ものでなければならない。 

 

(4)核施設と汚染発生源周辺の環境モニタリングのためのサンプリングプログラム 

①目的、概念、原理 

IAEA安全基準シリーズ No.RS-G-1.8 の記載を引用し、モニタリング計画の目的についての

記載があり、その目的を達成するためにサンプリングプログラムを策定する必要がある。 

②初期（汚染発生） 

原子力施設や取扱施設から放出される放射性物質の特徴や性質について書かれており、そ

れぞれ特質に合うサンプリングプログラムを策定する必要がある。 

③試料採取地点の設定 

試料の採取方法、採取場所、採取対象の種類の必要性、トレンドとデータの相互比較の必

要性について書かれており、そのための環境特性として考慮するポイントについて述べてい

る。サンプリングプログラムの運用は施設の稼働前から行う。また、稼働前の留意点、稼働

中の留意点について書かれており、測定器の特性や採取方法、採取対象の種類の特徴や留意

点がある。 

事故または放出からの経過時期によって考え方の違いがあり、サンプリングエリアの特性

ごとに次に示す。 

 

表ⅱ-1 居住地域における試料採取の考え方 

 

  

118



表ⅱ-2 農耕地と未耕地における試料採取の考え方 

 

 

表ⅱ-3 森林地帯における試料採取の考え方 
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ⅲ. SAMPLING TECHNIQUES AND EQUIPMENT(サンプリング技術と機器) 

(1)概要 

土壌、植生に関する環境放射線モニタリングのためのサンプリング技術及び採取機器を紹

介する。 

試料採取、保存、保管の方法及び使用する機器は、次の条件により異なる。 

・ 調査の目的 

・ 試料の特性 

・ サンプリング深度 

・ サンプリング中のサイト固有の条件 

・ 分析方法 

・ 分析に必要なサンプルの種類と品質 

・ その他、関連する技術的な条件 

 

(2)サンプリング技術と機器の選択 

サンプリング技術は、次の項目に基づいて選択される 

1）どのような特性の土壌なのか？ 

2）サンプルの状態は？ 

3）調査に必要なサンプルの量は？ 

4）どのような方法で分析し、結果の精度はどの程度必要か？ 

5）サンプリングポイントはどのような場所か？ 

6）採取する深度はどの程度か？ 

さらに、コスト、安全性、資格のあるスタッフ、機器等の利用可能性、時間と環境の側面に

より、適切なサンプリング手法の最終選択を行う。 

 

(3)サンプリング技術 

ISO18400-101は、土壌の均一な表面層をサンプリングするには、20cmの正方形、深さ 5cm

のサンプリング フレーム（図ⅲ-1 参照）または幅 5cm、深さ 5cm のリングを推奨している。 

 
図ⅲ-1サンプリングフレーム 

(4)サンプリング機器 

①土壌 

土壌サンプリング機器は、深さ 3m の岩盤までの土壌を採取する機器等 12 種類紹介されて

いた。その中でも、緊急時には機器の除染、洗浄を容易にできるほうが効率的であることか

ら、使いやすく除染可能であり、表層付近を採取する機器を 3種類取り上げたものを、表ⅲ-

1に示す。また、表層を採取する機器の一例を図ⅲ-2に示す。 
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表ⅲ-1 土壌サンプリング機器 

機器 仕様 コメント 

スコップ、スパチ

ュラ 

柔らかい表層土 使いやすく除染可、安価。岩石の多い土壌では使用が難

しい 

表土テンプレー

ト 

5cm までの表面 使いやすく除染可、深さと広さを決めて採取可、岩の多

い表面は難しい 

バルブプランタ

ー 

柔らかい表土 使いやすく除染可 

 

 

図ⅲ-2 ｼｬﾍﾞﾙ、踏みすき、ｼﾘﾝﾀﾞｰﾁｭｰﾌﾞｻﾝﾌﾟﾗ- 

 

②植生サンプリング機器 

植生をサンプリングするための一般的な道具には、鎌、剪定ばさみ、草刈り機、トリマー、

生垣刈込用のロッパー及びノコギリが含まれる。例を図ⅲ-3及び図ⅲ-4に示す。 

 

  

図ⅲ-3 剪定ばさみ            図ⅲ-4 鎌、草刈りばさみ 

③堆積物サンプリング機器 

堆積物サンプリング機器は 50m の深さまで対応したサンプリング装置を含む 6 種類が紹介

されていた。その中でも一般的な表層を採取する機器と堆積物をコアで採取できる機器を表

ⅲ-2に示す。 

 

表ⅲ-2 堆積物サンプリング機器 

機器 仕様 コメント 

グラブサンプラー 地表から 30cm までの堆積物 乱れたサンプル、多くの種類が利用可能 

ピストンコアラ― 堆積物コア 細粒の未固結土壌及び堆積物の短いコア（＜1m）及び長いコア（最大

30m） 
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ⅳ. SAMPLE PREPARATION AND PROCESSING(試料調製と前処理) 

(1)概要 

土壌類及び植物の採取・輸送・前処理・保存方法と記録すべき項目や作業時に注意するこ

とが一通り記載されている章である。前処理方法は物理的な方法（切断・粉砕・灰化等）のみ

を対象とし、化学的な分離は対象外である。 

 

(2)汚染と保存 

試料は採取から分析の間で様々な原因によって汚染される可能性がある。しかし、前処理

工程において、粉砕やふるい分けなどの定量化が難しい作業が行われるため、一般的に防腐

剤や安定剤の添加は行わない。 

 

(3)前処理 

前処理方法は、調査の目的や試料の中身の組成に応じて決定する。具体的な手順について

は(6)①及び(6)②を参照のこと。調査目的などに基づき、現場で前処理を行うか実験室で行

うかを決定する。また、実験室に持ち込まれた全ての試料について、前処理記録票を作成す

る。 

 

(4)輸送 

試料が輸送中に漏れ、他の試料等を汚染することのないように梱包を行う。また、宅配便

を利用する際には、必要に応じて冷蔵便や冷凍便を利用する等、試料が変質しない輸送方法

を選択する。 

 

(5)保存方法 

5℃以下で保管することで、試料の変質を遅くすることができる。ただし、冷蔵保存中に試

料中のガス成分が凝縮して試料中に溶け出す可能性がある場合、調査目的に応じて、冷蔵で

保存するか常温で保存するかを選択する。 

 

(6)試料の前処理方法 

①土壌試料 

土壌試料の前処理では、以下に示した方法が用いられる。 

〇乾燥 

〇粉砕 

〇ふるい分け 

〇均質化 

前処理手順の一例を以下に示す。 

1) 試料重量を量る。 

2) 試料全体を平らな容器に 1 cm から 2 cm 程度に薄く広げ、適切な器具（金属へらなど）

を使用して砕く。 

3) 混入した植物（草、根など）を取り除く。 

4) 水分量に応じて、試料を室温または 40℃未満の温度に加熱した換気キャビネットで 24

時間から 48時間乾燥させる。 

5) 適切な機器（乳鉢など）で残りの土塊を分解する。 

6) 2 mmのふるいを使用して、土を分離し、ふるい上とふるい下の質量をそれぞれ記録す

る。 
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7)（105±10）℃でふるい下の土を一定の重量になるまで乾燥する。なお、揮発性放射性核

種を測定する場合、試料を凍結乾燥するか、（40±5）℃を上限として乾燥する。 

8) 乳鉢、ミキサー、またはボールミルで粉砕する。 

9) 200μm のふるいを使用してふるいにかけ、得られた粉末を均質化する。 

10) 試料全体が処理されるまで、8)～9)を繰り返す。 

11) 総粉末重量を量り、得られた質量を記録する。粉末部分（200μm のふるい下）が測定

試料になる。ふるい分けされていない部分は、質量を記録したのち廃棄する。 

 

②植物サンプル 

植物サンプルの前処理方法は調査目的に応じて適切な方法を選択する。前処理には植物の

必要な部分を分離し、土壌などを除去することが含まれる。 

植物試料の前処理では、以下に示した方法が用いられる。 

〇切断・剥離 

〇洗浄 

〇粉砕・均質化 

〇乾燥・灰化 

揮発性放射性核種（特に放射性ヨウ素）を調査対象とする場合には、輸送、乾燥、灰化の際

に気化して損失することのないよう、温度を管理する。 

 

(7)作業一連の管理 

試料採取から、試料の梱包、輸送、保管、分析に加え、残試料の最終処分まで、トレース可

能な形で全ての記録を残す必要がある。 

残すべき記録の例 

〇採取記録票 

〇採取時の試料情報 

〇前処理記録票 など 

 

また、以下に採取記録票に記載すべき情報と土壌試料の採取から分析までの処理フロー（図

iv-1）を示す。 

採取記録票に記載すべき情報 

〇試料を識別できる番号等 

〇試料の特徴 

〇採取方法と使用器具（採取地点、採取機材、採取時の深さ、採取ポイント数など） 

〇採取日時 

〇作業者の名前 

〇結果の解析に必要な情報（場所、地質や地形の情報、気象条件など） 

〇その他必要な情報 
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(8)ISO/IEC規格について 

全体を通して、ISO や IEC を参考文献として紹介したり、一部を引用したりしている箇所

が多いため、言及のある規格について、以下の表にまとめた。 

 

表 iv-2 試料の取り扱い及びマネジメントに参考となる ISO/IEC 規格の一覧 

規格番号 内容

ISO 18400-101
Framework for the preparation and application of a sampling plan

サンプリング計画の準備と実施のフレームワーク

ISO 18589-2
Guidance for the selection of the sampling strategy, sampling and pre-treatment of samples

土壌試料における　サンプリング戦略の選択、サンプリング、およびサンプルの前処理のガイダンス

ISO 9000
Quality management systems — Fundamentals and vocabulary

品質マネジメントシステム－基礎と用語

ISO/IEC 17025
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

試験及び校正研究所の能力に関する一般要件

ISO 5667-15
Guidance on the preservation and handling of sludge and sediment samples

汚泥と堆積物のサンプルの保存と取り扱いに関するガイダンス

ISO 11464
Pretreatment of samples for physico-chemical analysis

土壌試料物理化学分析用のサンプルの前処理

ISO 18400-102
Selection and application of sampling techniques

土壌サンプリング手法の選択と適用

ISO 11465
Determination of dry matter and water content on a mass basis — Gravimetric method

質量ベースでの乾土量および水分量の決定

ISO 18400-205
Guidance on the procedure for investigation of natural, near-natural and cultivated sites

自然地形、準自然地形、および耕作地の調査手順に関するガイダンス  
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ⅴ. CASE STUDIES(ケーススタディ) 

ⅴ-1. SAMPLING PROGRAMMES IN THE AREAS AFFECTED BY THE ACCIDENT AT THE CHERNOBYL 

NUCLEAR POWER PLANT(チェルノブイリ原発事故の影響を受けた地域でのサンプリン

グ計画について) 

(1)概要 

チェルノブイル原発事故により大量の放射性物質が大気中に放出され、広い範囲に渡って

多大な影響を与えた。特に 3 ヵ国（ベラルーシ、ロシア連邦、ウクライナ）においては大部

分において汚染被害が及んだ。200,000km2を超える地域で 37kBq/m2を超えるデータが観測さ

れた。 

このプログラムは住民の避難と再定住のための基準、食料の生産と制限及び汚染地域の修

復のために適用された。 

ここでは、チェルノブイリ原発事故後原発周辺の汚染レベルを特定するためのサンプリン

グ計画について書かれていて、1986年 4月に事故が起き、5月末に放射線防護基準、6～7月

に汚染マップを作成された。事故から 2ヵ月後にほぼすべての農地を調査することができた。 

汚染マップは空間線量率（地上高 1m）と土壌及び植生の調査結果を組み合わせて作成され

た。 

 

図 v-1-1 汚染マップ（30km 圏内の Sr-90分布:1997 年） 

 

(2)サンプリング方法 

10km圏内はソ連国防省、10km圏外：ソ連水文気象委員会がサンプリングを実施した。 

 

①土壌のサンプリング方法 

・表土においては直径 14 ㎝のリングを用いて、長さ 5 ㎝まで打ち込んでコアサンプルとし

た。1ポイント当たり 5ヵ所採取し試料とした。（サンプリング間隔は 5～10m） 

  

126



 

 

 

 

 

 

 

 

図 v-1-2 土壌のサンプリングの様子①  図 v-1-3 1ポイント当たり 5ヵ所採取した様子  

 

・垂直分布測定用として直径55㎜の円筒サンプラーを用いてサンプリングを行った。サンプ

リング後コアサンプルを目的に応じて1～5㎝間隔でナイフを用いて切断した。 

 

        

 

 

 

 

 

 

図 v-1-4土壌のサンプリングの様子②（垂直分布調査用） 

     

  

図 v-1-5 垂直分布調査用円筒サンプラー 
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          図 v-1-6 核種別垂直深度分布図 

 

②植生のサンプリング方法 

土壌と同時に収集され、土壌より 3 ㎝を刈取り、低い地点については少なくとも 1kg 採取

した。（1m×1m） 

 

(3)サンプリングポイント 

発電所から放射状に 10°毎に 5,6,7,8.3,10,12,14,17,20,25,30,37,45,52,60km 間隔で計

540 地点採取した。（1987～1992年まで毎年実施した。） 

 

図 v-1-7 採取地点のイメージ図 

 

(4)農地でのサンプリング 

耕地と未耕地について調査を行い、耕地については汚染の度合いにより使用の不可を判定

し、未耕地については今後、農地として使用するための事前調査として実施した。 

事故後 1、2 年目は 100m×100m 毎サンプリングポイントとし、線量測定、土壌及び植生の

サンプリングを行い、土壌の不均質性を評価し、3年目には草で覆われたエリアのみで調査を

実施した。使用した器具については通常のリングでは固く地面に入らないため、改良された

サンプラー（刃がついていて、通常のリングより外径が 3 ㎜以上大きい）を使用しサンプリ

ングを行った。 
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農地での最初の調査は 1986 年の夏から秋に実施され、1987 年から春のフィールドワーク

前と収穫前に土壌と植生のサンプリングを行った。 

(5)森林地域でのサンプリング

土壌、木、キノコ、果実及び他の下層種を対象に実施した。

①土壌サンプリング

・地上高 1mの空間線量及び表面汚染（β線）を測定した。（四半期毎）

・直径 4㎝、深さ 15～20㎝を採取

・採取地点は森林より 30～50m以内の道路、森林、空き地、川及び湖のほとりを対象とした。 

②植生サンプリング

・植生（対象地域を構成している植物、低木、草、コケ、キノコ等）のサンプリングは専用の

サンプラーで毎年行われ、木、樹皮、枝、葉、松葉は標準的な方法で収集した。（具体的な

資機材の説明無し） 

・メインとなる種類の木を選定し定期的に採取した。（収穫期または四半期毎）

・木から樹皮、小枝、葉、種子を採取し、幹を上部、中間部、下部に切断しサンプルとした。

・コケ、草、小果実類は土壌から 3 ㎝以上の高さでナイフまたはハサミを使って採取した。

（平均サンプル数は 1試料当たり 8～10個）
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ⅴ-2. SAMPLING PROGRAMMES FOR ENVIRONMENTAL MONITORING AROUND NUCLEAR POWER PLANTS 

IN THE RUSSIAN FEDERATION(ロシア連邦の原子力発電所周辺の環境監視のためのサ

ンプリングプログラム)

(1)サンプリングポイントの選択

モニタリング計画を立てる上で重要なステップは、サンプリングシステムの構築である。

サンプリングの主な目的は、原子力発電所の状態の全体像を把握するという観点から、原子

力発電所からの環境への影響を評価することである。 

サンプリングシステム設計の必須条件は、代表的な試料を採取することである。

(a)その地域の典型的な陸域生態系をサンプリング計画に含める必要がある。

(b)サンプリングポイントの位置は、環境の典型的な要因から試料が採取されることを保証

する必要がある。

(c)各サンプリングポイントの位置は、最も広い監視エリアを代表するものでなければなら

ない。

(d)サンプリングポイントを選択するときは、風の方向（風の上昇）を考慮する必要がある。

(e)サンプリングポイントは、自然のプロセスと人間の活動の両方から形成された環境内の

汚染物質の分布を反映する必要がある。

放射線源が 1 点の場合、最も適切な採取地点は、角度と半径で一定のピッチを持つ扇状の

採取地点案となる。大気中の放射性核種の拡散に影響を及ぼす大気安定度別に必要な採取地

点数は次のとおりである。 

—A（最大非安定）は 15点以上 

—B（非安定）は 20点以上 

—C（弱安定）には 28点以上 

—D（はっきりしない）には 42点以上 

監視区域の外側に沿って位置するポイントの数は、風の方向の数である 8 点以上である。

ただし、実際には、これらの正確なポイントでのサンプリングは、道路や集落があるため実

行が困難で、監視されている地域の特性（すなわち、地質学、気候、景観、生物学、水文学及

び経済）を考慮する必要がある。 

(2)土壌採取

原子力発電所周辺のサンプリングエリアは、牧草地、耕地、氾濫原、森林の景観からの 10

m×10 m の区画で構成されている。サンプリングエリア内で、envelope method（封筒法）を使

用して 5つの個別の土壌試料（0.5 kg）を採取する。牧草地及び未耕地では、深さ 5 cm また

は 10 cmで土壌試料を採取する。森林では、10 cm の深さで落葉及び土壌試料を採取する。浸

水地域では、土壌試料は少なくとも 20 cm の深さから採取する。 

サンプリングエリア内で選択された 5つの試料を組み合わせて、混合試料を得る。根、石、

その他の異物を除去し四分割法により混合試料から 1 kg の試料を取り出す。 
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(3)農地の土壌サンプリング

①耕地

耕地のサンプリング面積は、少なくとも 1 haで、深さは 20 cm以上です。土壌試料（10 個

以上）は、畑で春の作業の前又は収穫後に、対角線上及びサイトの中央で、等距離に採取す

る。土壌試料は通常、直径 40～50 mmの円筒コアラーを使用して採取し、10以上の個々の試

料を組み合わせて混合し、四分割法によりバルクの複合試料を得る。 

②牧草地と草原

牧草地または草原のサンプリングエリアは、少なくとも 1 haである。採取は、植物の成長

期に耕作地で少なくとも 20 cm、未耕地で 10 cm の深さで行う。試料採取は、放牧期間中及び

動物の飼育期間中に年に 2 回（またはそれ以上）行う。単一の混合試料は 1kg 以上採取する

ルートマット（牧草根や地下茎が厚く集積した層）がある場合、複合試料は 600 g 以上でな

ければならない。 

(4)土壌断面における放射性核種の分布

放射性核種の垂直分布は、植物への放射性核種の取り込みと蓄積、ならびに表面線量率に

影響を及ぼす重要な要因である。土壌採取の方法は、景観（耕地、牧草地、氾濫原または森

林）及び調査の目的に依存し、特別なサンプラーを使用する。 

土壌柱状サンプリングの手順は、土壌水平サンプリングの手順と同様であるが、採取する

の深さが異なる。最初の土壌試料は上層から採取され、次の試料は徐々に下層に移動して採

取される。原則として、サンプリング深度は 0～2、2～5、5～10、10～20 及び 20～30 cmで

ある。 

(5)植物採取

①森林

森林の管理図は、種の組成、樹木の特性、下層の種の組成、バイオマス、枯れ木作物の割合

などの要因の把握に利用できる。植物の判別は、主要な種の最大成長期間中に行う。放射性

降下物の摂取の指標となる森林のごみは、特別に選択した場所で採取する。草試料は、土壌

の試料と同じ場所で採取する。採取面積は収量に依存する。（通常 1 m2）。草が覆う地面部分、

茂み及び下草は、ナイフ、植木バサミ、またはハサミ（土壌表面から 3 cm以上）で切り取る。

複合試料（1 kg）には、コケ、草及びベリーの種を含む。 

②牧草地と作物

試料は毎年収穫期に、土壌試料の採取場所と同じ場所で採取する。採取面積は収量に応じ

て異なり（0.25～2 m2）、拡張することもできる。植物試料の採取法は、森林の場合と同じで

ある。作物試料を組み合わせ、混合し、得られた均質化された質量（≥10個の個別試料）から

複合植物試料（≥1～2 kg）を取得し、植物全体または特定の部分（茎、葉、果実、穀物、根）

の放射性核種の濃度を個別の部分について決定する場合は、試料をポリエチレンまたはクラ

フト紙で包み、試料番号のラベルを付ける。試料番号には、土壌試料番号、採取日及び場所

である。 
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別冊 1 ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー 

（改訂案） 
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